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「障 害 者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

」（仮称
かしょう

）の論点
ろんてん

についての意見
い け ん

 

（分野
ぶ ん や

H 報 酬
ほうしゅう

や人材
じんざい

確保
か く ほ

等
とう

) 

 

（分野
ぶんや

H 報 酬
ほうしゅう

や人 材
じんざい

確保
かくほ

等
とう

) 

＜ 項 目
こうもく

H-1 支 払
しはらい

方 式
ほうしき

＞  

論 点
ろんてん

H-1-1) 「自立
じりつ

支援法
しえんほう

」による 報 酬
ほうしゅう

払
はら

い方 式
ほうしき

についてどう 評 価
ひょうか

するか？

日 額
にちがく

払
はら

い 方 式
ほうしき

について、 人 材
じんざい

確保
かくほ

や 安 定
あんてい

したサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

の 困 難
こんなん

さを

指摘
してき

する 声
こえ

がある 一 方
いっぽう

、利用者
りようしゃ

の 選 択
せんたく

等
とう

の 点
てん

から 評 価
ひょうか

する 声
こえ

もある。こ

れについてどう 考
かんが

えるか？  ・・・２  

 

＜ 項 目
こうもく

H-2 人 材
じんざい

確保
かくほ

・育 成
いくせい

＞  

論 点
ろんてん

H-2-1) 人 材
じんざい

確保
かくほ

の 困 難
こんなん

が指摘
してき

されている。また、事務量
じむりょう

の 増
ぞう

大
だい

等
とう

を

指摘
してき

する声
こえ

がある。人 材
じんざい

不足
ぶそく

の 解 消
かいしょう

及
およ

び事務
じ む

の簡素化
か ん そ か

のために、サービス
さ ー び す

体 系
たいけい

及
およ

び資格
しかく

要 件
ようけん

をシンプル
し ん ぷ る

にすることは 有 効
ゆうこう

か？また、有 効
ゆうこう

である場合
ばあい

、

どのように整理
せいり

するべきか？  ・・・１９  

 

論 点
ろんてん

H-2-2) 支援
しえん

職 員
しょくいん

や 相 談
そうだん

支援者
しえんしゃ

の 迅 速
じんそく

かつ 有 効
ゆうこう

な 人 材
じんざい

確保
かくほ

・ 育 成
いくせい

の

課題
かだい

は何
なに

か？  ・・・３４  

 

論 点
ろんてん

H-2-3) 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の質
しつ

・ 量
りょう

を適 切
てきせつ

な 水 準
すいじゅん

に 保
たも

つには、支援
しえん

職 員
しょくいん

の 賃 金
ちんぎん

その他
た

の 労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

が 他
ほか

の分野
ぶんや

と 比
くら

べて 遜 色
そんしょく

のない 水 準
すいじゅん

に 保
たも

たれる 必 要
ひつよう

があるが、そのために 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

で規定
きてい

できる

事項
じこう

、その他
た

の法
ほう

制度
せいど

で規定
きてい

すべき事項
じこう

があるかどうか？  ・・・５０  

 

＜ 項 目
こうもく

H-3 その他
た

＞  

論 点
ろんてん

H-3-1) 「分野
ぶんや

H
えいち

 報 酬
ほうしゅう

や人 材
じんざい

確保
かくほ

等
とう

」についてのその他
た

の論 点
ろんてん

及
およ

び

意見
いけん

 ・・・６１  
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（分野
ぶんや

H 報 酬
ほうしゅう

や人 材
じんざい

確保
かくほ

等
とう

) 

＜ 項 目
こうもく

H-1 支 払
しはらい

方 式
ほうしき

＞  

論 点
ろんてん

H-1-1) 「自立
じりつ

支援法
しえんほう

」による 報 酬
ほうしゅう

払
はら

い方 式
ほうしき

についてどう 評 価
ひょうか

するか？

日 額
にちがく

払
はら

い方 式
ほうしき

について、 人 材
じんざい

確保
かくほ

や 安 定
あんてい

したサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

の困 難
こんなん

さを

指摘
してき

する声
こえ

がある 一 方
いっぽう

、利用者
りようしゃ

の選 択
せんたく

等
とう

の点
てん

から評 価
ひょうか

する 声
こえ

もある。こ

れについてどう 考
かんが

えるか？  

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 報 酬
ほうしゅう

支払
しはら

い方 式
ほうしき

については、利用者
りようしゃ

のサービス
さ ー び す

の選 択
せんたく

を保 証
ほしょう

する観 点
かんてん

から日 額
にちがく

支払
しはら

い方 式
ほうしき

を維持
い じ

し、事 業
じぎょう

者
しゃ

のサービス
さ ー び す

の質
しつ

の 向 上
こうじょう

、 良 質
りょうしつ

な

人 材
じんざい

の確保
かくほ

、経 営
けいえい

の安定化
あんていか

等
とう

の課題
かだい

については、 報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

の改 善
かいぜん

等
とう

によ

り 解 消
かいしょう

すべきと 考
かんが

える。  

○理由
りゆう

 

 月 額
げつがく

払
はら

い方 式
ほうしき

は、利用者
りようしゃ

の利用
りよう

状 況
じょうきょう

にかかわらず 一 定
いってい

の 報 酬
ほうしゅう

が支払
しはら

われるため、 事 業
じぎょう

者
しゃ

の 運 営
うんえい

の 安 定
あんてい

にはつながるものの、利用者
りようしゃ

から見
み

た

場合
ばあい

、利用
りよう

できるサービス
さ ー び す

が固定
こてい

され、あるいは利用者
りようしゃ

の負担
ふたん

の増加
ぞうか

にもつ

ながりかねない。  

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】  

○結論  

 日 額
にちがく

払
ばら

い制度
せいど

はとりわけ 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

に 関
かん

する事
じ

業
ぎょう

の 現 状
げんじょう

に 適
てき

しておらず、 月 額
げつがく

払
ばら

いに変 更
へんこう

すべきである。  

○理由  

 精 神
せいしん

障 害
しょうがい

分野
ぶんや

においては、「揺
ゆ

らぎ」という 障 害
しょうがい

特 性
とくせい

により、日 中
にっちゅう

の

通 所
つうしょ

サービス
さ ー び す

利用率
りようりつ

が不安定
ふあんてい

で、 平 均
へいきん

で 月
つき

５０～６０％のため 日 額
にちがく

払
ばら

い

方 式
ほうしき

では安 定
あんてい

した 運 営
うんえい

に 支 障
ししょう

が 生
しょう

じている。また、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

など

の 居 住
きょじゅう

系
けい

サービス
さ ー び す

においても 病 状
びょうじょう

悪化
あっか

による 長 期
ちょうき

入 院
にゅういん

や、また、

意識的
いしきてき

な 外 泊
がいはく

（ 親 元
おやもと

や 旅 行
りょこう

なども）を 通
つう

じて家
か

族
ぞく

関
かん

係
けい

調
ちょう

整
せい

やご 本
ほん

人
にん

の

自立度
じ り つ ど

を高
たか

めるという支援
しえん

対 応
たいおう

もある。こうした支援
しえん

が運 営
うんえい

に支 障
ししょう

を与
あた

え
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るというのは 実
じつ

に解
げ

せない。  

日 額
にちがく

払
ばら

いでなくても、利用者
りようしゃ

の選 択
せんたく

の権利
けんり

は守
まも

れる仕
し

組
く

みが必 要
ひつよう

と思
おも

うが、

利用者
りようしゃ

の 選 択
せんたく

については 日 額
にちがく

払
ばら

い 導 入
どうにゅう

以前
いぜん

の 方
ほう

が自由度
じ ゆ う ど

が 高
たか

かった 印
いん

象
しょう

が強
つよ

い。制度
せいど

設 計
せっけい

にあたり、利用
りよう

事 業
じぎょう

の選 択
せんたく

の幅
はば

や自由度
じ ゆ う ど

を確保
かくほ

して

おくことも 大 切
たいせつ

な要素
ようそ

である。  

 

【 石 橋
いしばし

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 報 酬
ほうしゅう

払
はら

いを日 額
にちがく

としたことを 評 価
ひょうか

しない。  

 事 業 所
じぎょうしょ

運 営
うんえい

に携
たずさ

わる諸経費
しょけいひ

の見直
みなお

しが 進
すす

んでいない。  

 日 額
にちがく

払
はら

い 方 式
ほうしき

は、 職 員
しょくいん

を非正規
ひ せ い き

、 契 約
けいやく

職 員
しょくいん

等
とう

で 構 成
こうせい

することになり、

体 調
たいちょう

管理
かんり

を考 慮
こうりょ

しなければならない利用者
りようしゃ

にとってサービス利用
りよう

に制 限
せいげん

が

生
う

まれ、 精 神 的
せいしんてき

負担
ふたん

となっている。  

 月 額
げつがく

払
はら

いの前 提
ぜんてい

は、事 業 所
じぎょうしょ

運 営
うんえい

の基盤
きばん

整備
せいび

（適 正
てきせい

な運 営
うんえい

補助
ほじょ

）を前 提
ぜんてい

とする。  

 また、利用者
りようしゃ

の選 択
せんたく

は保 障
ほしょう

されるべきである。しかし 日 額
にちがく

、月 額
げつがく

払
はら

い

方 式
ほうしき

とは関 係
かんけい

ないと考
かんが

える。２箇所
かしょ

以 上
いじょう

の事 業 所
じぎょうしょ

を選 択
せんたく

しても、個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

がきちんと 作 成
さくせい

され、行 政
ぎょうせい

や事 業 所
じぎょうしょ

をはじめ 関 連
かんれん

機関
きかん

の連 携
れんけい

がとれ

ていれば 問 題
もんだい

ないと考
かんが

える。  

 

【 氏
うじ

田
た

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

  

 利用者
りようしゃ

の選 択 権
せんたくけん

は 保 障
ほしょう

されるべきであるが、一 定
いってい

の人件費
じんけんひ

や管理
かんり

経費
けいひ

が

かかる 事 業
じぎょう

では 日 額
にちがく

払
はら

い方 式
ほうしき

はふさわしくない。日 額
にちがく

払
はら

い方 式
ほうしき

の導 入
どうにゅう

を

一部
いちぶ

に限 定
げんてい

し、利用者
りようしゃ

の選 択 権
せんたくけん

についてはケアプランなどで 反 映
はんえい

するなど

の方 法
ほうほう

で保 障
ほしょう

していくことは考
かんが

えられないか？  

 また、弾 力 性
だんりょくせい

のある 報 酬
ほうしゅう

払
はら

い方 式
ほうしき

にすべきであり、運 営 基
うんえいもと

準 費
じゅんひ

と日 額
にちがく

払
はら

い方 式
ほうしき

の 2本立
ほんた

てにすべきである。ただし、グループホーム、ケアホーム

などの住
す

まい 系
けい

は 月 額
げつがく

払
はら

い 方 式
ほうしき

とし、 障 害
しょうがい

のある 人
ひと

の暮
く

らしの場
ば

の 保 障
ほしょう

を確
たし

かにすべきである。  
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○理由
りゆう

 

 日 中
にっちゅう

系
けい

は、利用者
りようしゃ

の選 択
せんたく

の 幅
はば

を広
ひろ

げるためにも 日 額
にちがく

払
はら

い 方 式
ほうしき

が望
のぞ

まし

いが、障 害
しょうがい

によっては（ 発 達
はったつ

障 害
しょうがい

の高機能群
こうきのうぐん

など）日 額 制
にちがくせい

が馴染
な じ

まない場合
ばあい

もあり、単価
たんか

の設 定
せってい

を運 営
うんえい

基準費
きじゅんひ

（基本
きほん

の人件費
じんけんひ

等
とう

の固定的
こていてき

にかかる経費
けいひ

）

と日々
ひ び

単価
たんか

（利 用 料
りようりょう

）を組
く

み合
あ

わせた 2段 階
だんかい

の単価
たんか

設 定
せってい

にすべきである。

また、施設
しせつ

の重 複 利 用
じゅうふくりよう

に関
かん

しても 基 本 料
きほんりょう

と実 績
じっせき

払
はら

いの方 式
ほうしき

をとる 必 要
ひつよう

が

ある。報 酬
ほうしゅう

については 月 額
げつがく

払
はら

い方 式
ほうしき

とし、負担
ふたん

金
きん

については日 額
にちがく

払
はら

い方 式
ほうしき

という 方 法
ほうほう

も考
かんが

えられるのではないか。  

 例
たと

えば、現 状
げんじょう

では 日 額
にちがく

払
はら

いの場合
ばあい

、障 害
しょうがい

のために 毎 日
まいにち

出 席
しゅっせき

が無理
む り

な人
ひと

、

引
ひ

きこもりになってしまった場合
ばあい

など、 籍
せき

を置
お

くことが難
むずか

しくなっている。

１００％の出 席 率
しゅっせきりつ

を確保
かくほ

するために土日
どにち

祭 日
さいじつ

の出 勤
しゅっきん

を要 請
ようせい

されるなど、週
しゅう

５日制
かせい

で 有 給
ゆうきゅう

休 暇
きゅうか

が保
たもつ

証
しょう

されている 社 会
しゃかい

に於
お

いて、福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

では労 働
ろうどう

強 化
きょうか

になるのではないか。土日
どにち

を地域
ちいき

でのサークル 活 動
かつどう

など余暇
よ か

活 動
かつどう

に充
あ

てている 人
ひと

などは 豊
ゆた

かな地域
ちいき

生 活
せいかつ

を阻
そ

害
がい

されてしまう。  

 職 員
しょくいん

が、利用者
りようしゃ

が来
こ

ない日
ひ

に出 勤
しゅっきん

して会議
かいぎ

を開
ひら

いたり、環 境
かんきょう

を整
ととの

えたり

する場合
ばあい

の報 酬
ほうしゅう

算 定
さんてい

がない。利用者
りようしゃ

がいる時間帯
じかんたい

だけの支援
しえん

になり、支援
しえん

の

質
しつ

の低下
ていか

が懸念
けねん

される。  

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 日 額 制
にちがくせい

が導 入
どうにゅう

されたことにより、通 所
つうしょ

系
けい

サービスの利用者
りようしゃ

が、日
ひ

によっ

てサービスを 選 択
せんたく

できることや 入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

やグループホーム利用者
りようしゃ

の帰省
きせい

時
じ

等
とう

に他
た

のサービスを利用
りよう

できるという、利用者
りようしゃ

の選 択 権
せんたくけん

を保 障
ほしょう

し、生 活
せいかつ

の

質
しつ

を向
むけ

上
うえ

させる仕組
し く

みとなったことを 評 価
ひょうか

したい。  

 一 方
いっぽう

、事
こと

業 者
ぎょうしゃ

の収 入
しゅうにゅう

の問 題
もんだい

を日 額 制
にちがくせい

に安易
あんい

に結
むす

びつけるべきではなく、

先
ま

ずは、 報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

自体
じたい

に 注 目
ちゅうもく

するべきであると 考
かんが

える。よって、 報 酬
ほうしゅう

は

日 額 制
にちがくせい

を基本
きほん

とすることが妥当
だとう

と考
かんが

える。  

 なお、 事 業 所
じぎょうしょ

の 収 入
しゅうにゅう

の 安 定
あんてい

した確保
かくほ

については、その 報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

設 定
せってい

な

らびに 契 約
けいやく

と 異
こと

なって利用
りよう

しない場合
ばあい

の 取 扱
とりあつか

いなどについて 検 討
けんとう

してい

く 必 要
ひつよう

があるが、 事
こと

業 者
ぎょうしゃ

自身
じしん

の 経 営
けいえい

努 力
どりょく

も 必 要
ひつよう

であることは言
い

うまでも
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ないと考
かんが

える。  

○理由
りゆう

 

 現 在
げんざい

、日 額 制
にちがくせい

を活
い

かした、複 数
ふくすう

のサービスを利用
りよう

する人
ひと

たちが尐
すく

ないと

いう 現 状
げんじょう

があるが、それは、サービス基盤
きばん

や 相 談
そうだん

支援
しえん

、ケアマネジメント

体 制
たいせい

が地域
ちいき

に整備
せいび

されてないことが 大
おお

きな要 因
よういん

と考
かんが

えられる。  

 

【岡部
おかべ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 グループホーム 等
とう

を 含
ふく

む施設
しせつ

利用
りよう

に 対
たい

する 日 払
ひばらいせ

い制は維持
い じ

するべき。な

お、居 室
きょしつ

を維
ゆい

持
じ

するための家賃
やちん

相 当 分
そうとうぶん

の保 障
ほしょう

のみは本 来
ほんらい

必 要
ひつよう

と思
おも

われる

が 、 こ れ に つ い て は 住 宅
じゅうたく

手当
てあて

を 含
ふく

む 所 得
しょとく

保 障
ほしょう

施策
しさく

の 実施
じっし

を 前 提
ぜんてい

と し

将 来 的
しょうらいてき

に家賃
やちん

相 当
そうとう

のホテルコストを利用者
りようしゃ

負担
ふたん

とすることで 解 決
かいけつ

を 図
はか

る

べき。 一 方
いっぽう

で夜間
やかん

に 対
たい

する 人 員
じんいん

配置
はいち

の 改 善
かいぜん

を 前 提
ぜんてい

とし 報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

について

は見直
みなお

しが 必 要
ひつよう

。  

○理由
りゆう

 

 居 宅
きょたく

介護
かいご

が 時 給 制
じきゅうせい

、ショートステイや 日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

支援
しえん

が 日 額 制
にちがくせい

であるこ

と、グループホーム 等
とう

の利用者
りようしゃ

や自分
じぶん

の 居 宅
きょたく

で 生 活
せいかつ

する当事者
とうじしゃ

はそもそも

家賃
やちん

を自己
じ こ

負担
ふたん

していることとの 整 合 性
せいごうせい

をとる 必 要
ひつよう

がある。  

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 日払
ひばら

い方 式
ほうしき

の利点
りてん

は十 分
じゅうぶん

活
い

かして欲
ほ

しい。そのために、日払
ひばら

い方 式
ほうしき

でも

安 定
あんてい

した経 営
けいえい

ができるように、 報 酬
ほうしゅう

改 定
かいてい

を行
おこな

う。  

 

【 柏 女
かしわめ

委員
いいん

】  

○結論  

 障 害 児
しょうがいじ

(児童
じどう

福祉法
ふくしほう

と 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

(仮 称
かしょう

)の相互
そうご

乗り入れ
の り い れ

部分
ぶぶん

を

含む
ふくむ

。 )の場合
ばあい

の 報 酬
ほうしゅう

支払い
し は ら い

方 式
ほうしき

については、 総 合 的
そうごうてき

な支援
しえん

を 保 障
ほしょう

する

観 点
かんてん

から月 額
げつがく

単価
たんか

方 式
ほうしき

とすることが妥当
だとう

である。なお、複 数
ふくすう

のサービス
さ ー び す

を

利用
りよう

することがある場合
ばあい

には按 分
あんぶん

方 式
ほうしき

を 導 入
どうにゅう

する。  
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○理由  

 本 人
ほんにん

の 特 性
とくせい

に応じた
お う じ た

支援
しえん

並び
ならび

にその家族
かぞく

も含めた
ふ く め た

総 合 的
そうごうてき

支援
しえん

に資する
し す る

ため。  

 

【 河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 利用
りよう

者
しゃ

の選 択
せんたく

幅
はば

を確保
かくほ

するためにも 事 業
じぎょう

が継 続
けいぞく

可能
かのう

な 報 酬
ほうしゅう

確保
かくほ

を担保
たんぽ

すべき。  

○理由
りゆう

 

 例
たと

えば 就 労
しゅうろう

支援
しえん

の場合
ばあい

、参加
さんか

者
しゃ

数
すう

は日
ひ 

によって 変 動
へんどう

があるが、 応 需
おうじゅ

体 制
たいせい

は 定 員
ていいん

により確保
かくほ

する 必 要
ひつよう

がある。固定
こてい

費
ひ 

負担
ふたん

が 大
おお

きく 逆
ぎゃく

ざやにな

る場合
ばあい

があり 運 営
うんえい

に支 障
ししょう

が出
で 

ている。  

 

【 川 崎
かわさき

（洋
よう

）委員
いいん

】  

○結論  

 月 額
げつがく

方 式
ほうしき

にすべきである。  

○理由  

 精 神 障
せいしんしょう

がい者
しゃ

の場合
ばあい

、安 定
あんてい

した継 続
けいぞく

利用
りよう

が困 難
こんなん

な場合
ばあい

が多く
おおく

みられる。

日 額
にちがく

払い
ばらい

であると 安 定
あんてい

した運営費
うんえいひ

が得られず
え ら れ ず

、結果的
けっかてき

に人 員
じんいん

不足
ぶそく

、サービス
さ ー び す

の低下
ていか

を招く
まねく

。また日払い
ひ ば ら い

方 式
ほうしき

では、 障 害
しょうがい

が 安 定
あんてい

しない精神障がい 者
しゃ

に

サービス
さ ー び す

を利用
りよう

できない 人
ひと

が出て
で て

いる。  

 

【 北 浦
きたうら

委員
いいん

】  

○結論  

 日払い
ひ ば ら  

方 式
ほうしき

については、利用者
りようしゃ

の複 数
ふくすう

サービスの選 択
せんたく

を可能
かのう

とするもの

で、利用者
りようしゃ

にとっては 有 用
ゆうよう

なことである。しかし、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

は運 営
うんえい

が不安定
ふあんてい

となり、結果
けっか

としてサービス低下
ていか

につながる恐れ
おそ  

があると危惧
き ぐ

している。そ

こで、 事 業
じぎょう

の 運 営
うんえい

が 円 滑
えんかつ

にいくための 方 策
ほうさく

として、同じ
おな  

月 内
げつない

で利用者
りようしゃ

の

変 動
へんどう

があっても、一 定
いってい

の給 付
きゅうふ

が事
じ

業 者
ぎょうしゃ

に支
し

払
はら

われるような 方
ほう

式
しき

、仕
し

組
く

み

を 考
かんが

え
え

る
る

必
ひつ

要
よう

がある。  
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○理由  

 利用者
りようしゃ

の 必 要
ひつよう

な サ ー ビ ス の 複 数
ふくすう

選 択
せんたく

の 保 障
ほしょう

と 、 事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の サ ー ビス

水 準
すいじゅん

の確保
かくほ

を 両 立
りょうりつ

させる 必 要
ひつよう

があるからである。  

 

【倉田
くらた

委員
いいん

】  

○結論  

 ケアホーム、グループホームの 報 酬
ほうしゅう

は、 月 額
げつがく

支払い
しはら  

方 式
ほうしき

にすべきと

考 え る
かんが   

。  

○
  

理由
りゆう

 

 ケアホーム、グループホームの利用
りよう

にあたって、利用者
りようしゃ

が 複 数
ふくすう

事 業 所
じぎょうしょ

か

ら利用
りよう

事 業 所
じぎょうしょ

を選 択
せんたく

することはなく、「利用者
りようしゃ

の選 択
せんたく

等
など

の 点
てん

から評 価
ひょうか

」は

現 実 的
げんじつてき

には無縁
むえん

である。  

 また、ケアホーム、グループホーム 事 業
じぎょう

は「契 約 者 数
けいやくしゃかず

＝利用者数
りようしゃすう

」であ

り、月
つき

平 均
へいきん

利用
りよう

人 数
にんずう

が利用
りよう

定 員
ていいん

に達する
た っ   

ことはないため、日 額
にちがく

払い
ばらい

方 式
ほうしき

で

はなく 月 額
げつがく

払い
ばら  

に見直す
みなお  

べき。  

 

【 近 藤
こんどう

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 概
おおむ

ね 毎 日
まいにち

サービスを利用
りよう

する予定
よてい

の場合
ばあい

は 月 額
げつがく

払
ばら

いとし、 複 数
ふくすう

サービ

スを利用
りよう

する場合
ばあい

や、概
おおむ

ね毎 日
まいにち

の利用
りよう

を予定
よてい

していない場合
ばあい

は日 額
にちがく

制
せい

とす

ることを基本
きほん

とした、（ 本 人
ほんにん

との契 約
けいやく

による） 選 択
せんたく

制
せい

とするべきである。  

○理由
りゆう

 

 人 員
じんいん

配置
はいち

に 対
たい

する 報 酬
ほうしゅう

の担保
たんぽ

は 必 要
ひつよう

である。また、 特
とく

に 就 労
しゅうろう

系
けい

サー

ビスは、利用
りよう

する日
ひ 

だけ支援
しえん

を 行
おこな

っているのではない。  

 

【 齋 藤
さいとう

委員
いいん

】  

○結論  

 原 則
げんそく

月 払
つきばら

い方 式
ほうしき

とすべきであるが、本 人
ほんにん

が複 数
ふくすう

のサービスを日替
ひ が

わりで

利用
りよう

する場合
ばあい

などは日払
ひばら

い方 式
ほうしき

の選 択
せんたく

もできるものとし、そうした 選 択
せんたく

に

事
じ

業 者
ぎょうしゃ

からの 圧 力
あつりょく

がかからないように 配 慮
はいりょ

しなくてはならない。また 月 払
つきばら
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い 方 式
ほうしき

と し た 場合
ばあい

も 利用
りよう

日 数
にっすう

が 一
いっ

定 量
ていりょう

を 下 回
したまわ

る 状 態
じょうたい

が 続
つづ

く 場合
ばあい

に は

減 額
げんがく

計 算
けいさん

を 行
おこ

なう 必 要
ひつよう

もあるが、ここでも 障 害
しょうがい

の 状 況
じょうきょう

に 対
たい

する 配 慮
はいりょ

が

必 要
ひつよう

である。  

 

【 坂 本
さかもと

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 日払
ひばら

い・月 払
つきばら

いについては、本 当
ほんとう

に 必 要
ひつよう

なところに 必 要
ひつよう

な費用
ひよう

を 払
はら

う

ことができることが 重 要
じゅうよう

であり、よいサービス
さ ー び す

を 提 供
ていきょう

する 事 業 所
じぎょうしょ

がき

ちんと 経 営
けいえい

できることと、利用者
りようしゃ

に 選
えら

ばれない 事 業 所
じぎょうしょ

に 改 善
かいぜん

の 努 力
どりょく

を促
うなが

す仕組
し く

みであることが 両 立
りょうりつ

するものを目指
め ざ

すべきである。  

○理由
りゆう

 

 例
たと

えば、日払
ひばら

い 方 式
ほうしき

では 精 神 障
せいしんしょう

がいのある 方
かた

の支援
しえん

が 十 分
じゅうぶん

に 行
おこな

えな

いといった指摘
してき

もあるが、そこは 報 酬 上
ほうしゅうじょう

で工夫
くふう

して 評 価
ひょうか

するなど、どの

ような 方 式
ほうしき

であっても、それぞれのデメリット
で め り っ と

を 補
おぎな

うような工夫
くふう

が 求
もと

め

られている。  

 

【清水
しみず

委員
いいん

】  

○結論  

 その 人
ひと

が価値的
か ち て き

に生
い

きていくことを 後
あと

押
お

しするのは、個別
こべつ

給 付
きゅうふ

で 原 則
げんそく

日払
ひばら

い。それに 加
くわ

えて、市民
しみん

として 一 緒
いっしょ

に暮
く

らしていく基盤
きばん

として、生
せい

活
かつ

拠
きょ

点
てん

づくりとしての 分
ぶん

は各
かく

自
じ

治
ち

体
たい

による 月
つき

払
ばら

い。 いずれにしても、重
かさ

ねる

ことが 必
ひつ

要
よう

と 考
かんが

えます。  

○理由  

 利用者
りようしゃ

の 選 択
せんたく

の 尊 重
そんちょう

ということについては、 本 人
ほんにん

中 心
ちゅうしん

の 相 談
そうだん

支援
しえん

の

相 当
そうとう

の 力 量
りきりょう

拡 大
かくだい

が必 要
ひつよう

と 考
かんが

えます。  

 

【 末 光
すえみつ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 予定
よてい

利用枠
りようわく

（人 数
にんずう

と日 数
にっすう

、1日
にち

の予定
よてい

人 数 枠
にんずうわく

）に応
おう

じての 定 額 的
ていがくてき

な日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

施設
しせつ

への費用
ひよう

給 付
きゅうふ

がなされるべきである。この意味
い み

での「予定的
よていてき

な日 額
にちがく
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払
はら

い」方 式
ほうしき

での施設
しせつ

への費用
ひよう

給 付
きゅうふ

と、「出来高払
できだかばら

いでの 日 額
にちがく

払
はら

い方 式
ほうしき

」と

は、区別
くべつ

されるべきである。「出来高払
できだかばら

い」方 式
ほうしき

は、尐
すく

なくとも日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

に

ついては採
と

られるべきではない。  

 短期
たんき

入 所
にゅうしょ

支援
しえん

についても、「出来高払
できだかばら

いでの日 額
にちがく

払
はら

い」での施設
しせつ

への費用
ひよう

給 付
きゅうふ

だけでなく、予定枠
よていわく

に対
たい

しての施設
しせつ

への一 定
いってい

の費用
ひよう

も給 付
きゅうふ

される方 式
ほうしき

が必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう

 

 日 常 的
にちじょうてき

な 医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

の 必 要
ひつよう

な利用者
りようしゃ

、 健 康 面
けんこうめん

で不安定
ふあんてい

な利用者
りようしゃ

では、

体 調
たいちょう

の 変化
へんか

や 急
きゅう

な 入 院
にゅういん

な ど の 理由
りゆう

か ら 、 予定
よてい

通
とお

り に 日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

に 参加
さんか

（通 所
つうじょ

）ができなくなる場合
ばあい

がしばしば生
しょう

ずるが、施設
しせつ

ではスタッフ
す た っ ふ

をその

日
ひ

の予定
よてい

に応
おう

じて配置
はいち

しておくことが 必 要
ひつよう

である。短期
たんき

入 所
にゅうしょ

についても、

同 様
どうよう

なことがあり得
え

る。  

 日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

については、たとえば、週
しゅう

のうち３日
か

はＡ施設
しせつ

を利用
りよう

し、２日
か

は

Ｂ施設
しせつ

を利用
りよう

するという、 選 択
せんたく

での組
く

み合
あ

わせが可能
かのう

なシステム
し す て む

が 必 要
ひつよう

で

ある。  

 施設
しせつ

への費用
ひよう

給 付
きゅうふ

が予定
よてい

利用枠
りようわく

（人 数
にんずう

と日 数
にっすう

、1日
にち

の予定
よてい

人 数 枠
にんずうわく

）に 応
おう

じての 定 額 的
ていがくてき

な 日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

施設
しせつ

への費用
ひよう

給 付
きゅうふ

がなされる「予定的
よていてき

な日 額
にちがく

払
はら

い」での 方 式
ほうしき

であり、また、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

については、その 月
つき

に受
う

ける支援
しえん

の

全 体
ぜんたい

に対
たい

しての「 応
おう

能
のう

負担
ふたん

」であれば、利用者
りようしゃ

の選 択
せんたく

と、施設
しせつ

での安 定
あんてい

し

たサービス
さ ー び す

とが、両 立
りょうりつ

する。  

 

【田中
たなか

（伸
のぶ

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 報 酬
ほうしゅう

の支払
しはら

い 方 式
ほうしき

については、日払
ひばら

い 方 式
ほうしき

、 月 払
つきばら

い 方 式
ほうしき

のいずれにも

一 長 一 短
いっちょういったん

がある。利用者
りようしゃ

が各 種
かくしゅ

の支援
しえん

を利用
りよう

するにあたって、金 銭 的
きんせんてき

負担
ふたん

の 重
おも

さから利用
りよう

を差
さ

し 控
ひか

えるような 方 式
ほうしき

とならないように 配 慮
はいりょ

しつつ、

事 業 者
じぎょうしゃ

の経 営
けいえい

を安 定
あんてい

させる 方 式
ほうしき

を検 討
けんとう

する必 要
ひつよう

がある。  

○理由
りゆう

 

 事 業 者
じぎょうしゃ

の経 営
けいえい

の 安 定
あんてい

は、利用者
りようしゃ

の利益
りえき

に資
し

するものであるから、重 要
じゅうよう

な

考 慮
こうりょ

要素
ようそ

である。月 払
つきばら

い方 式
ほうしき

はこの点
てん

で日払
ひばら

い方 式
ほうしき

より優
すぐ

れているが、こ
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の方 式
ほうしき

を採 用
さいよう

する場合
ばあい

には、 応
おう

能
のう

負担
ふたん

のあり方
かた

を十 分
じゅうぶん

検 討
けんとう

する 必 要
ひつよう

があ

る。日払
ひばら

い方 式
ほうしき

を採 用
さいよう

する場合
ばあい

には、事 業 者
じぎょうしゃ

への補助
ほじょ

金
きん

の交付
こうふ

等
とう

、事 業 者
じぎょうしゃ

の経 営
けいえい

安 定
あんてい

策
さく

を検 討
けんとう

する 必 要
ひつよう

がある。  

 

【田中
たなか

（正
まさ

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 日 額
にちがく

払
はら

い方 式
ほうしき

を 堅
けん

持
じ

すべき。日 額
にちがく

払
はら

いが利用
りよう

しやすいように、相 談
そうだん

事 業
じぎょう

を 軸
じく

にしたソ
そ

ーシャルワーク
し ゃ る わ ー く

機能
きのう

を 強 化
きょうか

すべき。 事 業 所
じぎょうしょ

の 救 済
きゅうさい

策
さく

は 別
べつ

の

枠組
わくぐ

みと方 法 論
ほうほうろん

で検 討
けんとう

すべき。  

○理由
りゆう

 

 日 額
にちがく

払
はら

い 方 式
ほうしき

は利用者
りようしゃ

主 体
しゅたい

である 事
こと

を 貫
つらぬ

く基本
きほん

の仕組
し く

みであるため。

事 業 所
じぎょうしょ

の都合
つごう

で利
り

用 者
ようしゃ

の権利
けんり

を阻害
そがい

すべきではない。利用者
りようしゃ

が暮
く

らしに

必 要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

を、 所 属
しょぞく

にとらわれずに、利用者
りようしゃ

が 選
えら

ぶことを 保 障
ほしょう

する

仕組
し く

みが個別
こべつ

給 付
きゅうふ

の基本
きほん

であり、その中身
なかみ

が、日 額 払
にちがくばらい

い方 式
ほうしき

や、昼 夜
ちゅうや

分 割
ぶんかつ

利用
りよう

や個別
こべつ

対 応
たいおう

のヘルパ
へ る ぱ

ーなどの仕組
し く

みである。事 業 所
じぎょうしょ

の都合
つごう

である 人 材
じんざい

確保
かくほ

や 安 定
あんてい

したサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

の 困 難
こんなん

さを 重 視
じゅうし

するのであれば、ヘルパ
へ る ぱ

ー

利用
りよう

も 含
ふく

めて、 全
すべ

ての利用
りよう

する仕組
し く

みを措置
そ ち

に 戻
もど

した 方
ほう

がわかりやすい。

個別
こべつ

給 付
きゅうふ

は個人
こじん

に付
つ

くのであり、一部
いちぶ

のサービス
さ ー び す

や枠組
わくぐ

みに 報 酬
ほうしゅう

が付
つ

く

仕組
し く

みを残
のこ

すと、仕組
し く

み全 体
ぜんたい

におおきな 歪
ゆが

みをもたらす。  

 

【 中 西
なかにし

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 大規模
だ い き ぼ

施設
しせつ

については 日 額
にちがく

払
はら

いとし、小規模
しょうきぼ

の施設
しせつ

においては 月 払
つきばら

いと

するべきである。  

○理由
りゆう

 

 施設
しせつ

が閉鎖
へいさ

の 方 向
ほうこう

を目指
め ざ

すべきであり、空
あ

きベッド
べ っ ど

に 対
たい

しての補助
ほじょ

金
きん

支 出
ししゅつ

は施設
しせつ

政 策
せいさく

をいたずらに長引
ながび

かせる 元
もと

になる。コミュニティー
こ み ゅ に て ぃ ー

におけ

る小規模
しょうきぼ

な通 所
つうじょ

などの施設
しせつ

は今後
こんご

も発 展
はってん

させていく必 要
ひつよう

があり、そこでの

空
あ

きベッド
べ っ ど

に関
かん

しては 報 酬
ほうしゅう

を支払
しはら

い、職 員
しょくいん

の安 定 的
あんていてき

雇用
こよう

をはかるべきで

ある。  
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【 中 原
なかはら

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 日 額
にちがく

払い
ばらい

方
ほう

式
しき

については、利用者
りようしゃ

の選 択
せんたく

という視点
してん

から 一 定
いってい

の評 価
ひょうか

はす

るものの、 事 業 者
じぎょうしゃ

の 経 営
けいえい

が不安定
ふあんてい

となっており、 専 門 的
せんもんてき

かつ 安 定
あんてい

した

サービス
さ ー び す

の 提 供
ていきょう

に苦慮
くりょ

している。  

 報 酬
ほうしゅう

のうち 最 低 限
さいていげん

、人 件
じんけん

費
ひ

等
とう

の固定
こてい

費
ひ

相 当 分
そうとうぶん

については、実
じつ

際
さい

の利用
りよう

の 有無
う む

に 係わらず
か か    

契約時
けいやくじ

の 利用
りよう

日 数 分
にっすうぶん

の 報 酬
ほうしゅう

を 保 障
ほしょう

し 、 利用者
りようしゃ

個々
こ こ

の

支援
しえん

の必 要
ひつよう

度
ど

に応じた
おう   

報 酬
ほうしゅう

（日 額
にちがく

払い
ばらい

）と合わ
あ  

せたものとすべき。  

○理由
りゆう

 

 利用者
りようしゃ

がサービス
さ ー び す

の利用
りよう

をキャンセル
き ゃ ん せ る

した場合
ばあい

においても、 事 業 所
じぎょうしょ

は 人
じん

員
いん

を配置
はいち

していることから、報 酬
ほうしゅう

のうちは固定
こてい

費
ひ

部分
ぶぶん

についてはその 月
つき

の

契 約
けいやく

日 数 分
にっすうぶん

の 報 酬
ほうしゅう

が保 障
ほしょう

されるような仕組
し く

みが必 要
ひつよう

である。  

 

【奈良崎
な ら ざ き

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 日 額
にちがく

払
はら

いでは、大
おお

きな 法 人
ほうじん

の方
かた

が利用者
りようしゃ

が多
おお

いため、多
おお

く支払
しはら

われてい

る。  

 それに比
くら

べて、NPO法 人
ほうじん

や運 営
うんえい

委員会
いいんかい

（方 式
ほうしき

による 運 営
うんえい

の場合
ばあい

）の分
ぶん

は、

尐
すく

ない。  

 

【 西 滝
にしたき

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

  

①  報 酬
ほうしゅう

部分
ぶぶん

を人件費
じんけんひ

と事務費
じ む ひ

に分
わ

け、人件費
じんけんひ

は月 払
つきばら

い、事務費
じ む ひ

は日 額
にちがく

払
ばら

いとする。  

 施設
しせつ

の運 営
うんえい

に係
かかわ

る事務費部分
じ む ひ ぶ ぶ ん

については、 月 額
げつがく

報 酬
ほうしゅう

にすべきである。  

②  利用者
りようしゃ

のサービス
さ ー び す

選 択
せんたく

を維
い

持
じ

することが 重 要
じゅうよう

であり、個々
こ こ

の障 害 者
しょうがいしゃ

が

効 率 的
こうりつてき

・有 効
ゆうこう

に障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サ
さ

ー
ー

ビス
び す

を利用
りよう

できるよう「ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

」

を実施
じっし

し、 月
つき

契 約
けいやく

、日割
ひ わ

り 契 約
けいやく

が 選 択
せんたく

できる仕組
し く

みを 作
つく

るべきである。 

○理由
りゆう
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①  日 額
にちがく

方 式
ほうしき

は、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

にとって人件費
じんけんひ

の 調 整
ちょうせい

が 困 難
こんなん

なことが 大
おお

きな

問 題
もんだい

である。そのため 労 働 者
ろうどうしゃ

の非常勤化
ひじょうきんか

や不安定
ふあんてい

就 労
しゅうろう

が 進 行
しんこう

し、福祉
ふくし

職 場
しょくば

に お け る 雇用
こよう

の 不安
ふあん

が 生
しょう

じ て い る 。 人件費
じんけんひ

と 施設
しせつ

の 運 営
うんえい

に 係
かかわ

る

事務費
じ む ひ

部分
ぶぶん

は月 払
つきばら

いとし、安 定
あんてい

した雇用
こよう

環 境
かんきょう

を整備
せいび

する 方 策
ほうさく

が必 要
ひつよう

であ

る。  

②  障 害 者
しょうがいしゃ

が 日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

として、多様
たよう

な 事 業 所
じぎょうしょ

・サ
さ

－
ー

ビス
び す

が 選 択
せんたく

利用
りよう

でき

ることは、 一 定
いってい

評 価
ひょうか

すべきである。  

 

【野原
のはら

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 谷間
たにま

のないサービス 提 供
ていきょう

のしくみには、不測
ふそく

の事態
じたい

なども 含
ふく

めた余裕
よゆう

をも

った対 応
たいおう

が必 要
ひつよう

であり、そのためには 現 行
げんこう

の「日払
ひばら

い」報 酬
ほうしゅう

方 式
ほうしき

では問 題
もんだい

があり、 月 額
げつがく

方 式
ほうしき

に至 急
しきゅう

改
あらた

め、専 門 性
せんもんせい

を高
たか

めるべきです。  

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 日払
ひばら

い方 式
ほうしき

の他
ほか

に、運 営
うんえい

に関
かん

する基礎的
き そ て き

給 付
きゅうふ

部分
ぶぶん

を事 業
じぎょう

類 型
るいけい

別
べつ

に設 定
せってい

できないか。  

 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

による支援
しえん

は、利用者
りようしゃ

の 体 調
たいちょう

の変化
へんか

などが 大
おお

きいことなどが

あり、本来日
ほんらいび

払
はら

い 方 式
ほうしき

は馴染
な じ

まないと 考
かんが

える。 現 実
げんじつ

に日
ひ

払
はら

いで 事
こと

業 者
ぎょうしゃ

の

収 入
しゅうにゅう

が 激
げき

減
げん

したことで、 給 与
きゅうよ

水 準
すいじゅん

を引
ひ

き下
さ

げざるをえないことになり、

人 材
じんざい

確保
かくほ

や安 定
あんてい

したサービス 提 供
ていきょう

に大
おお

きな支 障
ししょう

が生
しょう

ずることにもなった。

そもそも、応 益
おうえき

負担
ふたん

との 関 連
かんれん

で報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

が低
ひく

すぎることが 大
おお

きな問 題
もんだい

であ

る。自立
じりつ

支援法
しえんほう

施行前
しこうまえ

から、社 会
しゃかい

資源
しげん

の整備
せいび

が進
すす

んでいた地域
ちいき

では、利用者
りようしゃ

の選 択
せんたく

の幅
はば

が広
ひろ

がり、生 活
せいかつ

の質
しつ

が向
むかい

上
のぼ

したと評 価
ひょうか

する声
こえ

もある。しかし、

多
おお

くの地域
ちいき

では社 会
しゃかい

資源
しげん

の整備
せいび

はおろか、 崩 壊
ほうかい

をもたらした 感
かん

すらある。  

○理由
りゆう

 

 日払
ひばら

い方 式
ほうしき

の報 酬
ほうしゅう

の還 元
かんげん

は、利用者
りようしゃ

へのサービス 提 供
ていきょう

部分
ぶぶん

であり、運 営
うんえい

の全 体
ぜんたい

や基礎的
き そ て き

部分
ぶぶん

に関
かん

する報 酬
ほうしゅう

が一 定 枠
いっていわく

であってよいと考
かんが

える。サービ

ス 提 供
ていきょう

に 関
かん

する 努 力
どりょく

をしても、利用
りよう

人 数
にんずう

の 多
おお

い 尐
すく

ないにかかわらず、
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最 低 限
さいていげん

必 要
ひつよう

な運 営
うんえい

コストがあると考
かんが

えられるため。  

 

【広田
ひろた

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 コンシューマ
こ ん し ゅ ー ま

ーの視点
してん

からは、いいと 思
おも

う。  

○理由
りゆう

 

 多様
たよう

なサービス
さ ー び す

を 使
つか

えるので。  

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 報 酬
ほうしゅう

払い
ばらい

方 式
ほうしき

のあり方
あ り か た

の抜 本 的
ばっぽんてき

見直し
み な お し

を行 い
おこない

、日 額
にちがく

払い
ばらい

方 式
ほうしき

を廃止
はいし

し、

月 額
げつがく

単位
たんい

の仕組み
し く み

を 導 入
どうにゅう

することである。加算
かさん

の仕組み
し く み

も簡素化
か ん そ か

し、基本
きほん

報 酬
ほうしゅう

の引き上げ
ひ き あ げ

を図る
はかる

ことと、人件費
じんけんひ

・管理費
か ん り ひ

については 全 額
ぜんがく

税
ぜい

による

負担
ふたん

基 準
きじゅん

として、 利 用 料
りようりょう

の 対 象
たいしょう

から外す
はずす

ことが 必 要
ひつよう

である。そうしてこ

そ、福祉
ふくし

現場
げんば

が働きがい
はたらきがい

のある 職 場
しょくば

として、 職 員
しょくいん

の 待 遇
たいぐう

改 善
かいぜん

がはかられ

ることになる。  

○理由
りゆう

 

 現 在
げんざい

、福祉
ふくし

現場
げんば

では、 実 態 調 査
じったいちょうさ

でも明らかな
あ き ら か な

ように、応募者
おうぼしゃ

がいない、

定 着
ていちゃく

しない、 中 堅
ちゅうけん

職 員
しょくいん

が 離 職
りしょく

するなど、 大 変
たいへん

深 刻
しんこく

な 状 況
じょうきょう

が続い
つづい

て

いる。この間
このあいだ

、いくつかの措置
そ ち

がとられてきたが 抜 本 的
ばっぽんてき

改 善
かいぜん

には至っ
いたっ

てい

ない。 報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

の引き下げ
ひ き さ げ

に加えて
く わ え て

、毎 日
まいにち

の通 所 者
つうしょしゃ

が減れ
へ れ

ば、 収 入 源
しゅうにゅうげん

につながるという 日 額
にちがく

払い
ばらい

方 式
ほうしき

が 導 入
どうにゅう

されたことは、 事 業 者
じぎょうしゃ

にとっても

利用者
りようしゃ

にとっても 大 問 題
だいもんだい

であり、評 価
ひょうか

の 声
こえ

などとんでもなく、直ちに
た だ ち に

廃止
はいし

す

べきである。  

 

【 藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 本 来
ほんらい

憲 法
けんぽう

に基づき
も と づ き

、国
くに

、自治体
じ ち た い

が実施
じっし

するべき 公 的
こうてき

義務
ぎ む

のある 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

に関する基本的
きほんてき

人 権
じんけん

保 障
ほしょう

を国
くに

、自治体
じ ち た い

に代 替
だいたい

して履行
りこう

している 事 業 所
じぎょうしょ

に対する
た い す る

報 酬
ほうしゅう

は、その 実 績
じっせき

に応じて
お う じ て

適 正
てきせい

な 報 酬
ほうしゅう

が公 的
こうてき

に保 障
ほしょう

されるべ
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きである。  

 応 益
おうえき

負担
ふたん

を前 提
ぜんてい

とした「 日 額
にちがく

払い
ばらい

方 式
ほうしき

」はより 事 業 所
じぎょうしょ

報 酬
ほうしゅう

が成り立つ
な り た つ

現 行
げんこう

制度
せいど

は不適切
ふてきせつ

であり， 変 更
へんこう

すべきである。  

 この点
てん

「利用者
りようしゃ

の 選 択 権
せんたくけん

の幅
はば

を広げる
ひ ろ げ る

」として正当化
せいとうか

する 論
ろん

があるが，

利用者
りようしゃ

の 選 択 権
せんたくけん

を 広
ひろ

げることと 障 害 福 祉 事 業
しょうがいふくしじぎょう

の 経 営
けいえい

が 適 切
てきせつ

に 保 障
ほしょう

され

るべきことを 両 立
りょうりつ

させなければならないことが自立
じりつ

支援法
しえんほう

の 実 態
じったい

により

証 明
しょうめい

されたというべきである。  

○理由
りゆう

 

 日 額
にちがく

事 業 所
じぎょうしょ

報 酬
ほうしゅう

払い
ばらい

は，利用
りよう

日 数
にっすう

に応じた
お う じ た

利用者
りようしゃ

負担
ふたん

という，支援
しえん

の

量
りょう

に応じた
お う じ た

利用者
りようしゃ

負担
ふたん

を求める
も と め る

応 益
おうえき

負担
ふたん

制度
せいど

が前 提
ぜんてい

となっている。  

 一 方
いっぽう

，本 来
ほんらい

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

の公 的
こうてき

責 任
せきにん

は、国
くに

、自治体
じ ち た い

にあり（憲 法
けんぽう

８９条
８９じょう

参 照
さんしょう

）、いわばその履行
りこう

を代 替
だいたい

している 民 間
みんかん

福祉
ふくし

事 業 所
じぎょうしょ

は本 人
ほんにん

の当 日
とうじつ

の

利用
りよう

の有無
う む

にかかわらず，である利用者
りようしゃ

を支援
しえん

する 体 制
たいせい

を用意
ようい

する 必 要
ひつよう

が

あり，かつ，その利用者
りようしゃ

の個性
こせい

に応じた
お う じ た

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

について 専 門 的
せんもんてき

な支援
しえん

が

できる 人 材
じんざい

が必 要
ひつよう

とされている。  

 就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

など利用者
りようしゃ

の 生 活
せいかつ

の場
ば

となる 事 業 所
じぎょうしょ

では、利用者
りようしゃ

から S O S
ＳＯＳ

の

連 絡
れんらく

が入れば
は い れ ば

時間外
じかんがい

であろうと支援
しえん

職 員
しょくいん

が駆けつけざるを得ない
か け つ け ざ る を え な い

現 実
げんじつ

が

あるが事 業 所
じぎょうしょ

に 報 酬
ほうしゅう

は入らない
は い ら な い

。日 額
にちがく

払い
ばらい

方 式
ほうしき

は、かかる支援
しえん

体 制
たいせい

構 築
こうちく

や人 材
じんざい

確保
かくほ

を困 難
こんなん

とする。  

 報 酬
ほうしゅう

は「形 式 的
けいしきてき

な利用
りよう

日 数
にっすう

」「程度
ていど

区分
くぶん

による加算
かさん

」等
など

で決まる
き ま る

べきも

のなどでない。  

 本 来
ほんらい

， 報 酬
ほうしゅう

支払い
し は ら い

体 系
たいけい

は， 障 害
しょうがい

施策
せさく

を 国
くに

、自治体
じ ち た い

に 代 替
だいたい

して実施
じっし

し

ている事
じ

業 者
ぎょうしゃ

に対して
た い し て

，相 応
そうおう

の 報 酬
ほうしゅう

が払われる
は ら わ れ る

べきという観点から決定

されるべきである。  

 支援費
し え ん ひ

制度
せいど

の「契 約
けいやく

方 式
ほうしき

」の 導 入
どうにゅう

による「利用者
りようしゃ

の負担
ふたん

と事 業 所
じぎょうしょ

報 酬
ほうしゅう

の 連 動 性
れんどうせい

」 と い う 潜 在 的
せんざいてき

矛 盾
むじゅん

が 応 益
おうえき

負担
ふたん

と 日払い
ひ ば ら い

制度
せいど

に よ り 顕在化
けんざいか

・

噴 出
ふんしゅつ

したと言
い

える。  

 し た が っ て ， 利用者
りようしゃ

負担
ふたん

問 題
もんだい

と は 切り離した
き り は な し た

考 察
こうさつ

に よ り 報 酬
ほうしゅう

支払い
し は ら い

方 式
ほうしき

を決める
き め る

べきである。  

 なお，この 報 酬
ほうしゅう

支払い
し は ら い

方 式
ほうしき

とは関 係
かんけい

なく，現 状
げんじょう

の 障 害 者
しょうがいしゃ

の利用
りよう

施策
せさく
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の 選 択 権
せんたくけん

の 幅
はば

を広げる
ひ ろ げ る

ような 環 境
かんきょう

整備
せいび

のための 方 策
ほうさく

が 必 要
ひつよう

であること

は言うまでもない。  

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】  

○結論  

 日 額
にちがく

払い
はらい

は廃止
はいし

すべきである．  

○理由  

 日 額
にちがく

払い
はらい

は， 職 員
しょくいん

の日雇化
ひやといか

につながると指摘
してき

する 声
こえ

もある． 障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

はコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

労 働
ろうどう

であり，経 験
けいけん

の蓄 積
ちくせき

が求められる
も と め ら れ る

．職 員
しょくいん

が

継 続
けいぞく

して，雇用
こよう

され続ける
さ れ つ づ け る

ことが 必 要
ひつよう

で，そのためには基本的
きほんてき

な 報 酬
ほうしゅう

は

変 動
へんどう

することなく，担保
たんぽ

していく 必 要
ひつよう

がある．利用者
りようしゃ

の選 択
せんたく

のために日 額
にちがく

払い
はらい

という 考 え 方
かんがえかた

は， 現 状
げんじょう

のように 選 択
せんたく

する資源
しげん

が不足
ふそく

している 現 状
げんじょう

では議論
ぎろん

する余地
よ ち

がない．  

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】  

○結論  

 利用者
りようしゃ

の選択肢
せんたくし

の確保
かくほ

等
とう

、利用者
りようしゃ

の視点
してん

から 検 討
けんとう

することが 大 切
たいせつ

で、

日 額
にちがく

払 い
ばら  

方 式
ほうしき

を維持
い じ

することが 適 当
てきとう

であると考える。  

 ただし、サービス
さ ー び す

利用
りよう

に係 る
かか  

支 給
しきゅう

決 定
けってい

日 数
にっすう

（ 1
１

カ月
かげつ

マイナス
ま い な す

8日
にち

を 上 限
じょうげん

とすること）を見直し
みなお  

、1カ月
かげつ

の日 数
にっすう

まで 支 給
しきゅう

決 定
けってい

が可能
かのう

な仕組み
し く  

とするこ

となどは 早 急
そうきゅう

に 改 善
かいぜん

し、ニーズ
に ー ず

に合わせて
あ    

安 定
あんてい

したサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

体 制
たいせい

を築ける
きず   

かたちをつくる。その体制づくり
たいせい     

（ 報 酬
ほうしゅう

・事 業
じぎょう

保 障
ほしょう

）が人 材
じんざい

確保
かくほ

につながると 考 え る
かんが   

。  

○理由  

 利用者
りようしゃ

の選択肢
せんたくし

を確保
かくほ

する観 点
かんてん

から、サービス
さ ー び す

利用
りよう

の必 要 性
ひつようせい

、利用
りよう

実 態
じったい

と支 給
しきゅう

決 定
けってい

日 数
にっすう

（ 1カ月
かげつ

マイナス
ま い な す

8日
にち

）の不整合
ふせいごう

を解
かい

消 す る
しょう    

ことが不可欠
ふ か け つ

であると 考 え る
かんが   

ため。  

 なお、通 所
つうしょ

系
けい

サービス
さ ー び す

では、利用者
りようしゃ

の利用
りよう

の有無
う む

、人 数
にんずう

の多寡
た か

に関わらず
かか     

人 員
じんいん

配置
はいち

を 行 っ て
おこな    

いる。これらの 観 点
かんてん

から 報 酬
ほうしゅう

のあり方
   かた

を考える
かんがえる

ことが

必 要
ひつよう

であると思われる
おも     

ため。  
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【 光 増
みつます

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 日 額
にちがく

払
はら

い 方 式
ほうしき

で、 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の 選 択
せんたく

ができることは 評 価
ひょうか

します

が、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
とう

、単 独 型
たんどくがた

短期
たんき

入 所
にゅうしょ

・体 験
たいけん

利用
りよう

等
とう

における 援 助
えんじょ

を考
かんが

え

た場合
ばあい

、住
す

まいの場
ば

に日 額
にちがく

払
はら

いはなじみません。 月 額
げつがく

に戻
もど

すべきです  

 日 額
にちがく

払
はら

い方 式
ほうしき

は 原 則
げんそく

賛 成
さんせい

。但
ただし

、事 業 所
じぎょうしょ

(施設
しせつ

)の場合
ばあい

管理
かんり

に関
かん

する事項
じこう

について、定 額
ていがく

を月 額
げつがく

払
はら

いで支 給
しきゅう

すべき。例
たと

えば、防 災
ぼうさい

設備
せつび

の維持
い じ

管理
かんり

や

利用者
りようしゃ

の健 康
けんこう

管理
かんり

に関
かん

する事項
じこう

等
とう

。  

 又
また

、その効果
こうか

を 浸 透
しんとう

させるには、 ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

活 用
かつよう

のシステム
し す て む

や

社 会
しゃかい

基盤
きばん

整備
せいび

が不 十 分
ふじゅうぶん

。  

○理由
りゆう

 

 グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
とう

では、一時的
いちじてき

な入 院
にゅういん

、外 泊
がいはく

などにより入 居 者
にゅうきょしゃ

がいなく

ても、食 事
しょくじ

の提 供
ていきょう

をはじめサービス
さ ー び す

を提 供
ていきょう

できる 体 制
たいせい

は維
い

持
じ

し続
つづ

けていま

す。入 居 者
にゅうきょしゃ

の 将 来
しょうらい

を見通
みとお

した 準 備
じゅんび

や、 人 生
じんせい

という 長
なが

いスパン
す ぱ ん

を 念 頭
ねんとう

にお

いて関 係
かんけい

をつくり、伴
ばん

走 者 的
そうしゃてき

に寄
よ

り添
そ

い、支
ささ

えることが支援
しえん

である暮
く

らし

の場
ば

に、日 額
にちがく

払
はら

いのしくみはなじみません。また 入 院 中
にゅういんちゅう

の 入
にゅう

居 者
きょしゃ

の支援
しえん

も

行
おこな

っている 実 態
じったい

があります。  

 人 材
じんざい

確保
かくほ

は 報 酬
ほうしゅう

そのものの 低 額
ていがく

に 係
かかわ

るものであり、 先
ま

ずこの 克 服
こくふく

が

肝 要
かんよう

。  

地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

に、 困 難
こんなん

課題
かだい

をリセット
り せ っ と

する 単 独 型
たんどくがた

短期
たんき

入 所
にゅうしょ

は 重 要
じゅうよう

です。

待機
たいき

（空
あ

き）に 対
たい

する 報 酬
ほうしゅう

は 現 行
げんこう

のゼロベース
ぜ ろ べ ー す

ではなく、ある程度
ていど

の単価
たんか

設 定
せってい

により 事 業 所
じぎょうしょ

設置
せっち

確保
かくほ

が期待
きたい

されます。  

 

【宮田
みやた

委員
いいん

】  

○結論  

 人件費
じんけんひ

は月 額
げつがく

払い
はらい

方 式
ほうしき

とし、運営費
うんえいひ

については利用数
りようすう

に応じた
お う じ た

日 額
にちがく

払い
はらい

方 式
ほうしき

とする。施設
しせつ

種 別
しゅべつ

による 報 酬
ほうしゅう

額
がく

の差
さ

を 解 消
かいしょう

する。  

○理由  

 日 額
にちがく

払い
はらい

方 式
ほうしき

が利用者
りようしゃ

の選 択 権
せんたくけん

を増やし
ふ や し

、施設
しせつ

・事 業 所
じぎょうしょ

の経 営
けいえい

努 力
どりょく

を
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向 上
こうじょう

させたという 評 価
ひょうか

はできる。  

 しかし、収 入
しゅうにゅう

の不安定さ
ふあんていさ

は人件費
じんけんひ

に反 映
はんえい

され、施設
しせつ

職 員
しょくいん

の雇用
こよう

期間
きかん

の

短 縮
たんしゅく

等
など

の問 題
もんだい

が起こって
お こ っ て

施設
しせつ

の専 門 性
せんもんせい

確保
かくほ

の点
てん

で問 題
もんだい

が生じて
しょうじて

いる。ま

た、児童通所
じどうつうしょ

施設
しせつ

および 事 業
じぎょう

では保護者
ほ ご し ゃ

の経 済 的
けいざいてき

問 題
もんだい

によって利用
りよう

を制 限
せいげん

したという事例
じれい

も尐なく
す く な く

ない。施設
しせつ

機能
きのう

の維持
い じ

や利用者
りようしゃ

の 安 定
あんてい

した 通 所
つうしょ

に

向けた
む け た

月 額
げつがく

払い
はらい

方 式
ほうしき

の復 活
ふっかつ

が、日 額
にちがく

払い
はらい

方 式
ほうしき

と並 行
へいこう

して 検 討
けんとう

されなけれ

ばならない。  

 また、現 行
げんこう

制度
せいど

では施設
しせつ

種 別
しゅべつ

による 給 付
きゅうふ

額
がく

の格差
かくさ

は、全 国
ぜんこく

均 一
きんいつ

な施設
しせつ

の

展 開
てんかい

を阻害
そがい

している。とくに児童
じどう

施設
しせつ

では、障 害
しょうがい

種 別
しゅべつ

の一元化
いちげんか

と給 付
きゅうふ

額
がく

の

均一化
きんいつか

が必 要
ひつよう

である。  

 

【 森
もり

委員
いいん

】  

○結論  

 評 価
ひょうか

できない。 月
げつ

額
がく

払
ばら

いまたは 日
にち

額
がく

払
ばら

いのどちらかの 方 式
ほうしき

を選 択
せんたく

する

といっことではく、人件費
じんけんひ

を含
ふく

む事
じ

務
む

費
ひ

は月 額
げつがく

払い
ば ら

、事業費
じぎょうひ

は日
にち

額
がく

払
ばら

いと

いった 柔 軟
じゅうなん

な見
み

直
なお

しも検 討
けんとう

に 値
あたい

すると 考
かんが

える。  

○理由  

 日
にち

額
がく

払
ばら

い方
ほう

式
しき

により、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の財 政
ざいせい

基盤
きばん

が不安定
ふあんてい

になり、正規
せいき

職 員
しょくいん

の

確保
かくほ

・ 定 着
ていちゃく

が困 難
こんなん

になってきていることは、 既
すで

に多
おお

くの 関 係 者
かんけいしゃ

が指摘
してき

し

ていることである。実 際
じっさい

、事
じ

業 者 側
ぎょうしゃがわ

は、 収 入
しゅうにゅう

が上 下
じょうげ

すれば低
ひく

い 収
しゅう

入
にゅう

のレベル
れ べ る

に合
あ

わせた取
と

り組
く

みを行
おこ

なうもので 人 員
じんいん

体 制
たいせい

も同 様
どうよう

である。結果
けっか

、

人 員
じんいん

配置
はいち

が尐
すく

なく、サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

の均 等 性
きんとうせい

に欠
か

け、サービス
さ ー び す

の低下
ていか

を招
まね

く

ことにもなる。また、それだけでなく、 従 前
じゅうぜん

、 催
もよお

されていた行 事
ぎょうじ

などの

利用者
りようしゃ

に 対
たい

するサ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

が 質
しつ

・ 量
りょう

ともに低下
ていか

するなど、施設
しせつ

運 営
うんえい

全 般
ぜんぱん

に

最
もっと

も求
もと

められる「福祉
ふくし

の現場
げんば

の活気
かっき

」がなくなっている。  

 

【 山 本
やまもと

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 日払
ひばら

い方 式
ほうしき

であるべきだが、 事 業
じぎょう

の 継 続
けいぞく

に必 要
ひつよう

な経費
けいひ

は保
ほ

証
しょう

すべき  

○理由  
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 事 業
じぎょう

の継 続
けいぞく

のための経費
けいひ

の問 題
もんだい

と日
ひ

払
はら

いの問 題
もんだい

は別
べつ

問 題
もんだい

である  
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＜ 項 目
こうもく

H-2 人 材
じんざい

確保
かくほ

・育 成
いくせい

＞  

論 点
ろんてん

H-2-1) 人 材
じんざい

確保
かくほ

の困 難
こんなん

が指摘
してき

されている。また、事務量
じむりょう

の増
ぞう

大
だい

等
とう

を

指摘
してき

する声
こえ

がある。人 材
じんざい

不足
ぶそく

の 解 消
かいしょう

及
およ

び事務
じ む

の簡素化
か ん そ か

のために、サービス
さ ー び す

体 系
たいけい

及
およ

び資格
しかく

要 件
ようけん

をシンプル
し ん ぷ る

にすることは 有 効
ゆうこう

か？また、 有 効
ゆうこう

である

場合
ばあい

、どのように整理
せいり

するべきか？  

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 加算
かさん

制度
せいど

などを 縮 小
しゅくしょう

し、 本 体
ほんたい

の 報 酬
ほうしゅう

基 準
きじゅん

に組
く

み込
こ

み、シンプル
し ん ぷ る

にす

るなど、 報 酬
ほうしゅう

体 系
たいけい

を簡素化
か ん そ か

し事務
じ む

の効率化
こうりつか

を図
はか

るべきである。  

 また、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

とケアホーム
け あ ほ ー む

は 一 体
いったい

の制度
せいど

とすべきである。  

○理由
りゆう

 

 報 酬
ほうしゅう

加算
かさん

の種 類
しゅるい

や適 用
てきよう

要 件
ようけん

等
とう

が複 雑
ふくざつ

で、事務量
じむりょう

が増 大
ぞうだい

している。  

 ＧＨＣＨ 一
いっ

体
たい

型
がた

の 事 業
じぎょう

所
しょ

も 多
おお

く、利用者
りようしゃ

の変 動
へんどう

に 伴
ともな

う 変 更
へんこう

手続
てつづ

き 等
とう

の

事務量
じむりょう

が膨 大
ぼうだい

である。  

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】  

○結論  

 資格
しかく

要 件
ようけん

をシンプル
し ん ぷ る

にする 必 要
ひつよう

はない。人 材
じんざい

確保
かくほ

の困 難 性
こんなんせい

はつきつめれ

ば 賃 金
ちんぎん

の低
ひく

さにあるので、 報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

の引
ひ

き上
あ

げを 図
はか

る 必 要
ひつよう

がある。ある

いは国家
こっか

資格
しかく

所 得 者
しょとくしゃ

に 対
たい

しての加算
かさん

は手
て

厚
あつ

さがもっとあって良
よ

い。 社 会
しゃかい

福祉士
ふ く し し

と 精 神
せいしん

保健
ほけん

福祉士
ふ く し し

の国家
こっか

資格
しかく

取 得
しゅとく

を 前 提
ぜんてい

条 件
じょうけん

に 相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

やサービス
さ ー び す

管理
かんり

責 任 者
せきにんしゃ

の 研 修
けんしゅう

をするのも良
よ

いと思
おも

う。  

○理由  

 サービス
さ ー び す

体 系
たいけい

及び
および

資格
しかく

要 件
ようけん

をシンプル
し ん ぷ る

にすることが 有 効
ゆうこう

につながるとい

う 考
かんが

え方
かた

がわからない。資格
しかく

要 件
ようけん

がシンプル
し ん ぷ る

になったからと言
い

って人
じん

材
ざい

が

確保
かくほ

されるものではない。逆
ぎゃく

に支援
しえん

の質
しつ

の担保
たんぽ

ができないと 考
かんが

える。現 行
げんこう

の制度
せいど

では資格
しかく

の有無
う む

について 給 与 上
きゅうようえ

の 評 価
ひょうか

は 事 業 所
じぎょうしょ

の 裁 量
さいりょう

になって

いる。もっと 社 会 的
しゃかいてき

な評 価
ひょうか

を 施
ほどこ

し、 人 材
じんざい

の確保
かくほ

に繋
つな

げる 必
ひつ

要
よう

がある。  
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【 石 橋
いしばし

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 人 材
じんざい

確保
かくほ

の一 環
いっかん

としてキャリアバス制度
せいど

を進
すす

めているが、小
ちい

さな事 業 所
じぎょうしょ

にとっては、その資格
しかく

要 件
ようけん

とともに事務量
じむりょう

が多
おお

くなり 極 端
きょくたん

なメリットが生
う

まれてこない。  

 資格
しかく

要 件
ようけん

をホームヘルパー２ 級
きゅう

、経 験
けいけん

数
すう

２年
ねん

程度
ていど

とすることも 一 考
いっこう

すべ

きである。  

 また、支援費
し え ん ひ

の 中
なか

にどの程度
ていど

事務費
じ む ひ

が 計 上
けいじょう

されているのかを 明
あき

らかにし

たうえで、事務量
じむりょう

について議論
ぎろん

し、事務
じ む

の簡素化
か ん そ か

を 図
はか

り、費用
ひよう

を 助 成
じょせい

し、

第 三 者
だいさんしゃ

機関
きかん

の評 価
ひょうか

を積 極 的
せっきょくてき

に取
と

り入
い

れるように 環 境
かんきょう

を整備
せいび

する。  

 

【 氏
うじ

田
た

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 サービス 体 系
たいけい

の簡素化
か ん そ か

は事務
じ む

の簡素化
か ん そ か

のためには 有 効
ゆうこう

であると 思
おも

われる。

日 額
にちがく

払
はら

い 方 式
ほうしき

を一部
いちぶ

導 入
どうにゅう

に 限 定
げんてい

するなどにより、事務
じ む

の 軽 減
けいげん

を 図
はか

る仕組
し く

みを作
つく

ることが 必 要
ひつよう

である。  

 一 方
いっぽう

の資格
しかく

要 件
ようけん

については、緩和
かんわ

しても 人 材
じんざい

不足
ふそく

の解 消
かいしょう

にはならないと

考
かんが

える。資格
しかく

要 件
ようけん

は必須
ひっす

ではなく資格
しかく

があれば上乗
うわの

せをすることが可能
かのう

とす

る程度
ていど

で良
よ

いのではないか。現場
げんば

においては、経 験
けいけん

がなくても資格
しかく

で仕事
しごと

に

就
つ

け、また 経 験
けいけん

があっても資格
しかく

がなくて仕事
しごと

に就
つ

けないという 矛 盾
むじゅん

が生
しょう

じ

ている。援 助
えんじょ

職
しょく

の経 験
けいけん

で取
と

れる資格
しかく

を 充 実
じゅうじつ

させる（ 社 会
しゃかい

福祉士
ふ く し し

など）こと

や、相 談
そうだん

支援者
しえんしゃ

に関
かん

する資格
しかく

要 件
ようけん

の弾 力 的
だんりょくてき

運 用
うんよう

（職 務
しょくむ

経 験
けいけん

があれば相 談
そうだん

職
しょく

に就
つ

けるなど）が 必 要
ひつよう

であると考
かんが

える。マンパワー不足
ふそく

をもたらしている

本 質 的
ほんしつてき

な 問 題
もんだい

は 賃 金
ちんぎん

水 準
すいじゅん

の 低
ひく

さであり、この 点
てん

の 改 訂
かいてい

が 必 要
ひつよう

と考
かんが

える。

キャリアパスに 対 応
たいおう

できる 報 酬
ほうしゅう

体 系
たいけい

にしなければ 人 材
じんざい

不足
ふそく

の 解 消
かいしょう

には

到 底
とうてい

つながらない。  

○理由
りゆう

  

 事務
じ む

の簡素化
か ん そ か

は必 要
ひつよう

である。事
じ

業 種
ぎょうしゅ

ごとの単価
たんか

の違
ちが

い、本 人
ほんにん

の出 席
しゅっせき

日 数
にっすう

の確 認
かくにん

など事務量
じむりょう

が 増 大
ぞうだい

しパンク状 態
じょうたい

である。支援費
し え ん ひ

制度
せいど

から自立
じりつ

支援法
しえんほう

へと制度
せいど

がめまぐるしく変
か

わり、 行 政
ぎょうせい

を 含
ふく

め事務
じ む

の 対 応
たいおう

が 大 変
たいへん

である。
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初期
しょき

の段 階
だんかい

でしっかりとした制度
せいど

設 計
せっけい

が必 要
ひつよう

である。基本的
きほんてき

によい支援
しえん

を

しているところに予算
よさん

配 分
はいぶん

が多
おお

く行
い

くような加算
かさん

制度
せいど

は有 効
ゆうこう

だと考
かんが

えるが、

複 雑
ふくざつ

な制度
せいど

設 計
せっけい

はマイナスをもたらす。  

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 利用者
りようしゃ

のひとり一人
ひとり

のニーズを踏
ふ

まえた個別
こべつ

給 付
きゅうふ

を基本
きほん

とした場合
ばあい

、今後
こんご

とも 一 定
いってい

の事務量
じむりょう

があることは避
さ

けて 通
とお

れない。むしろ、 報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

が事務
じ む

職 員
しょくいん

の配置
はいち

について 配 慮
はいりょ

したものかが 問 題
もんだい

と考
かんが

える。  

 また、資格
しかく

要 件
ようけん

については、特
とく

に知的
ちてき

障 害
しょうがい

においてはサービスの 質
しつ

と 深
ふか

く 係
かか

わるものであり、人手
ひとで

の 問 題
もんだい

と 専 門 性
せんもんせい

の確保
かくほ

は 重 要
じゅうよう

な課題
かだい

であり、

安易
あんい

なシンプル化
か

の議論
ぎろん

には違和感
い わ か ん

がある。  

○理由
りゆう

 

 現 行 法
げんこうほう

では、事務
じ む

職
しょく

の位置付
い ち づ

けがなく、そこに、利用者
りようしゃ

ごとに 日 額
にちがく

払
はら

い、

上 限
じょうげん

管理
かんり

、各 種
かくしゅ

加算
かさん

とかの事務
じ む

が重
かさ

なっている状 況
じょうきょう

がある。  

 

【 大 濱
おおはま

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

▼人 材
じんざい

の確保
かくほ

の為
ため

に、 報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

を引
ひ

き上
あ

げるべき。  

▼サービス 体 系
たいけい

及
およ

び資格
しかく

要 件
ようけん

をシンプルにすべき。  

サービス 体 系
たいけい

は居 宅
きょたく

介護
かいご

制度
せいど

では、① 重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

のような見守
みまも

り待機
たいき

を含
ふく

んだ長 時 間
ちょうじかん

利用型
りようがた

と②身 体
しんたい

介護
かいご

のような短時間
たんじかん

スポット利用型
りようがた

の２

分 類
ぶんるい

にする。また、その時間内
じかんない

で 外 出
がいしゅつ

するかどうかなど自由
じゆう

にするべき

（ 最 重 度
さいじゅうど

の場合
ばあい

、短期
たんき

入 院
にゅういん

時
じ

も 病
やまい

院 内
いんない

で①の 長 時 間
ちょうじかん

利用型
りようがた

を利用
りよう

可能
かのう

にすべき）。  

①②とも 障 害 児
しょうがいじ

を 含
ふくみ

むすべての 障 害
しょうがい

種 別
しゅべつ

へ支 給
しきゅう

決 定
けってい

できるようにシン

プルにする。  

資格
しかく

要 件
ようけん

については、 全
すべ

ての介護者
かいごしゃ

資格
しかく

で全
すべ

てのサービスを 提 供
ていきょう

できる

ようにし、単価
たんか

も統
おさむ

一
いち

すべき（３級
きゅう

減 算
げんざん

を廃
はい

止
よ

して２級
きゅう

と同
おな

じ単価
たんか

に）。  

▼サービスの 質
しつ

は、 競 争
きょうそう

原理
げんり

と 苦 情
くじょう

処理
しょり

を扱
あつか

う 第 三 者
だいさんしゃ

機関
きかん

によって 水 準
すいじゅん
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を向
こう

上
じょう

させるべき。  

○理由
りゆう

 

▼人 材
じんざい

確保
かくほ

については、介護
かいご

職
しょく

の年 収
ねんしゅう

を４５０～５００ 万 円
まんえん

にすべきであ

り、介護
かいご

職
しょく

に責 任
せきにん

と誇
ほこ

りが持
も

てる給 与
きゅうよ

体 系
たいけい

とする 必 要
ひつよう

がある。  

▼サービス 体 系
たいけい

及
およ

び資格
しかく

要 件
ようけん

について、障 害 者
しょうがいしゃ

介護
かいご

の場合
ばあい

は、障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

と介護者
かいごしゃ

の適 性
てきせい

を 考 慮
こうりょ

して、長 期 間
ちょうきかん

、同 一
どういつ

の介護者
かいごしゃ

からのサービス提 供
ていきょう

を前 提
ぜんてい

としており、ＯＪＴが 重 要
じゅうよう

な要素
ようそ

である。従
したが

って、介護
かいご

の資格
しかく

を問
と

うより介護者
かいごしゃ

としての資質
ししつ

が重 要
じゅうよう

である。 例
たと

えば、介護
かいご

保険
ほけん

の経 験
けいけん

があ

る介護
かいご

福祉士
ふ く し し

であっても、 障 害 者
しょうがいしゃ

の介護
かいご

についてはゼロから 勉 強
べんきょう

しても

らう必 要
ひつよう

があり、むしろ 長 期
ちょうき

にわたって介護
かいご

保険
ほけん

のサービス提 供
ていきょう

に従 事
じゅうじ

した経 験
けいけん

が障 害 者
しょうがいしゃ

介護
かいご

では邪魔
じゃま

な知識
ちしき

となることすらある。  

▼在 宅
ざいたく

の重 度
じゅうど

の障 害 児
しょうがいじ

については、保護者
ほ ご し ゃ

が過度
か ど

な負担
ふたん

を強
し

いられている

現 状
げんじょう

を 改 善
かいぜん

するために、見守
みまも

り待機
たいき

も 含
ふく

めた 長 時 間
ちょうじかん

利用型
りようがた

サービスを

利用
りよう

できるようにすることが 緊 急
きんきゅう

の課題
かだい

である。  

▼ 競 争
きょうそう

原理
げんり

でサービスの 質
しつ

を 向
こう

上
じょう

させるべきであり、過疎地
か そ ち

でも 複 数
ふくすう

の

事 業 所
じぎょうしょ

から利用者
りようしゃ

がサービスを 選 択
せんたく

できるようにすべきである。  

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 人 材
じんざい

不足
ふそく

の原 因
げんいん

の分 析
ぶんせき

を、実 証 的
じっしょうてき

に行
おこな

うこと。労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

、給 与
きゅうよ

条 件
じょうけん

、

社 会 的
しゃかいてき

な評 価
ひょうか

、などさまざまな 要 因
よういん

が働
はたら

いていると 思
おも

われる。  

 

【小田島
お だ じ ま

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 書 類
しょるい

はできるだけ尐なく
す く な く

する。  

 資格
しかく

もできるだけ尐なく
す く な く

して、 研 修
けんしゅう

はまず 事 業 所
じぎょうしょ

でやる。  

○理由
りゆう

 

 職 員
しょくいん

が利用者
りようしゃ

と関われる
か か わ れ る

時間
じかん

を多く
おおく

するため。  

 利用者
りようしゃ

１人
ひとり

１人
ひとり

に合った
あ っ た

研 修
けんしゅう

をするためには、 事 業 所
じぎょうしょ

責 任
せきにん

でやるのが

一 番
いちばん

いい。  
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【 河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 介護
かいご

保険
ほけん

も同 様
どうよう

であるが、得体
えたい

の知
し 

れない資格
しかく

や 研 修
けんしゅう

が多
おお

すぎる。時間
じかん

的
てき

、 経 済 的
けいざいてき

負担
ふたん

は過大
かだい

であるし、これらの資格
しかく

認 定
にんてい

周 辺
しゅうへん

産 業
さんぎょう

に財 源
ざいげん

が

流 用
りゅうよう

されているともいえる。  

○理由
りゆう

 

 精 神
せいしん

障 害
しょうがい

分野
ぶんや

では、国家
こっか

資格
しかく

のある 医 療
いりょう

専 門
せんもん

職
しょく

（看護
かんご

師
し 

、 PSWなど）

が配置
はいち

可能
かのう

であるが、 従 事
じゅうじ

者
しゃ

や管理
かんり

者
しゃ

にサービス管理
かんり

者
しゃ

などの余分
よぶん

な資格
しかく

取 得
しゅとく

を義務
ぎ む

化
か 

されており、このため 交 流
こうりゅう

が阻害
そがい

されている。国家
こっか

資格
しかく

取 得
しゅとく

のカリキュラムに自立
じりつ

支援
しえん

の基本
きほん

的
てき

知識
ちしき

を加
くわ

えれば済
す 

むこと。  

 

【 近 藤
こんどう

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 サービス 体 系
たいけい

や資格
しかく

要 件
ようけん

よりも、日
ひ 

払
ばら

い方 式
ほうしき

や加算
かさん

方 式
ほうしき

の見直
みなお

しが事務
じ む

の簡素
かんそ

化
か 

には 有 効
ゆうこう

である。 人 材
じんざい

不足
ぶそく

の 解 消
かいしょう

には、資格
しかく

要 件
ようけん

の見直
みなお

しより

も人件費
じんけんひ

の確保
かくほ

が有 効
ゆうこう

である。  

○理由
りゆう

 

 日
ひ 

払
ばら

い 方 式
ほうしき

によるサービス 提 供
ていきょう

記録
きろく

実 績
じっせき

表
ひょう

の 作 成
さくせい

、加算
かさん

申 請
しんせい

や加算
かさん

請 求
せいきゅう

にかかる 業 務
ぎょうむ

が過多
か た

である。また、一 般
いっぱん

に比
くら

べ、低
ひく

いといわれる介護
かいご

職
しょく

の給 与
きゅうよ

よりも 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス従 事
じゅうじ

者
しゃ

の給 与
きゅうよ

が低
ひく

い 実 態
じったい

を踏
ふ 

まえ、

改 善
かいぜん

を図
はか

るべきである。  

 

【 齋 藤
さいとう

委員
いいん

】  

○結論  

 事務
じ む

の簡素化
か ん そ か

のために 有 効
ゆうこう

ではない。 人 材
じんざい

不足
ふそく

の 解 消
かいしょう

のためには資格
しかく

要 件
ようけん

の簡素化
か ん そ か

は 役
やく

に立
た

つ。 特
とく

に資格
しかく

要 件
ようけん

の 一 項
いっこう

に実務
じつむ

経 験
けいけん

によるものを

付加
ふ か

すべきである。  

○理由  

 事務量
じむりょう

の雑化
ざつか

の主
しゅ

要 因
よういん

は記録
きろく

と請 求
せいきゅう

事務
じ む

のぼう 大
だい

な増加
ぞうか

であるからして。 
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【清水
しみず

委員
いいん

】  

○結論  

 貫
つらぬ

かれた理
り

念
ねん

とわかりやすい仕
し

組
く

みこそが 有
ゆう

効
こう

だと 考
かんが

えます。  

○理由  

 一人
ひとり

ひとりの 存 在
そんざい

の価値
か ち

に基
もと

づ
づ

く 貫
つらぬ

かれた理
り

念
ねん

があってこそ、シンプル

な体 系
たいけい

が可能
かのう

となるように 思
おも

います。  

 

【 末 光
すえみつ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 事務
じ む

作 業
さぎょう

ができるだけ簡素
かんそ

なものとなりその 分
ぶん

を 直 接
ちょくせつ

支援
しえん

スタッフ
す た っ ふ

確保
かくほ

の費用
ひよう

に回
まわ

せることが 必 要
ひつよう

である。  

 

【田中
たなか

（伸
のぶ

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 有 効
ゆうこう

で あ る 。 サービス
さ ー び す

体 系
たいけい

に つ い て は 、 細分化
さいぶんか

せ ず 、 基本的
きほんてき

な

サービスメニュ
さ ー び す め に ゅ

ーを 定
さだ

めるにとどめ、その他
た

は、「 障 害 者
しょうがいしゃ

と 相 談
そうだん

支援員
しえんいん

が

協 議
きょうぎ

により、障 害 者
しょうがいしゃ

にとって 必 要
ひつよう

と認
みと

められる支援
しえん

」などと 定
さだ

めるにとど

めることが 適 切
てきせつ

と考
かんが

える。また、資格
しかく

要 件
ようけん

については、支援
しえん

の必 要 性
ひつようせい

を示
しめ

す資 料
しりょう

（例
たと

えば、 本 人
ほんにん

からの支援
しえん

申 請 書
しんせいしょ

と医師
い し

の診 断 書
しんだんしょ

）の 提 出
ていしゅつ

で足
た

り

るものとすべきである。  

○理由
りゆう

 

 新 法
しんぽう

では、各 障 害 者
かくしょうがいしゃ

の意思
い し

の尊 重
そんちょう

が柱
はしら

となる。従
したが

って、サービス
さ ー び す

体 系
たいけい

も

予
あらかじ

め 細
こま

かく 法 定
ほうてい

するのではなく、 障 害 者
しょうがいしゃ

の意思
い し

を 十 分
じゅうぶん

反 映
はんえい

することがで

きる制度
せいど

となるよう、 創 設 的
そうせつてき

支援
しえん

を定
さだ

め得
う

るような一 般
いっぱん

規定
きてい

を置
お

くべきで

ある。また、資格
しかく

要 件
ようけん

についても、 特 定
とくてい

の障 害 者
しょうがいしゃ

が資格
しかく

から漏
も

れてしまわ

ないよう、 主 観 的
しゅかんてき

に支援
しえん

の 必 要 性
ひつようせい

を 感
かん

じており、それが 客 観 的
きゃくかんてき

に医師
い し

の

診 断 書
しんだんしょ

などで裏付
うらづ

けられている 限
かぎ

り、資格
しかく

を 認
みと

めるものとして簡素化
か ん そ か

をは

かるべきである。  
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【田中
たなか

（正
まさ

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 事務量
じむりょう

が多過
おおす

ぎる。介護
かいご

給 付
きゅうふ

と訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

ごとに事務
じ む

の仕分
し わ

けがあるの

は簡素化
か ん そ か

すべき。  

 サービス
さ ー び す

管理
かんり

責 任 者
せきにんしゃ

・ 行 動
こうどう

援護
えんご

ヘルパ
へ る ぱ

ーの資格
しかく

要 件
ようけん

が５ 年
ねん

の 条 件
じょうけん

は 厳
きび

しいため緩和
かんわ

すべきである。  

○理由
りゆう

 

 事務量
じむりょう

の多
おお

さが日 常
にちじょう

の運 営
うんえい

を圧 迫
あっぱく

している。  

 資格
しかく

要 件
ようけん

が厳
きび

しいため、職 員
しょくいん

が諸 事 情
しょじじょう

で退 職
たいしょく

した時
とき

、補 充
ほじゅう

の人
ひと

が見
み

つ

からず 事 業
じぎょう

を継 続
けいぞく

できなくなる可能性
かのうせい

がある。  

 

【 中 西
なかにし

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 人 材
じんざい

確保
かくほ

のためにサービス
さ ー び す

体 系
たいけい

、資格
しかく

要 件
ようけん

をフレキシブル
ふ れ き し ぶ る

にすることが

求
もと

められている。  

○理由
りゆう

 

 補助
ほじょ

金
きん

、助 成 金
じょせいきん

も縦割
たてわ

りで支 給
しきゅう

されており、サービスメニュー
さ ー び す め に ゅ ー

別
べつ

に 会 計
かいけい

や報 告 書
ほうこくしょ

作 成
さくせい

も義務
ぎ む

づけられている。補助
ほじょ

金
きん

は一 括
いっかつ

支 給
しきゅう

として報 告 書
ほうこくしょ

も

一 本
いっぽん

にまとめるような 事務
じ む

作 業
さぎょう

の 簡 略 化
かんりゃくか

かも 必 要
ひつよう

である。また、介護
かいご

福祉士
ふ く し し

の資格
しかく

要 件
ようけん

は 600時間
じかん

の 研 修
けんしゅう

を義務
ぎ む

づけるなど、制度
せいど

改 悪
かいあく

が進
すす

んで

いるが、このような 介 助
かいじょ

の質
しつ

に 全
まった

く関 係
かんけい

のないような資格
しかく

要 件
ようけん

の強 化
きょうか

は

即 刻
そっこく

廃止
はいし

すべきであり、重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

のような 20時間
じかん

程度
ていど

の 研 修
けんしゅう

で誰
だれ

も

が 介 助
かいじょ

サービス
さ ー び す

の 担
にな

い 手
て

と 慣
な

れ る よ う な 資格
しかく

制度
せいど

を 全 国 的
ぜんこくてき

統 一
とういつ

介 助
かいじょ

システム
し す て む

とすべきである。  

 

【 中 原
なかはら

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 人
じん

材確保
ざいかくほ

のためには、福祉
ふくし

現場
げんば

の「社 会 的
しゃかいてき

評 価
ひょうか

」を高める
たか   

ための 方
ほう

策
さく

を

考
かんが

えるとともに、 他
た

産 業
さんぎょう

に比べ
くら  

低 賃 金
ていちんぎん

となっている 福祉
ふくし

従 業 者
じゅうぎょうしゃ

の

待 遇
たいぐう

改 善
かいぜん

を図
はか

る必 要
ひつよう

がある。  
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 サービス
さ ー び す

体 系
たいけい

をシンプル
し ん ぷ る

にすることは、事務
じ む

や 会 計
かいけい

処理
しょり

の簡素
かんそ

化
か

のため

に有 効
ゆうこう

と 考
かんが

える。  

・グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

とケアホーム
け あ ほ ー む

はグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

として 一 本
いっぽん

化
か

する。   

・ 日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

サービス
さ ー び す

については、機
き

能
のう

ごとに 複 雑
ふくざつ

に分かれて
わ    

いるので、主
おも

に 生 産
せいさん

活 動
かつどう

や 就 労
しゅうろう

支援
しえん

を 行 う
おこな  

サービス
さ ー び す

と、それ以外
いがい

の 日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

を

支援
しえん

するサービス
さ ー び す

の２つに整理
せいり

・統 合
とうごう

 

・地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

のシンプル
し ん ぷ る

化
か

。  

  

 資格
しかく

要 件
ようけん

の簡素
かんそ

化
か

については、 専 門 的
せんもんてき

支援
しえん

という 観 点
かんてん

から安易
あんい

に 行
おこな

う

べきでないと 考
かんが

える。  

 

【奈良崎
な ら ざ き

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 資格
しかく

より、心
こころ

（ハート）をもっている 人
ひと

が必 要
ひつよう

。  

○理由
りゆう

 

 資格
しかく

ある 人
ひと

は、マニュアルで考
かんが

える人
ひと

が多
おお

いです。  

 

【 西 滝
にしたき

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

   

①  サービス
さ ー び す

体 系
たいけい

及
およ

び資格
しかく

要 件
ようけん

をシンプル
し ん ぷ る

にすることは部分的
ぶぶんてき

には 有 効
ゆうこう

であると 思
おも

う。  

②  事務
じ む

の簡素化
か ん そ か

のためには、まず 報 酬
ほうしゅう

の「日払
ひばら

い方 式
ほうしき

」の廃止
はいし

が必 要
ひつよう

で

ある。  

③  事務量
じむりょう

は 利用者
りようしゃ

の 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

と は 関 係
かんけい

な く 、 利用者数
りようしゃすう

に よ っ て

業 務 量
ぎょうむりょう

に差
さ

が生
しょう

じるので、定 員
ていいん

規模
き ぼ

により 複 数
ふくすう

配置
はいち

ができるような報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

（体 系
たいけい

）を 設 定
せってい

する 必 要
ひつよう

がある。  

○理由
りゆう

   

 人 材
じんざい

確保
かくほ

の困 難
こんなん

さの原 因
げんいん

は、所 得
しょとく

の低
ひく

さと、職 員
しょくいん

配置
はいち

基 準
きじゅん

の低
ひく

さによ

る過 重
かじゅう

労 働
ろうどう

にあると考
かんが

えている。  
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【野原
のはら

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 医 療
いりょう

との連 携
れんけい

、家族
かぞく

のレスパイトケアも 含
ふく

めた体 制
たいせい

の整備
せいび

を十 分
じゅうぶん

に行
おこな

う

こと。  

 専 門 性
せんもんせい

の 高
たか

い 難 病
なんびょう

患 者
かんじゃ

のケアについての専門家
せんもんか

育 成
いくせい

は 新 法
しんぽう

に移行
いこう

する

に際
さい

して急 務
きゅうむ

です。  

○理由
りゆう

 

 難 病
なんびょう

・慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

をもつ 人
ひと

にとって、地域
ちいき

で生
い

きていくためには医 療
いりょう

体 制
たいせい

の整備
せいび

と福祉
ふくし

の連 携
れんけい

も不可欠
ふ か け つ

です。地域
ちいき

により 訪 問
ほうもん

看護
かんご

や 訪 問
ほうもん

リハビリも

格差
かくさ

があり、介護者
かいごしゃ

は 24時間
じかん

、休
やす

まずに 疲
つか

れ切
き

ってしまう 現 実
げんじつ

があります。

家族
かぞく

のレスパイトケアも 含
ふく

めた 体 制
たいせい

を 十 分
じゅうぶん

に確保
かくほ

することが 必 要
ひつよう

と 考
かんが

え

ます。  

 難 病
なんびょう

患 者
かんじゃ

の自立
じりつ

・自律
じりつ

を支援
しえん

するケアの専門家
せんもんか

は、 他
ほか

の 障 害
しょうがい

（ 例
たと

えば

「知的
ちてき

」の、精 神
せいしん

の、身 体
しんたい

の障 害
しょうがい

福祉
ふくし

のような）のように 育
そだ

っていません。

不 十 分
ふじゅうぶん

な が ら 難 病
なんびょう

対 策
たいさく

要 綱
ようこう

の 事 業
じぎょう

を 支
ささ

え て き た 医師
い し

の 専門家
せんもんか

集 団
しゅうだん

や

難 病
なんびょう

看護
かんご

学 会
がっかい

に 結 集
けっしゅう

す る 看護師
か ん ご し

、 行 政
ぎょうせい

で は 保健所
ほけんじょ

保健師
ほ け ん し

が そ れ ぞ れ の

専 門 分
せんもんぶん

野
や

（縦割
たてわ

り）にかかわるケアを 開 発
かいはつ

・提 供
ていきょう

してきましたが、就 労
しゅうろう

・

福祉
ふくし

を 含
ふく

めた 生 活
せいかつ

全 般
ぜんぱん

にかかわるケアの専門家
せんもんか

は皆無
かいむ

に 等
ひと

しいのが 実 情
じつじょう

で す 。 こ の 役 割
やくわり

を 各地
かくち

難 病
なんびょう

団 体
だんたい

、 難 病
なんびょう

相 談
そうだん

支援
しえん

セ ン タ ー に か か わ る

難 病 連
なんびょうれん

・患 者 会
かんじゃかい

や関 係 者
かんけいしゃ

が担
にな

ってきました。  

 多
おお

くの谷間
たにま

を作
つく

ってきた 一
ひと

つの 大
おお

きな 構 造 的
こうぞうてき

な問 題
もんだい

がここにあります。 

尐
すく

なくとも、日本
にほん

の 現 状
げんじょう

の中
なか

で模索的
もさくてき

実 践
じっせん

を経 験
けいけん

・蓄 積
ちくせき

してきている前 述
ぜんじゅつ

したよう 職 能 域
しょくのういき

・行 政
ぎょうせい

の専門家
せんもんか

、各地
かくち

患 者 会
かんじゃかい

などを「 医 療
いりょう

ケア」を理念
りねん

・

目 標
もくひょう

とする専門家
せんもんか

集 団
しゅうだん

（研 究
けんきゅう

班
はん

または 学 会
がっかい

）に再 構 築
さいこうちく

し、多
おお

くの難 病
なんびょう

ケ

アスタッフの 養 成
ようせい

をする 必 要
ひつよう

があります。  

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 サービス 体 系
たいけい

及
およ

び資格
しかく

要 件
ようけん

をシンプルにすることは 検 討
けんとう

するべきだが、
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事務
じ む

の簡素化
か ん そ か

と関 連
かんれん

づけるのではなく 別
べつ

の次元
じげん

で議論
ぎろん

すべき。  

 人 材
じんざい

確保
かくほ

については、前 項
ぜんこう

で述
の

べたとおり。また、あまりにも 複 雑
ふくざつ

な体 系
たいけい

、

頻 繁
ひんぱん

に改 正
かいせい

が行
おこな

われたことが事務量
じむりょう

の 増 大
ぞうだい

を招
まね

き、支援者
しえんしゃ

を疲弊
ひへい

させてい

るのは事実
じじつ

である。福祉
ふくし

職
しょく

は「 対 人
たいじん

援 助
えんじょ

」が本 来
ほんらい

業 務
ぎょうむ

であり、事務
じ む

仕事
しごと

に

力
ちから

を注
そそ

がざるを得
え

ない 状 況
じょうきょう

は不本意
ふ ほ ん い

と言
い

わざるを得
え

ず、 職 務
しょくむ

の整理
せいり

をすべ

きである。  

○理由
りゆう

 

 NPO法 人
ほうじん

等
とう

の小規模
しょうきぼ

法 人
ほうじん

の 事 業
じぎょう

参 入
さんにゅう

を可能
かのう

とした 一 方
いっぽう

で、小規模
しょうきぼ

では

事務
じ む

職
しょく

を雇用
こよう

できない 報 酬
ほうしゅう

額
がく

となっており、支援
しえん

職
しょく

が事務
じ む

作 業
さぎょう

に追
お

われ

疲弊
ひへい

とサービスの 質
しつ

の低下
ていか

を招
まね

いている。  

 

【広田
ひろた

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 事務
じ む

の簡素化
か ん そ か

を図
はか

る。  

○理由
りゆう

 

 事務
じ む

をやる力
ちから

で、 他
ほか

のことをやるべき。  

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 人 材
じんざい

確保
かくほ

の 困 難
こんなん

解 決
かいけつ

は、ひとえに 労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

の 改 善
かいぜん

にかかっている。

全 体 的
ぜんたいてき

事務量
じむりょう

の 軽 減
けいげん

を図り
はかり

、事務職
じむしょく

配置
はいち

を 基 準
きじゅん

化
か 

することも 必 要
ひつよう

である。

要は
ようは

、 障 害 者
しょうがいしゃ

の介護
かいご

や支援
しえん

が、 憲 法
けんぽう

で 保 障
ほしょう

された暮らし
く ら し

と 人 権
じんけん

を 守る
まもる

大切な
たいせつな

仕事
しごと

であることを 明 確
めいかく

にして、福祉
ふくし

労 働
ろうどう

の 質
しつ

の 向 上
こうじょう

をはかること

である。  

○理由
りゆう

 

 福祉
ふくし

分野
ぶんや

には 専 門 性
せんもんせい

や 経 験
けいけん

の 蓄 積
ちくせき

、 継 続 性
けいぞくせい

が求められる
も と め ら れ る

のに、 現 在
げんざい

の

ような非正規
ひ せ い き

やパートではその 保 障
ほしょう

がない。正規
せいき

職 員
しょくいん

の配置
はいち

を 中 心
ちゅうしん

にし

た雇用
こよう

体 制
たいせい

の確 立
かくりつ

をめざした、 抜 本 的
ばっぽんてき

改 正
かいせい

が 早 急
さっきゅう

に求められ
も と め ら れ

ている。  
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【藤井
ふじい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 シンプルにすることは 有 効
ゆうこう

である。  

○理由
りゆう

 

 事務量
じむりょう

の軽 減
けいげん

は、利用者
りようしゃ

の多様
たよう

なニーズへの 対 応
たいおう

を可能
かのう

とするため  

 

【 藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

  人 材
じんざい

確保
かくほ

の問 題
もんだい

と事務量
じむりょう

増 大
ぞうだい

問 題
もんだい

は、分けて
わ け て

議論
ぎろん

すべきである。  

  また、サービス
さ ー び す

体 系
たいけい

問 題
もんだい

は、利用者
りようしゃ

ニーズ
に ー ず

との関 係
かんけい

でも議論
ぎろん

されるべき

であり、この 論 点
ろんてん

の 中
なか

で取り扱う
とりあつかう

べきではないし、 資格
しかく

問 題
もんだい

も 職 員
しょくいん

の

専 門 性
せんもんせい

とともに、その身分
みぶん

保 障
ほしょう

にもかかわる議論
ぎろん

が必 要
ひつよう

であり、「人 材
じんざい

問 題
もんだい

と支援
しえん

の質
しつ

の担保
たんぽ

」 等
とう

の枠組み
わ く ぐ み

で議論
ぎろん

すべきである。  

○理由
りゆう

 

 事務量
じむりょう

増加
ぞうか

の背 景
はいけい

には、第 一
だいいち

に 報 酬
ほうしゅう

請 求
せいきゅう

実務
じつむ

の問 題
もんだい

と、個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

や処 遇
しょぐう

記録
きろく

等
とう

の増
ぞう

加
か

の問 題
もんだい

の二点
にてん

があると思われる
お も わ れ る

。 報 酬
ほうしゅう

請 求
せいきゅう

の問 題
もんだい

では、確か
たしか

にサービス
さ ー び す

体 系
たいけい

や資格
しかく

要 件
ようけん

問 題
もんだい

が 関 連
かんれん

しているが、これは①
１

日割り
ひ わ り

報 酬
ほうしゅう

、②
２

サービス
さ ー び す

体 系 上
たいけいうえ

の 報 酬
ほうしゅう

設 定
せってい

の複 雑
ふくざつ

さ、③
３

各 種
かくしゅ

加算
かさん

制度
せいど

（資格
しかく

要 件
ようけん

が関 連
かんれん

）、④
４

負担
ふたん

上 限
じょうげん

管理
かんり

等
とう

の複雑さ
ふくざつさ

が関 係
かんけい

している。例えば
た と え ば

居 宅
きょたく

介護
かいご

や移動
いどう

支援
しえん

の種 別
しゅべつ

が細分化
さいぶんか

され、報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

も細分化
さいぶんか

されたために

請 求
せいきゅう

事務
じ む

の負担
ふたん

が増 大
ぞうだい

している。  

 これは、 単
たん

にサービス
さ ー び す

体 系
たいけい

や資格
しかく

要 件
ようけん

だけをシンプル
し ん ぷ る

にするだけでは、

解 消
かいしょう

されない 問 題
もんだい

であり、抜 本 的
ばっぽんてき

に 報 酬
ほうしゅう

制度
せいど

をさらに整理
せいり

してシンプル
し ん ぷ る

にしていくことが 重 要
じゅうよう

である。  

 記録
きろく

問 題
もんだい

では、現場
げんば

処 遇
しょぐう

計 画
けいかく

や記録
きろく

の 重 要 性
じゅうようせい

は今後
こんご

も担保
たんぽ

されなけれ

ばならないが、その合理的
ごうりてき

な記録
きろく

様 式
さましき

の 開 発
かいはつ

や、記録
きろく

・会議
かいぎ

時間
じかん

の確保
かくほ

な

ど、支援
しえん

全 体
ぜんたい

に対する
た い す る

位置づけ
い ち づ け

を明 確
めいかく

にし、そのための 保 障
ほしょう

をどうしてい

くかの議論
ぎろん

が必 要
ひつよう

である。  

 また、人 材
じんざい

不足
ぶそく

の 問 題
もんだい

は、こうした福祉
ふくし

労 働
ろうどう

の位置づけ
い ち づ け

、 職 員
しょくいん

の労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

や 身分
みぶん

保 障
ほしょう

の 問 題
もんだい

や 、 キャリア
き ゃ り あ

形 成
けいせい

へ の 支援
しえん

の 問 題
もんだい

、
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メンタルヘルスケアー
め ん た る へ る す け あ ー

等
とう

への対 応
たいおう

など、 入
にゅう

職
しょく

にあたっての 展 望
てんぼう

や 将 来
しょうらい

不安
ふあん

の払しょく
ふ っ し ょ く

の問 題
もんだい

が大きく
お お き く

、単
たん

に事 業
じぎょう

体 系
たいけい

や資格
しかく

問 題
もんだい

だけでは 解 消
かいしょう

しないと思われる
お も わ れ る

。別途
べっと

トータル
と ー た る

な議論
ぎろん

が必 要
ひつよう

である。  

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】  

○結論  

 事務
じ む

の簡素化
か ん そ か

のためにサービス
さ ー び す

体 系
たいけい

及び
および

資格
しかく

要 件
ようけん

を簡素化
か ん そ か

するというこ

とではなく，利用
りよう

する 人
ひと

へのわかりやすさから 複 雑
ふくざつ

な制度
せいど

は廃止
はいし

すべきで

ある．一 方
いっぽう

で，公費
こうひ

を 投 入
とうにゅう

した 事 業
じぎょう

であり，労務
ろうむ

管理
かんり

，会 計
かいけい

管理
かんり

等
とう

，正確さ
せいかくさ

と透 明 性
とうめいせい

を担保することが求められる
も と め ら れ る

べきで，事務
じ む

職 員
しょくいん

の配置
はいち

は必置
ひつち

にす

べきである．  

○理由  

 この 間
かん

，施設
しせつ

長
ちょう

や支援
しえん

に 従 事
じゅうじ

する 職 員
しょくいん

が止む
や む

なく 請 求
せいきゅう

事務
じ む

に 携
たずさ

わ

ざるを得ない
え な い

状 況
じょうきょう

が広が
ひろが

っていた．これは 障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

の 質
しつ

を低下
ていか

する

ことにつながり，事務
じ む

職 員
しょくいん

の配置
はいち

はどの 事 業
じぎょう

においても 必 要
ひつよう

である．  

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】  

○結論  

 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

に お け る サービス
さ ー び す

体 系
たいけい

の あり方
   かた

、 ま た 、 そ の 報 酬
ほうしゅう

等
とう

の

あ り 方
    かた

等
とう

を整理
せいり

した 上
うえ

で、人 材
じんざい

確保
かくほ

策
さく

や事務
じ む

負担
ふたん

の軽 減
けいげん

について議論
ぎろん

する

べき。  

 また、人 材
じんざい

不足
ぶそく

の 解 消
かいしょう

及 び
およ  

、事務
じ む

簡素化
か ん そ か

のための 方 策
ほうさく

という 観 点
かんてん

から、

サービス
さ ー び す

体 系
たいけい

及 び
およ  

資格
しかく

要 件
ようけん

を 議論
ぎろん

す る こ と が 有 効
ゆうこう

で あ る か に つ い て は

疑問
ぎもん

がある。  

 な お 、 資格
しかく

要 件
ようけん

に つ い て は 、 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

分野
ぶんや

に お け る

キャリアパス
き ゃ り あ ぱ す

の構 築
こうちく

、職 域
しょくいき

としての 魅 力
みりょく

の 向 上
こうじょう

につながる 側 面
そくめん

もあり、

人 材
じんざい

確保
かくほ

策
さく

としてむしろ 一 定
いってい

の有 効 性
ゆうこうせい

があるものと思われる
おも     

。  

○理由  

 サービス
さ ー び す

体 系
たいけい

等
とう

をシンプル
し ん ぷ る

にすることが、人 材
じんざい

不足
ぶそく

の 解 消
かいしょう

及び
およ  

、事務
じ む

の

簡素化
か ん そ か

に 直 結
ちょっけつ

するかについては 慎 重
しんちょう

な 検 討
けんとう

が 必 要
ひつよう

であると思われる
おも     

た
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め。なお、事務
じ む

負担
ふたん

の主
おも

な要 因
よういん

は、様 々
さまざま

なかたちでの加算
かさん

等
とう

による複 雑
ふくざつ

な

報 酬
ほうしゅう

体 系
たいけい

に主 因
しゅいん

があり、 報 酬
ほうしゅう

体 系
たいけい

をシンプル
し ん ぷ る

にすること（ 各 種
かくしゅ

加算
かさん

を

可能
かのう

な限り
かぎり

基本
きほん

報 酬
ほうしゅう

に盛り込む
も   こ   

こと等
など

）については、報 酬
ほうしゅう

のあ り 方
    かた

とし

て別途
べっと

議論
ぎろん

するべきである。  

 

【 光 増
みつます

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 事務量
じむりょう

がなぜ 増 大
ぞうだい

したか 現 状
げんじょう

分 析
ぶんせき

をすべきだ。 例
たと

えば 毎 日
まいにち

の利用
りよう

実 績
じっせき

に関
かん

してのその日々
ひ び

ごとに利用者
りようしゃ

に確 認
かくにん

してもらい印
いん

を押
お

す書 式
しょしき

になって

いる。この作 業 量
さぎょうりょう

は膨 大
ぼうだい

である。１ヶ月
かげつ

の実 績
じっせき

を確 認
かくにん

して、一箇所
いちかしょ

だけ押
おし

印
いん

するようにするだけで合理化
ご う り か

は計
はか

られる。  

 日払
ひばら

い、加算
かさん

などが 複 雑
ふくざつ

になりすぎている。簡素化
か ん そ か

すべきだ。  

 サービス
さ ー び す

体 系
たいけい

と資格
しかく

要 件
ようけん

をシンプル化
し ん ぷ る か

することは意味
い み

が 違
ちが

う。  

 事務
じ む

職
しょく

を必 要
ひつよう

職 種
しょくしゅ

として義務付
ぎ む づ

けてはどうか。  

○理由
りゆう

 

 実 績
じっせき

記 録 票
きろくひょう

の見直
みなお

しだけでもかなり 改 善
かいぜん

できる。  

 人 材
じんざい

不足
ふそく

の解 消
かいしょう

と資格
しかく

要 件
ようけん

は別 物
べつもの

である。既
すで

に常 勤
じょうきん

換 算
かんさん

方 式
ほうしき

では、有
ゆう

資格者
しかくしゃ

が１ 名
めい

いれば 基 準
きじゅん

を満
み

たすことになる。この 段 階
だんかい

で 報 酬
ほうしゅう

が低
ひく

く抑
おさ

え

られている。これでは福祉
ふくし

専 門
せんもん

職 員
しょくいん

を雇用
こよう

できない 実 態
じったい

がある。  

 自立
じりつ

支援法
しえんほう

で事務
じ む

職
しょく

の事 業
じぎょう

における位置付
い ち づ

けが不明確
ふめいかく

。そこへ、日 額
にちがく

払
はら

い

とか上 限
じょうげん

管理
かんり

とか各 種
かくしゅ

加算
かさん

とかの 要 件
ようけん

が諸 々
もろもろ

重
かさ

なり、誰
だれ

がどのようにこの

作 業
さぎょう

を担
にな

うのか現場
げんば

が混
こん

乱
みだ

している。  

 

【宮田
みやた

委員
いいん

】  

○結論  

 事務量
じむりょう

の軽 減
けいげん

と 給 与
きゅうよ

の改 善
かいぜん

が必 要
ひつよう

。同時
どうじ

に、一 般
いっぱん

大 学 生
だいがくせい

に対して
た い し て

福祉
ふくし

領 域
りょういき

をめざす「動機づけ
ど う き づ け

」が 必 要
ひつよう

。  

 資格
しかく

要 件
ようけん

の引き下げ
ひ き さ げ

は質
しつ

の低下
ていか

を生む
う む

ため反 対
はんたい

。  

○理由  

 人 材
じんざい

確保
かくほ

困 難
こんなん

の理由
りゆう

は、資格
しかく

要 件
ようけん

の問 題
もんだい

ではない。人件費
じんけんひ

給 付
きゅうふ

の伸び
の び

が
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ないため、同 年 代
どうねんだい

のサラリーマン
さ ら り ー ま ん

報 酬
ほうしゅう

との給 与
きゅうよ

格差
かくさ

が拡 大
かくだい

し仕事
しごと

を継 続
けいぞく

できない現 実
げんじつ

がある。ちなみに、措置
そ ち

制度
せいど

の時代
じだい

には、その 財 源
ざいげん

の性 格
せいかく

か

ら 報 酬
ほうしゅう

に対する
た い す る

人件費率
じんけんひりつ

、福利
ふくり

厚生費
こうせいひ

等
など

の割 合
わりあい

が明 確
めいかく

であった。  

 給 与
きゅうよ

額
がく

や福利
ふくり

厚 生
こうせい

が 保 障
ほしょう

されている 公 立
こうりつ

施設
しせつ

においても 人 材
じんざい

の確保
かくほ

が

困 難
こんなん

な 状 況
じょうきょう

もあることから、給 与
きゅうよ

格差
かくさ

だけでなく、学 生
がくせい

・生徒
せいと

に対する
た い す る

福祉
ふくし

施設
しせつ

への 就 労
しゅうろう

を意識づける
い し き づ け る

教 育
きょういく

内 容
ないよう

の検 討
けんとう

も必 要
ひつよう

である。  

 

【 森
もり

委員
いいん

】  

○結論  

 人 材
じんざい

不足
ぶそく

解 消
かいしょう

のために、サービス
さ ー び す

体 系
たいけい

や資格
しかく

要 件
ようけん

をシンプル
し ん ぷ る

にするこ

とが有 効
ゆうこう

であるとはいえない。むしろ 報 酬
ほうしゅう

のあり方
かた

や事 業 者
じぎょうしゃ

（法 人
ほうじん

）へ

の指導
しどう

監査
かんさ

（ 職 員
しょくいん

処 遇
しょぐう

関 係
かんけい

のチェック
ち ぇ っ く

など）が 重 要
じゅうよう

だろうと 思
おも

われる。

また、事務
じ む

の簡素化
か ん そ か

については、複雑化
ふくざつか

の 根 幹
こんかん

である 日
にち

額
がく

払
ばら

いの 報 酬
ほうしゅう

と

加算
かさん

という 現 在
げんざい

の方 式
ほうしき

（ 考
かんが

え方
かた

）の見直し
み な お し

をするべきであろうし、利 用 料
りようりょう

の算 定
さんてい

基 準
きじゅん

（ 応 益
おうえき

負担
ふたん

、 入 院
にゅういん

外 泊
がいはく

、 食 費
しょくひ

、特 定
とくてい

障 害 者
しょうがいしゃ

特 別
とくべつ

給付費
きゅうふひ

な

ど）をシンプル
し ん ぷ る

にすることが 求
もと

められる。そういったことの整理
せいり

をした 上
うえ

で、

しっかりとした 法
ほう

制度
せいど

をつくるべきである。  

○理由  

 「福祉
ふくし

は 人
ひと

から」といわれるように、資格
しかく

要 件
ようけん

が 第 一
だいいち

義
ぎ

ではなく、より

よいサービス
さ ー び す

の 提 供
ていきょう

ができる 人 材
じんざい

かどうかであって、人 材
じんざい

の育 成
いくせい

は大 変
たいへん

重 要
じゅうよう

な要素
ようそ

であると 考
かんが

える。その意味
い み

からも、福祉
ふくし

施設
しせつ

全 体
ぜんたい

の 給 与
きゅうよ

体 制
たいせい

の底
そこ

上
あ

げが人 材
じんざい

確保
かくほ

につながると 考
かんが

える。  

 

【 山 本
やまもと

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 有 効
ゆうこう

である  

 人
ひと

の 生 活
せいかつ

を 分 断
ぶんだん

するようなサービス
さ ー び す

体 系
たいけい

を 単 純 化
たんじゅんか

するとともに、 報 酬
ほうしゅう

のあり 方
かた

についてもより 単 純 化
たんじゅんか

するべき  

○理由
りゆう

 

 事務量
じむりょう

の 増
ぞう

大
だい

は 事 業 者
じぎょうしゃ

のみならず、利用者
りようしゃ

にとっても 選 別
せんべつ

につながり、
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単価
たんか

が安
やす

く支 給
しきゅう

決 定
けってい

の短
みじか

い精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の利用
りよう

が困 難
こんなん

となっているから  
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論 点
ろんてん

H-2-2) 支援
しえん

職 員
しょくいん

や相 談
そうだん

支援者
しえんしゃ

の迅 速
じんそく

かつ有 効
ゆうこう

な人 材
じんざい

確保
かくほ

・育 成
いくせい

の

課題
かだい

は何
なに

か？  

 

【朝比奈
あ さ ひ な

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 まずは、生 活
せいかつ

できる 賃 金
ちんぎん

水 準
すいじゅん

を確保
かくほ

すること。さらには、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

が２４時間
２ ４ じ か ん

３６５日
３ ６ ５ に ち

の体 制
たいせい

を整えなければ
と と の え な け れ ば

地域
ちいき

移行
いこう

はすすまないた

め 、 そ れ を 前 提
ぜんてい

と し た フレキシブル
ふ れ き し ぶ る

な 勤務
きんむ

体 系
たいけい

を 可能
かのう

と す る 労務
ろうむ

管理
かんり

モデル
も で る

、経 営
けいえい

モデル
も で る

が確 立
かくりつ

されなければならない。  

 養 成
ようせい

課程
かてい

に 実 習
じっしゅう

を多く
おおく

取り入れ
と り い れ

、在学期
ざいがくき

間 中
かんちゅう

にヘルパー
へ る ぱ ー

資格
しかく

の取 得
しゅとく

、

アルバイト
あ る ば い と

等
とう

を 奨 励
しょうれい

するなど、 養 成
ようせい

課程
かてい

と現場
げんば

が重なり合う
か さ な り あ う

ような仕組

みがつくれるとよい。  

 自立
じりつ

支援法
しえんほう

でサービス
さ ー び す

管理者
かんりしゃ

の 要 件
ようけん

が厳しく
き び し く

なったこともあり、整備
せいび

が

遅れて
お く れ て

いる 相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

に 力 量
りきりょう

をもった 中 堅
ちゅうけん

職 員
しょくいん

を充てる
あ て る

余 力
よりょく

が出

てこない。相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

は既存
きぞん

事 業
じぎょう

と異なる
こ と な る

独自
どくじ

の側 面
そくめん

（ 公 共 性
こうきょうせい

、職 員
しょくいん

の資質
ししつ

等
とう

）を持つ
も つ

ため、地域
ちいき

の 関 係
かんけい

団 体
だんたい

が 協 働
きょうどう

して 人 材
じんざい

やノウハウ
の う は う

を

出し合い
だ し あ い

相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

にあたれるような、新た
あらた

なしくみを 検 討
けんとう

していく

必 要
ひつよう

がある。  

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 人 材
じんざい

を確保
かくほ

・育 成
いくせい

していくうえで、他
た

業 種 並
ぎょうしゅな

みの賃 金
ちんぎん

水 準
すいじゅん

を確保
かくほ

する

ことが 必 要
ひつよう

であり、そのために 報 酬
ほうしゅう

の 充 実
じゅうじつ

が必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう

 

 現 行
げんこう

報 酬
ほうしゅう

額
がく

では、キャリアアップ
き ゃ り あ あ っ ぷ

に 対 応
たいおう

した 昇 給
しょうきゅう

や、他
た

業 種 並
ぎょうしゅな

みの

賃 金
ちんぎん

水 準
すいじゅん

の確 立
かくりつ

が困 難
こんなん

である。  

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】  

○結論  

 大手
おおて

企 業
きぎょう

のような管理下
か ん り か

にはないので 迅 速
じんそく

かつ 有 効
ゆうこう

な 人 材
じんざい

育 成
いくせい

などな
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いと 思
おも

う。仕事
しごと

を 通
とお

しての 実 体 験
じったいけん

や 経 験
けいけん

が 育 成
いくせい

に 反 映
はんえい

されているのが

現 状
げんじょう

。 迅 速
じんそく

かつ 有 効
ゆうこう

な課題
かだい

は 報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

の引
ひ

き上
あ

げと 賃 金
ちんぎん

の引
ひ

き上
あ

げ、

つまり 事 業
じぎょう

そのものの 安 定
あんてい

と労 働
ろうどう

環 境
かんきょう

の整備
せいび

である。  

○理由  

 仕事
しごと

を通
とお

しての実 体 験
じったいけん

や経 験
けいけん

に基
もと

づく 育 成
いくせい

はどの分野
ぶんや

でも同
おな

じで、現場
げんば

で利用者
りようしゃ

さんや 先 輩
せんぱい

たちから 学
まな

んでいくしかないと 思
おも

うが、なによりも

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

のインフラ
い ん ふ ら

が 整
ととの

っていないことが 迅 速
じんそく

な 育 成
いくせい

につながって

いないのではないかと 思
おも

う。たとえば小規模
しょうきぼ

事 業 所
じぎょうしょ

の１人
ひとり

職 場
しょくば

では 出 産
しゅっさん

、

子
こ

育
そだ

てをする 環 境
かんきょう

に無
な

い。また 人 材
じんざい

育 成
いくせい

に 研 修
けんしゅう

参加
さんか

が不可欠
ふ か け つ

だが、１人
ひとり

職 場
しょくば

では 研 修
けんしゅう

の受 講
じゅこう

すら 難
むずか

しい。賃 金
ちんぎん

引
ひき

上
あ

げと労 働
ろうどう

環 境
かんきょう

の整備
せいび

（現場
げんば

複 数
ふくすう

職 員
しょくいん

の配置
はいち

実 現
じつげん

）により人 材
じんざい

を確保
かくほ

するという至極
しごく

当
あ

たり前
まえ

のこと

が 実 現
じつげん

できていない。初期
しょき

投資
とうし

をにもっと 力
ちから

を入
い

れ社 会 的
しゃかいてき

事 業
じぎょう

インフラ
い ん ふ ら

を 量
りょう

・質
しつ

ともに 拡 充
かくじゅう

すべきである。低コスト
て い こ す と

で高 品 質
こうひんしつ

などという 考
かんが

え

方
がた

はもっと 後
あと

の 話
はなし

。  

 

【 石 橋
いしばし

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 施設内
しせつない

での人 材
じんざい

育 成
いくせい

に積 極 的
せっきょくてき

に取
と

り組
く

めるような制度
せいど

を 創 設
そうせつ

する。  

 介護
かいご

福祉士
ふ く し し

、社 会
しゃかい

福祉士
ふ く し し

等
とう

を養 成
ようせい

する 専 門
せんもん

学 校
がっこう

等
とう

の減 尐
げんしょう

傾 向
けいこう

があると

聞
き

いている。福祉
ふくし

職
しょく

のイメージアップ（ワーキングプア 等
とう

）も 必 要
ひつよう

と考
かんが

え

る。  

 産 業
さんぎょう

としてのシステム 整備
せいび

が 必 要
ひつよう

である。 就 労
しゅうろう

条 件
じょうけん

の整備
せいび

、 例
たと

えば

低 賃 金
ていちんぎん

や交
こう

替
たい

勤務
きんむ

、子育
こそだ

て支援
しえん

等
とう

、他
ほか

の産 業
さんぎょう

にも通
つう

じる大
おお

きな課題
かだい

を 抱
かか

え

ていると考
かんが

える。  

 

【 氏
うじ

田
た

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 例
たと

えば、 新 法
しんぽう

では 相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

がキーポイントになるが、これまでも

事 業
じぎょう

の実施
じっし

にあたり 適 切
てきせつ

な 専 門
せんもん

職
しょく

が配置
はいち

されているとは 限
かぎ

らない事例
じれい

が

多々
た た

あった。支援
しえん

内 容
ないよう

や支援
しえん

の仕組
し く

み、それに 要
よう

する人 材
じんざい

とその育 成
いくせい

につ



36 

 

いて、 必 要
ひつよう

とされる 関 連
かんれん

専 門
せんもん

職 種
しょくしゅ

と 必 要
ひつよう

とされる 人 員
じんいん

を明示
めいじ

し、 人 材
じんざい

確保
かくほ

や育 成
いくせい

にあたる 必 要
ひつよう

がある。また、専 門
せんもん

職 種
しょくしゅ

を明示
めいじ

したうえで、相 当
そうとう

す る 報 酬
ほうしゅう

を 設 定
せってい

し て い か な け れ ば 、 事 業
じぎょう

は 予算
よさん

の 執 行
しっこう

を 前 提
ぜんてい

と し た

形 式 的
けいしきてき

なものになりかねず、利用者
りようしゃ

のニーズに 応
こた

えるものとはならない。

中 央
ちゅうおう

および地方
ちほう

において、 関 連
かんれん

専 門
せんもん

職
しょく

団 体
だんたい

と担 当
たんとう

機関
きかん

との 協 議
きょうぎ

により、

人 材
じんざい

の確保
かくほ

をより容易
ようい

にするとともに、支援
しえん

の専 門 性
せんもんせい

の向 上
こうじょう

と継 承
けいしょう

、継 続
けいぞく

を図
はか

ることが 必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう

 

 自立
じりつ

支援法
しえんほう

の施行
しこう

で 相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

の 初 任 者
しょにんしゃ

研 修
けんしゅう

が 始
はじ

まったが、 真
しん

に

相 談
そうだん

を支
ささ

える人 材
じんざい

育 成
いくせい

になっていない。介護
かいご

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

のような資格
しかく

制度
せいど

も必 要
ひつよう

ではないか。また、福祉
ふくし

系
けい

大 学
だいがく

や専
あつむ

門
もん

学 校
がっこう

への入 学
にゅうがく

・通 学
つうがく

補助
ほじょ

制度
せいど

の導 入
どうにゅう

、福祉
ふくし

系
けい

に勤務
きんむ

した場合
ばあい

の学費
がくひ

の 免 除
めんじょ

などによる福祉
ふくし

分野
ぶんや

への 人 材
じんざい

の誘致
ゆうち

と育 成
いくせい

が必 要
ひつよう

であり、入 学 後
にゅうがくご

の 学 習
がくしゅう

については、大 学
だいがく

に教 養
きょうよう

課程
かてい

が

なくなっていることもあり、 授 業
じゅぎょう

やゼミなどにおいて 障 害
しょうがい

のあるご本 人
ほんにん

や

家族
かぞく

、現場
げんば

の職 員
しょくいん

等
とう

から 実 際
じっさい

に 学
まな

ぶ機会
きかい

を設
もう

ける必 要
ひつよう

がある。また、実 際
じっさい

の支援
しえん

の現場
げんば

においては、 一 般
いっぱん

教 養
きょうよう

や支援
しえん

技 術
ぎじゅつ

などの外部
がいぶ

研 修
けんしゅう

に加
くわ

えて、

日々
ひ び

の支援
しえん

の伝 達
でんたつ

やチームアプローチを可能
かのう

とするために、OJT（ On the Job 

Training：職 場
しょくば

において日々
ひ び

の利用者
りようしゃ

から 学
まな

ぶ、あるいは 先 輩
せんぱい

や同 僚
どうりょう

から

学
まな

ぶ機会
きかい

と検 証
けんしょう

の場
ば

）が 大 変
たいへん

重 要
じゅうよう

であると考
かんが

える。  

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 人 材
じんざい

確保
かくほ

・育 成
いくせい

のためには、賃 金
ちんぎん

水 準
すいじゅん

を含
ふく

めた労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

の改 善
かいぜん

ととも

に 専 門 性
せんもんせい

や資格
しかく

、 能 力
のうりょく

などに 対
たい

する 適 切
てきせつ

な 評 価
ひょうか

が 求
もと

められる。そのため

には報 酬
ほうしゅう

額
がく

の改 定
かいてい

が必 要
ひつよう

と考
かんが

える。  

○理由
りゆう

 

 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

関 係
かんけい

の従 事 者
じゅうじしゃ

の賃 金
ちんぎん

、労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

等
とう

が劣 悪
れつあく

なものであることが

国 民
こくみん

に広
ひろ

く認 識
にんしき

された今日
きょう

、職 業
しょくぎょう

としての意義
い ぎ

を訴
うった

えるだけでは人 材
じんざい

確保
かくほ

も育 成
いくせい

も無理
む り

な現 状
げんじょう

といえる。尐
すく

なくとも、安 定
あんてい

した暮
く

らしが描
か

ける職 業
しょくぎょう

として、賃 金
ちんぎん

水 準
すいじゅん

を含
ふく

めた労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

を整備
せいび

し、専 門 性
せんもんせい

や資格
しかく

、能 力
のうりょく

など
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を適 切
てきせつ

に評
ひょう

価
あたい

することが 必 要
ひつよう

と考
かんが

える。  

 

【 大 濱
おおはま

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

▼ 現 行
げんこう

制度
せいど

では、 相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

の実務
じつむ

経 験
けいけん

を５ 年
ねん

で 取 得
しゅとく

するには、

相 談
そうだん

支援
しえん

業 務
ぎょうむ

に 従 事
じゅうじ

すること 等
とう

が必 要
ひつよう

である。しかし、重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

の

自立
じりつ

支援
しえん

や地域
ちいき

移行
いこう

支援
しえん

を 行
おこな

っている当事者
とうじしゃ

団 体
だんたい

の当事者
とうじしゃ

スタッフ 等
とう

が

相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

の資格
しかく

が得
え

られないことが 問 題
もんだい

である。よって、実 質 的
じっしつてき

な 相 談
そうだん

支援
しえん

を 行
おこな

っている当事者
とうじしゃ

団 体
だんたい

の当事者
とうじしゃ

スタッフ 等
とう

に資格
しかく

を 与
あた

え

ること。  

▼５年 間
ねんかん

の相 談
そうだん

支援
しえん

の経 験
けいけん

年 数
ねんすう

についても、ノウハウを豊富
ほうふ

に持
も

つ団 体
だんたい

や

全 国
ぜんこく

団 体
だんたい

の支援
しえん

などがあれば 条 件
じょうけん

によって１～２ 年
ねん

に 短 縮
たんしゅく

することが

可能
かのう

である。  

▼実 質 的
じっしつてき

に地域
ちいき

移行
いこう

や自立
じりつ

支援
しえん

などを行
おこな

っており、実 質 的
じっしつてき

な相 談
そうだん

支援
しえん

を行
おこな

っていて、重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

の１人暮
く

らしなどの地域
ちいき

移行
いこう

などの 実 績
じっせき

を出
だ

して

いる団 体
だんたい

には、事例
じれい

を審査
しんさ

した上
うえ

で資格
しかく

を与
あた

える。  

○理由
りゆう

 

▼ 現 実
げんじつ

に 支援
しえん

を 行
おこな

っ て い る 当事者
とうじしゃ

団 体
だんたい

の 当事者
とうじしゃ

ス タ ッ フ 等
とう

に 相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

の資格
しかく

を 与
あた

えることで、 即 戦 力
そくせんりょく

となる 人 材
じんざい

を 相 当 数
そうとうすう

確保
かくほ

するこ

とが可能
かのう

であり、問 題
もんだい

が解
かい

決
けっ

する。また、全 国
ぜんこく

組織
そしき

の団 体
だんたい

から緊 密
きんみつ

な支援
しえん

を受
う

けて いる 全 国
ぜんこく

各地
かくち

の小規模
しょうきぼ

な 障 害 者
しょうがいしゃ

団 体
だんたい

の場合
ばあい

は、 当 初
とうしょ

は 全 国
ぜんこく

団 体
だんたい

からの 遠 方
えんぽう

支援
しえん

によって 実 質 的
じっしつてき

な 相 談
そうだん

支援
しえん

を 行
おこな

うが、 実 質 的
じっしつてき

な

相 談
そうだん

支援
しえん

の 経 験
けいけん

によって 相 談
そうだん

支援者
しえんしゃ

として 成 長
せいちょう

する。 従
したが

って、 相 談
そうだん

支援者
しえんしゃ

として 養 成
ようせい

されたと 全 国
ぜんこく

組織
そしき

の団 体
だんたい

が認
みと

め、推 薦
すいせん

した場合
ばあい

は資格
しかく

を与
あた

えることで、地方
ちほう

の当事者
とうじしゃ

相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

を確保
かくほ

できる。  

▼場合
ばあい

によっては、 経 験
けいけん

年 数
ねんすう

等
とう

の要 件
ようけん

を緩
ゆる

和
わ

しても相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

とし

て活 用
かつよう

可能
かのう

である（ＡＬＳの支援
しえん

などで 実 績
じっせき

あり）。たとえば、全 国
ぜんこく

団 体
だんたい

や自立
じりつ

支援
しえん

ノウハウをもつ 先
せん

達
だつ

団 体
だんたい

からの密 接
みっせつ

なサポートを受
う

けながら

自立
じりつ

支援
しえん

を行
おこな

う地方
ちほう

の障 害 者
しょうがいしゃ

団 体
だんたい

の場合
ばあい

は、立
た

ち上
あ

げ２ 年
ねん

程度
ていど

で最 重 度
さいじゅうど

ＡＬＳなどの自立
じりつ

支援
しえん

を行
おこな

っている 実 績
じっせき

がある。  
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【小澤
おざわ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 人 材
じんざい

育 成
いくせい

は、長 期 的
ちょうきてき

な展 望
てんぼう

が必 要
ひつよう

な取
と

り組
く

みで、「 迅 速
じんそく

」にはできない。

その点
てん

から、近 年
きんねん

、めまぐるしく制度
せいど

いじりをし、今後
こんご

も短期的
たんきてき

に制度
せいど

をい

じることが予想
よそう

される「 障
しょう

がい福祉
ふくし

」では、落
お

ち着
つ

いて人 材
じんざい

育 成
いくせい

ができる

環 境
かんきょう

にはない。 長 期 的
ちょうきてき

な展 望
てんぼう

と目 標
もくひょう

に向
む

かった 戦 略
せんりゃく

が必 要
ひつよう

。  

 

【 柏 女
かしわめ

委員
いいん

】  

○結論  

・社 会
しゃかい

福祉士
ふ く し し

の活 用
かつよう

を一 層
いっそう

進める
す す め る

必 要
ひつよう

がある。  

・待 遇
たいぐう

向 上
こうじょう

やキャリアアップ
き ゃ り あ あ っ ぷ

資格
しかく

、 目 標
もくひょう

をもってキャリアアップ
き ゃ り あ あ っ ぷ

をめざ

すことのできる仕組み
し く み

の創 設
そうせつ

。  

・ 研 修
けんしゅう

体 系
たいけい

に基づく
も と づ く

研 修
けんしゅう

の計 画 的
けいかくてき

実施
じっし

と 研 修
けんしゅう

受 講
じゅこう

の 評 価
ひょうか

システム
し す て む

の

整備
せいび

。  

 

【 河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

①  医 療
いりょう

・介護
かいご

専 門
せんもん

学 校
がっこう

のカリキュラム 変 更
へんこう

を 行
おこな

い、余分
よぶん

な 研 修
けんしゅう

や資格
しかく

を廃止
はいし

する。  

②  医 療
いりょう

専 門
せんもん

職
しょく

は余分
よぶん

な 研 修
けんしゅう

や資格
しかく

なしに従 事
じゅうじ

できるようにする。  

③  公務員
こうむいん

や余 剰
よじょう

産 業
さんぎょう

からの配置
はいち

転 換
てんかん

を図
はか

る。  

④  国
くに

～ 行 政
ぎょうせい

の責 任
せきにん

で（きちっと予算
よさん

組
ぐ 

みをし）市 町 村
しちょうそん

や保健所
ほけんじょ

に専 任
せんにん

職 員
しょくいん

を配備
はいび

すべきである。  

○理由
りゆう

 

 わが国
くに

の 産 業
さんぎょう

構 造
こうぞう

の転 換
てんかん

を図
はか

り、余 剰
よじょう

人 員
じんいん

を回
まわ

す。精 神
せいしん

科
か 

医 療
いりょう

分野
ぶんや

で

基本
きほん

的
てき

な経 験
けいけん

を積
つ 

めば 人 材
じんざい

は育 成
いくせい

できる。  
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【 川 崎
かわさき

（洋
よう

）委員
いいん

】  

○結論  

 まず、 障
しょう

がい 者
しゃ

福祉
ふくし

に携わろう
たずさわろう

とする 人
ひと

を増やす
ふ や す

ことが 必 要
ひつよう

。 労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

や賃 金
ちんぎん

の問 題
もんだい

、社 会 的
しゃかいてき

位置づけ
い ち づ け

を高める
た か め る

ことが 要 求
ようきゅう

される。 障
しょう

が

い 者
しゃ

の 権利
けんり

に 敏 感
びんかん

で あ り 、 情 熱
じょうねつ

と 意欲
いよく

を 持って
も っ て

支援
しえん

に 携われる
たずさわれる

よ う な

育 成
いくせい

が求められる
も と め ら れ る

。賃 金
ちんぎん

の問 題
もんだい

は人 材
じんざい

確保
かくほ

に極めて
き わ め て

重 要
じゅうよう

。  

育 成
いくせい

においては 障
しょう

がい 者
しゃ

やその家族
かぞく

の 生
なま

の 声
こえ

を聞く
き く

現場
げんば

教 育
きょういく

が 重 要
じゅうよう

である。  

○理由  

 障
しょう

が い 者
しゃ

福祉
ふくし

と い う 仕事
しごと

に 魅 力
みりょく

を 感じない
か ん じ な い

、 低 賃 金
ていちんぎん

で あ る こ と 、

社 会 的
しゃかいてき

な位置づけ
い ち づ け

も高い
たかい

とは言えない
い え な い

、などの理由
りゆう

で社 会
しゃかい

福祉
ふくし

を専 攻
せんこう

して

いる学 生
がくせい

の多く
おおく

が一 般
いっぱん

企 業
きぎょう

に 就 職
しゅうしょく

している 現 状
げんじょう

がある。結果
けっか

優 秀
ゆうしゅう

な

人 材
じんざい

が確保
かくほ

されにくい。  

 

【 近 藤
こんどう

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 人件費
じんけんひ

及び
および

教 育
きょういく

訓 練
くんれん

のための費用
ひよう

を確保
かくほ

できる補助
ほじょ

金
きん

の引
ひ 

き上
あ 

げが、

人 材
じんざい

確保
かくほ

・育 成
いくせい

には 有 効
ゆうこう

と 考
かんが

える。  

 相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

等
とう

地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

については、補助
ほじょ

金
きん

の抜 本 的
ばっぽんてき

見直
みなお

し

とともに、 運 営
うんえい

水 準
すいじゅん

の地域
ちいき

格差
かくさ

を 生
しょう

じさせないことが 重 要
じゅうよう

である。ま

た、サービス利用
りよう

計 画
けいかく

書
しょ

作 成
さくせい

費
ひ 

の引
ひ 

き上
あ 

げを検 討
けんとう

すべきである。  

○理由
りゆう

 

 サービス 提 供
ていきょう

の基本
きほん

として、サービス利用
りよう

計 画
けいかく

書
しょ

が 重 要
じゅうよう

になるものと

考
かんが

える。そのためにはキャリアが豊富
ほうふ

な 人 材
じんざい

を 投 入
とうにゅう

する 必 要
ひつよう

があり、

現 行
げんこう

の補助
ほじょ

金
きん

では 不 十 分
ふじゅうぶん

である。サービス利用
りよう

計 画
けいかく

書
しょ

は 作 成
さくせい

すればよい

というものではなく、その後
ご 

のフォローに 大
おお

きな 労 力
ろうりょく

を要
よう

する。また、相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

が一 般
いっぱん

財 源
ざいげん

化
か 

されたために、市 町 村
しちょうそん

によっては、市 町 村
しちょうそん

障 害 者
しょうがいしゃ

相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

の補助
ほじょ

金
きん

が、 当 初
とうしょ

に比
ひ 

して 半 額
はんがく

まで引
ひ 

き 下
さ 

げられている

実 態
じったい

がある。  
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【 齋 藤
さいとう

委員
いいん

】  

○結論  

 給 与
きゅうよ

が増 額
ぞうがく

できるようにすることにつきる。  

 

【 坂 本
さかもと

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 「 人 材
じんざい

確保
かくほ

・育 成
いくせい

」は 最 重 要
さいじゅうよう

課題
かだい

である。支援
しえん

職 員
しょくいん

等
とう

の「 量
りょう

」と「 質
しつ

」

が か な り 不足
ふそく

し て い る 。 賃 金
ちんぎん

等
とう

の 労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

を 含
ふく

む 職 場
しょくば

環 境
かんきょう

の 大 幅
おおはば

な

改 善
かいぜん

を 国
くに

主 導
しゅどう

で 行
おこな

っていただきたい。また、「 質
しつ

」については、現 行
げんこう

の

研 修
けんしゅう

システム
し す て む

では 弱
よわ

い。人 材
じんざい

育 成
いくせい

は 一 見
いっけん

地味
じ み

な仕事
しごと

であるが 最
もっと

も 重 要
じゅうよう

で

あるので、 強 固
きょうこ

な 研 修
けんしゅう

システム
し す て む

を 確 立
かくりつ

し、支援
しえん

技 術
ぎじゅつ

等
とう

が 着 実
ちゃくじつ

に上
あ

がる

研 修
けんしゅう

を実施
じっし

することや、支援
しえん

職 員
しょくいん

等
とう

が 研 修
けんしゅう

に参加
さんか

しやすい 環 境
かんきょう

づくりな

どを 強 力
きょうりょく

に 行
おこな

っていただきたい。  

 

【佐野
さ の

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 人 材
じんざい

養 成
ようせい

の位置
い ち

づけを 明 確
めいかく

にする 政
せい

省 令
しょうれい

による 緊 急
きんきゅう

な 通 達
つうたつ

が 必 要
ひつよう

で

ある。  

 コミュニケーション支援
しえん

事 業
じぎょう

における 担
にな

い手
て

である「 要 約
ようやく

筆
ひっ

記者
きしゃ

」はあ

るが、 養 成
ようせい

の通 達
つうたつ

がなされていない。  

○理由
りゆう

 

 養 成
ようせい

カリキュラムは 関 係
かんけい

団 体
だんたい

で 作 成
さくせい

して、 数
すう

か 所
ところ

の都道府県
とどうふけん

において

実施
じっし

されている。 必 要
ひつよう

とする 人 材
じんざい

確保
かくほ

・ 育 成
いくせい

において、 求
もと

められる 人 材
じんざい

養 成
ようせい

と実 際
じっさい

の養 成
ようせい

の乖離
かいり

は、養 成
ようせい

・派遣
はけん

現場
げんば

での大
おお

きな停 滞
ていたい

と混 乱
こんらん

を引
ひ

き

起
お

こしている。  

 

【清水
しみず

委員
いいん

】  

○結論  

 一人
ひとり

ひとりの 存 在
そんざい

の価値
か ち

に基づく
も と

理念
りねん

の明確化
めいかくか

のもとで、支援者
しえんしゃ

も 一 緒
いっしょ

に立
た

ち上
あ

がっていけるように、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

という 営
いとな

みがわくわくする
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仕事
しごと

として実 感
じっかん

が持
も

てるように、 全
ぜん

体
たい

の仕
し

組
く

みをつくっていく 必
ひつ

要
よう

がある

と思
おも

います。  

○理由  

 結 局
けっきょく

は、支援者
しえんしゃ

は 本 人
ほんにん

が育
そだ

てていくものだと 思
おも

う。そういう 実 態
じったい

を生
う

み

出
だ

していく仕
し

組
く

みが 必 要
ひつよう

。  

 

【田中
たなか

（伸
のぶ

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 人 材
じんざい

確保
かくほ

、育 成
いくせい

については、短期的
たんきてき

な計 画
けいかく

と中
なか

・長 期 的
ちょうきてき

な計 画
けいかく

を策 定
さくてい

する必 要
ひつよう

がある。また、高 校
こうこう

、大 学
だいがく

などの 教 育
きょういく

機関
きかん

と提 携
ていけい

していく必 要
ひつよう

も

あると考
かんが

える。また、支援
しえん

職 員
しょくいん

や相 談
そうだん

支援員
しえんいん

への報 酬
ほうしゅう

を適 切
てきせつ

な額
がく

に設 定
せってい

で

きるような 財 源
ざいげん

をどのようにして確保
かくほ

するかが課題
かだい

であると考
かんが

える。  

○理由
りゆう

 

 新 法
しんぽう

における 各 種
かくしゅ

支援
しえん

が 有 効
ゆうこう

に 運 用
うんよう

されるためには、 人 材
じんざい

確保
かくほ

が必 要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

である。継 続 的
けいぞくてき

に人 材
じんざい

を確保
かくほ

していくための 方 策
ほうさく

を検 討
けんとう

するととも

に、さしあたって 必 要
ひつよう

となる 人 材
じんざい

をどのように確保
かくほ

するのかについても

十 分
じゅうぶん

な検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

である。  

 

【 中 西
なかにし

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

ケアマネジャー
け あ ま ね じ ゃ ー

が当事者
とうじしゃ

によっておこなえるように制度
せいど

改 正
かいせい

を

早 急
さっきゅう

に 行
おこな

ってほしい。  

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

ケアマネジャー
け あ ま ね じ ゃ ー

の資格
しかく

要 件
ようけん

は支援費
し え ん ひ

制度下
せ い ど か

では、当事者
とうじしゃ

団 体
だんたい

で

の 相 談
そうだん

業 務
ぎょうむ

を 5年
ねん

以 上
いじょう

行
おこな

った 者
もの

も 対 象
たいしょう

とされていたが、自立
じりつ

支援法
しえんほう

に

なり、介護
かいご

保険
ほけん

との 統 合
とうごう

を目指
め ざ

したために、国庫
こっこ

補助
ほじょ

を受
う

けている 相 談
そうだん

事 業
じぎょう

などでの業 務
ぎょうむ

実 績
じっせき

が問
と

われるようになり、 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の 相 談
そうだん

支援者
しえんしゃ

が排
はい

除
じょ

されるしくみを 作
つく

ってしまった。介護
かいご

保険
ほけん

との統 合
とうごう

がなくなった 今
いま

、制度
せいど

を 元
もと

に 戻
もど

し、 障 害 者
しょうがいしゃ

ケアマネジャー
け あ ま ね じ ゃ ー

が当事者
とうじしゃ

によっておこなえるように

制度
せいど

改 正
かいせい

を 早 急
さっきゅう

に 行
おこな

ってほしい。  



42 

 

 

【 中 原
なかはら

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 それぞれの 障 害
しょうがい

特 性
とくせい

に応じた
おう   

支援
しえん

者
しゃ

の育 成
いくせい

が必 要
ひつよう

。そのためには、日本
にほん

知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

協 会
きょうかい

も「知的
ちてき

障 害
しょうがい

援 助
えんじょ

専 門 員
せんもんいん

」や「知的
ちてき

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

士
し

」

の通 信
つうしん

教 育
きょういく

や資格
しかく

制度
せいど

を設けて
も う   

いるが、 障 害
しょうがい

団 体
だんたい

の実施
じっし

する 人
じん

材 育 成
ざいいくせい

制度
せいど

を国
くに

が活 用
かつよう

するなどの 方
ほう

法
ほう

もあるのでは。  

 また、福祉
ふくし

現場
げんば

に 対 し
たい  

ての低 賃 金
ていちんぎん

・厳しい
き び し い

労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

という 国 民
こくみん

の認 識
にんしき

をかえるためにも、 早 急
さっきゅう

に 賃 金
ちんぎん

水 準
すいじゅん

や 職 員
しょくいん

配置
はいち

基
き

準
じゅん

の見直
みなお

しを 含
ふく

む

労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

の改 善
かいぜん

が必 要
ひつよう

と 考
かんが

える。  

 

【奈良崎
な ら ざ き

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 子
こ

どもの時
じ

に障 害 者
しょうがいしゃ

と交
こう

流 会
りゅうかい

をしてほしいです。  

○理由
りゆう

 

 大人
おとな

になって福祉
ふくし

の仕事
しごと

をしている 人
ひと

は、あまり 障
しょう

がい 者
しゃ

のことを知
し

ら

ない人
ひと

が多
おお

いから。  

 

【 西 滝
にしたき

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

   

①  聴 覚
ちょうかく

障 害 者
しょうがいしゃ

を 支援
しえん

する手話通
しゅわつう

訳 者
やくしゃ

・ 要 約
ようやく

筆
ひっ

記者
きしゃ

については、 人 材
じんざい

育 成
いくせい

事 業
じぎょう

を 聴 覚
ちょうかく

障 害 者
しょうがいしゃ

情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

施設
しせつ

における 主
しゅ

たる 事 業
じぎょう

に位置付
い ち づ

け、

同施設
どうしせつ

に 人 材
じんざい

育 成
いくせい

担 当
たんとう

職 員
しょくいん

を配置
はいち

すること、手話通
しゅわつう

訳 者
やくしゃ

の資格
しかく

取 得 者
しゅとくしゃ

の雇用
こよう

を確保
かくほ

する 必 要
ひつよう

がある。  

②  福祉
ふくし

職 員
しょくいん

の 低 賃 金
ていちんぎん

を解 消
かいしょう

しなければならない。 安 定
あんてい

した給 与
きゅうよ

保 障
ほしょう

の

ための 報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

の 抜
ばっ

本 的
ぽんてき

な引
ひ

き上
あ

げが 必 要
ひつよう

である。  

③  福祉
ふくし

系
けい

の大 学
だいがく

・短 大
たんだい

、専 門
せんもん

学 校
がっこう

の学 生
がくせい

が減 尐
げんしょう

している。学 生 数
がくせいすう

とい

う分母
ぶんぼ

が激
げき

減
げん

しているため、当 然
とうぜん

求 職 者
きゅうしょくしゃ

も減
へ

ってきている。また、福祉
ふくし

を

志
こころざ

した学 生
がくせい

が一 般
いっぱん

企 業
きぎょう

に就 職
しゅうしょく

する傾 向
けいこう

も強
つよ

い。福祉
ふくし

労 働
ろうどう

の魅 力
みりょく

、将 来
しょうらい

設 計
せっけい

を築
きず

ける 所 得
しょとく

保 障
ほしょう

等
とう

、学 生
がくせい

・養 成 校
ようせいこう

等
とう

への対 策
たいさく

が 必 要
ひつよう

である。  
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④  国家
こっか

資格
しかく

取 得 者
しゅとくしゃ

が優
ゆう

遇
ぐう

される制度
せいど

（取 得 者 数
しゅとくしゃすう

・率
りつ

による加算
かさん

制度
せいど

）だ

けでなく、現場
げんば

での実務
じつむ

経 験
けいけん

年 数
ねんすう

も 優
ゆう

遇
ぐう

される（加味
か み

される）制度
せいど

とす

べきである。  

○理由
りゆう

  

①  人 材
じんざい

の確保
かくほ

と 育 成
いくせい

に関
かん

する体 制
たいせい

の 確 立
かくりつ

と人 材
じんざい

雇用
こよう

の確保
かくほ

が重 要
じゅうよう

であ

り、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活 動
かつどう

としての位置付
い ち づ

けを変 換
へんかん

する必 要
ひつよう

がある。  

 

【野原
のはら

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 谷間
たにま

のない制度
せいど

にするためには、専 門
せんもん

職
しょく

としての位置
い ち

づけを 高
たか

め、安 定
あんてい

し

た収 入
しゅうにゅう

の確保
かくほ

は不可欠
ふ か け つ

。そのための 報 酬
ほうしゅう

の充 実
じゅうじつ

、職 員
しょくいん

の増 員
ぞういん

が緊 急
きんきゅう

の課題
かだい

と考
かんが

えます。  

○理由
りゆう

 

 難 病
なんびょう

・慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

をもつ 人
ひと

たちは、医 療
いりょう

の保 障
ほしょう

、医 療
いりょう

支援
しえん

が不可欠
ふ か け つ

です

ので、そういう 人
ひと

たちを 含
ふく

めた谷間
たにま

のない制度
せいど

を構 築
こうちく

する必 要
ひつよう

があります。 

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

（上 記
じょうき

の質 問
しつもん

と矛 盾
むじゅん

すると 思
おも

われる。）  

 支援
しえん

職 員
しょくいん

には、当事者
とうじしゃ

および家族
かぞく

というピアの 他
ほか

には、国家
こっか

資格
しかく

を活
い

かし、

その 上
うえ

に必 要
ひつよう

な研 修
けんしゅう

を行
おこな

うものとすべき。育 成
いくせい

の課題
かだい

として、スタンダー

ドとなるような支援
しえん

のツールを 開 発
かいはつ

することと、 活 用
かつよう

研 修
けんしゅう

が 求
もと

められる。

都道府県
とどうふけん

は、国
くに

補助
ほじょ

を最 大 限
さいだいげん

活 用
かつよう

するだけでなく、予算
よさん

を 講
こう

じて人 材
じんざい

育 成
いくせい

にあたるべき。  

 また、ＮＰＯ 法 人
ほうじん

などがグループホーム 運 営
うんえい

にあたるなど、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

が 進
すす

めば 進
すす

むほど、小規模
しょうきぼ

組織
そしき

が小規模
しょうきぼ

な単位
たんい

の 運 営
うんえい

を行
おこな

うことになる。

結果
けっか

として、 運 営
うんえい

組織
そしき

や支援者
しえんしゃ

によって、受
う

ける支援
しえん

の 質
しつ

が 大
おお

きく変
か

わっ

てしまう。極 端
きょくたん

な場合
ばあい

は人 権
じんけん

侵 害
しんがい

すら生
しょう

じることになる。支援
しえん

の質
しつ

を保
たも

つ

ために、行 政
ぎょうせい

による支援者
しえんしゃ

の質
しつ

の向 上
こうじょう

のための 研 修
けんしゅう

、チェックシステムな

どを 確 実
かくじつ

に位置
い ち

づけていくことが 必 要
ひつよう

である。（  
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○理由
りゆう

 

 全 国
ぜんこく

の支援
しえん

の質
しつ

の担保
たんぽ

が求
もと

められるため。  

 

【広田
ひろた

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 社 会 人 枠
しゃかいじんわく

を設
もう

ける。  

○理由
りゆう

 

 ソーシャルワーク
そ ー し ゃ る わ ー く

、相 談
そうだん

支援
しえん

従 事 者
じゅうじしゃ

でありながら、あまりに 社 会
しゃかい

を知
し

ら

ない人
ひと

が多
おお

すぎる。  

解 決
かいけつ

できる 相 談 員
そうだんいん

が必 要
ひつよう

。  

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 前 段
ぜんだん

で述べて
の べ て

きたように、障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の権利
けんり

性
せい

と支援者
しえんしゃ

の主 体 性
しゅたいせい

・権利
けんり

性
せい

が同時
どうじ

に担保
たんぽ

されるような仕組み
し く み

を作っ
つくっ

ていくことが課題
かだい

である。 働 く
はたらく

人
ひと

の権利
けんり

が真に
しんに

守ら
まもら

れなければ、障 害 者
しょうがいしゃ

の尊 厳
そんげん

が真に
しんに

守ら
まもら

れ、生きて
い き て

行く
い く

権利
けんり

も保 障
ほしょう

されないのである。  

○理由
りゆう

 

 長 年
ながねん

の課題
かだい

であるが、 今
いま

こそ 新 法 制 定
しんほうせいてい

の 中 心
ちゅうしん

課題
かだい

として議論
ぎろん

される

必 要 性
ひつようせい

を痛 感
つうかん

させられている。 両 者
りょうしゃ

の 対 立
たいりつ

ではなく、支援者
しえんしゃ

の専 門 性
せんもんせい

を

公 的
こうてき

に保 障
ほしょう

していく 上
うえ

での世論
よろん

を構 築
こうちく

しながら、総 合 的
そうごうてき

な制度
せいど

を作っ
つくっ

てい

くときである。  

 

【藤井
ふじい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 ある程度
ていど

の生 活
せいかつ

水 準
すいじゅん

を保 証
ほしょう

できる安 定
あんてい

した処 遇
しょぐう

 

○理由
りゆう

 

 安
やす

い、危険
きけん

といった福祉
ふくし

現場
げんば

へのイメージの 改 善
かいぜん

が必 要
ひつよう

だから  
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【 藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 人 材
じんざい

確保
かくほ

の課題
かだい

には、支援
しえん

職 員
しょくいん

の労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

改 善
かいぜん

、 入
にゅう

職
しょく

にあたって

将 来
しょうらい

の 展 望
てんぼう

が も て る 支援
しえん

（ 身分
みぶん

保 障
ほしょう

、 キャリア
き ゃ り あ

形 成
けいせい

へ の 支援
しえん

、

メンタルヘルスケアー
め ん た る へ る す け あ ー

等
とう

への対 応
たいおう

など）があり、そのための施設
しせつ

収 入
しゅうにゅう

の

安 定
あんてい

策
さく

の構 築
こうちく

も必 要
ひつよう

である。  

 また、人 材
じんざい

確保
かくほ

・育 成
いくせい

のために、相 談
そうだん

支援者
しえんもの

に対する
た い す る

報 酬 上
ほうしゅううえ

の評 価
ひょうか

を

明 確
めいかく

にすることも課題
かだい

である。そのためには 報 酬 基
ほうしゅうき

準 増 額
じゅんぞうがく

も必 要
ひつよう

。  

 さらに、 公費
こうひ

負担
ふたん

で、支援
しえん

職 員
しょくいん

が 他
ほか

の 事 業 所
じぎょうしょ

や 行 政
ぎょうせい

と 事例
じれい

検 討
けんとう

を

積み重ねる
つ み か さ ね る

ことができる 研 修
けんしゅう

の機会
きかい

が 必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう

 

 支援
しえん

職 員
しょくいん

の労 働
ろうどう

定 着 率
ていちゃくりつ

は、非 常
ひじょう

に厳しい
き び し い

状 況
じょうきょう

にある。その 最 大
さいだい

の

理由
りゆう

は、過酷
かこく

な 労 働
ろうどう

環 境
かんきょう

であるにもかかわらず、自分
じぶん

ひとりの 生 活
せいかつ

さえ

十 分
じゅうぶん

にささえることのできない程度
ていど

の 給 与
きゅうよ

水 準
すいじゅん

になってしまっている

ことにある。施設
しせつ

職 員
しょくいん

の労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

の 改 善
かいぜん

に向けて
む け て

、まずは施設
しせつ

の 収 入
しゅうにゅう

を 安 定
あんてい

させる仕組み
し く み

を 早 急
さっきゅう

に 構 築
こうちく

すべきである。 労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

の 改 善
かいぜん

が

実 現
じつげん

できれば、過去
か こ

に支援
しえん

に携わった
たずさわった

人 材
じんざい

や 労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

の過酷さ
か こ く さ

ゆえに

退 職
たいしょく

した人 材
じんざい

の復帰
ふっき

も見込まれ
み こ み ま れ

、人 材
じんざい

確保
かくほ

の点
てん

でも即 効 性
そっこうせい

があると期待
きたい

される。  

 相 談
そうだん

支援
しえん

、特
とく

にケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

については、 報 酬 上
ほうしゅううえ

の評 価
ひょうか

を明 確
めいかく

に

することで、 社 会 内
しゃかいない

に埋もれて
う も れ て

いる 相 談
そうだん

支援
しえん

をする意欲
いよく

と 能 力
のうりょく

を備える
そ な え る

人 材
じんざい

を掘り起こす
ほ り お こ す

ことができると期待
きたい

される。  

 育 成
いくせい

については、個々
こ こ

の施設
しせつ

に委ねる
ゆ だ ね る

のみでは 限 界
げんかい

があるので、公費
こうひ

に

よる 研 修
けんしゅう

制度
せいど

、あるいは、個別
こべつ

施設
しせつ

における 研 修
けんしゅう

制度
せいど

への公費
こうひ

助 成
じょせい

の

仕組み
し く み

を設ける
も う け る

べきである。 他
ほか

の 事 業 所
じぎょうしょ

や 行 政
ぎょうせい

と現場
げんば

での 経 験
けいけん

を 報 告
ほうこく

し合う
し あ う

中
なか

で、日々
ひ び

の 経 験
けいけん

をその場限り
そ の ば か ぎ り

のものとせず、深め
ふかめ

、 次
つぎ

に生かす
い か す

こ

とができる。  
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【増田
ますだ

委員
いいん

】  

○結論  

 他
た

の 専 門
せんもん

職 種
しょくしゅ

とそん色
そんしょく

のない 所 得
しょとく

保 障
ほしょう

が 必 要
ひつよう

である． 安 心
あんしん

して 結 婚
けっこん

して子
こ

育て
そだて

ができる 条 件
じょうけん

を整える
ととのえる

こと．職 員
しょくいん

が 研 修
けんしゅう

に出かけたり
で か け た り

，実 践
じっせん

を振り返ったり
ふ り か え っ た り

する時間
じかん

も勤務
きんむ

の 中
なか

で確保
かくほ

できるような 人 的
じんてき

配置
はいち

が求めら

れる．  

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】  

○結論  

①よ り 一 層
    いっそう

の処 遇
しょぐう

改 善
かいぜん

のための 報 酬
ほうしゅう

の引き上げ
ひ  あ  

が不可欠
ふ か け つ

である。  

② 障 害
しょうがい

のある 人
ひと

への支援
しえん

の意義
い ぎ

ややりがいを広く
ひろ  

伝える
つた   

（ 働 く
はたら   

人 々
ひとびと

の

声
こえ

や支援
しえん

を受ける
う   

人 々
ひとびと

の 思 い
おも  

をアピール
あ ぴ ー る

する）とともに、 労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

の

整備
せいび

等
とう

により、 職 域
しょくいき

としての 魅 力
みりょく

を高める
たか   

ことが 必 要
ひつよう

である。  

③ 職 場
しょくば

環 境
かんきょう

の 改 善
かいぜん

（ 社 会 的
しゃかいてき

評 価
ひょうか

・ 資格
しかく

・ 施設
しせつ

お よ び 事 業 所
じぎょうしょ

の

レベルアップ
れ べ る あ っ ぷ

）に向けた
む   

取り組み
と  く  

の推 進
すいしん

が必 要
ひつよう

である。  

④ 高 等
こうとう

学 校
がっこう

、 専 修
せんしゅう

学 校
がっこう

、 大 学
だいがく

等
とう

と連 携
れんけい

した 人 材
じんざい

育 成
いくせい

が 必 要
ひつよう

。そして、

専 門
せんもん

スキル
す き る

の 習 得
しゅうとく

や 向 上
こうじょう

を 継 続 的
けいぞくてき

に 進める
すす   

た め に 、 当事者
とうじしゃ

及び
およ  

サービス
さ ー び す

事 業 所
じぎょうしょ

とタイアップ
た い あ っ ぷ

した 教 育
きょういく

・研 究
けんきゅう

機関
きかん

を養 成
ようせい

していくこと

を提 案
ていあん

したい。  

○理由  

 人 材
じんざい

確保
かくほ

や育 成
いくせい

を「迅 速
じんそく

」に 行 う
おこな  

ことは 難 し い
むずか   

が、有 効 性
ゆうこうせい

を高める
たか   

た

めの工夫
くふう

は 着 実
ちゃくじつ

に 行 う
おこな  

べきであると 考 え る
かんが    

ため。また、支援
しえん

職 員
しょくいん

や

相 談
そうだん

支援者
しえんしゃ

に と っ て 誇 り
ほこ  

を 持って
も   

働 け る
はたら   

職 場 づ く り
しょくば      

も 重 要
じゅうよう

で あ る と

思われる
おも     

ため。  

 

【 光 増
みつます

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 まず正 職 員
せいしょくいん

で採 用
さいよう

できるような、報 酬
ほうしゅう

体 系
たいけい

に見直
みなお

すことが 必 要
ひつよう

。福祉
ふくし

の

職 場
しょくば

の 実 態
じったい

を 正
ただ

しく 伝
つた

え、 若
わか

い世代
せだい

が福祉
ふくし

の仕事
しごと

に 情 熱
じょうねつ

をもって 働
はたら

ける

環 境
かんきょう

整備
せいび

が必 要
ひつよう

。  
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 介護
かいご

等
とう

従 事 者
じゅうじしゃ

の 賃 金
ちんぎん

(年 収
ねんしゅう

)がこの 国
くに

の 一 般
いっぱん

労 働 者
ろうどうしゃ

と 同 等
どうとう

のものとな

ること。  

 再 生 産
さいせいさん

可能
かのう

となる身分
みぶん

保 障
ほしょう

を国
くに

としてモデル
も で る

提示
ていじ

する必 要
ひつよう

がある。とり

わけ相 談
そうだん

支援
しえん

を 担
にな

うサービス
さ ー び す

管理
かんり

責 任 者
せきにんしゃ

・相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

は常 勤
じょうきん

可能
かのう

な

収 入
しゅうにゅう

となる 制度
せいど

設 計
せっけい

が不備
ふ び

である。 又
また

市 町 村
しちょうそん

から委託
いたく

される 相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

の業 務
ぎょうむ

・委託費
い た く ひ

については 市 町 村
しちょうそん

の裁 量
さいりょう

に任
まか

せず、 一 定
いってい

の指針
ししん

を

国
くに

は示
しめ

すべき。  

○理由
りゆう

 

 介護
かいご

等
とう

従 事 者
じゅうじしゃ

の賃 金
ちんぎん

、労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

等
とう

が 劣 悪
れつあく

なものであることが 国 民
こくみん

に広
ひろ

く認 識
にんしき

された今日
きょう

、小手先
こ て さ き

の改 革
かいかく

では人 材
じんざい

確保
かくほ

も育 成
いくせい

も無理
む り

。報 酬
ほうしゅう

改 定
かいてい

、

根 源
こんげん

の問 題
もんだい

から始
はじ

めないと。  

 相 談
そうだん

支援
しえん

を担
にな

うサービス
さ ー び す

管理
かんり

責 任 者
せきにんしゃ

・ 相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

は、国
くに

が掲
かか

げる

障
しょう

がい 者
しゃ

福祉
ふくし

の 根 幹
こんかん

である地域
ちいき

生 活
せいかつ

移行
いこう

に 関
かか

わる 重 要
じゅうよう

な 役 割
やくわり

を 担
にな

うよ

う想 定
そうてい

されているが、常 勤
じょうきん

職 員
しょくいん

を保
たも

つ制度
せいど

設 計
せっけい

が確 立
かくりつ

されていないため、

他
た

業 務
ぎょうむ

との兼務
けんむ

、また人事異動
じんじいどう

も 頻 繁
ひんぱん

であり、ユーザ
ゆ ー ざ

ーには 安 心
あんしん

できる

相 談
そうだん

支援
しえん

体 制
たいせい

とはいえない。正 職 員
せいしょくいん

で 採 用
さいよう

できるような賃 金
ちんぎん

形 態
けいたい

・報 酬
ほうしゅう

体 系
たいけい

に見直
みなお

すことが 必 要
ひつよう

。小手先
こ て さ き

だけの 対 策
たいさく

では 根 本 的
こんぽんてき

な 解 決
かいけつ

にはつな

がらない。  

 迅 速
じんそく

かつ 有 効
ゆうこう

な 手 段
しゅだん

としては、 市 町 村
しちょうそん

の委託費
い た く ひ

を義務的
ぎ む て き

経費
けいひ

に 変 更
へんこう

す

べきである。  

 

【宮田
みやた

委員
いいん

】  

○結論  

 支援
しえん

職 員
しょくいん

・相 談
そうだん

支援員
しえんいん

の給 与
きゅうよ

レベル
れ べ る

の引き上げ
ひ き あ げ

と、施設内
しせつない

研 修
けんしゅう

や福利
ふくり

厚 生
こうせい

レベル
れ べ る

を維持
い じ

できる 給 付
きゅうふ

体 系
たいけい

の見直し
み な お し

が 必 要
ひつよう

。福祉
ふくし

施設
しせつ

就 労
しゅうろう

への

動機づけ
ど う き づ け

のためには、大 学
だいがく

における 取 得
しゅとく

単位
たんい

・内 容
ないよう

の検 討
けんとう

、 中 学
ちゅうがく

・高 校
こうこう

時代
じだい

からの福祉
ふくし

分野
ぶんや

への啓 発
けいはつ

が 必 要
ひつよう

。  

○理由  

 就 職 難
しゅうしょくなん

の時代
じだい

においても 人 材
じんざい

確保
かくほ

に困 難
こんなん

がある 状 況
じょうきょう

は、単
たん

に給 与
きゅうよ

の低さ
ひくさ

だけでは説 明
せつめい

がつかない。優 秀
ゆうしゅう

かつ意欲的
いよくてき

な人 材
じんざい

の確保
かくほ

のためには、
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大 学
だいがく

以前
いぜん

からの 啓 発
けいはつ

と大 学
だいがく

におけるカリキュラム
か り き ゅ ら む

の検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

。  

 

【 森
もり

委員
いいん

】  

○結論  

 事
じ

業 者
ぎょうしゃ

が不安
ふあん

なく 健 全
けんぜん

な経 営
けいえい

運 営
うんえい

ができる基盤
きばん

整備
せいび

が 図
はか

られたなかで、

職 員
しょくいん

に 対
たい

する 賃
ちん

金
ぎん

の 水 準
すいじゅん

をはじめ、 労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

の 改 善
かいぜん

といった 労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

をどう 改 善
かいぜん

していくのか。また、人 材
じんざい

確保
かくほ

のための 採 用
さいよう

条 件
じょうけん

や採 用
さいよう

の募 集
ぼしゅう

時期
じ き

の設 定
せってい

、新規
しんき

採 用 枠
さいようわく

（高 校 生
こうこうせい

や 中 高 年
ちゅうこうねん

まで含
ふく

めた）の拡 大
かくだい

を

どうするかといったことについて 検 討
けんとう

する 必 要 性
ひつようせい

があると 考
かんが

える。また、

正 職 員
せいしょくいん

としての新規
しんき

採 用
さいよう

を 行
おこな

い、 魅 力
みりょく

があり、 将 来
しょうらい

に希望
きぼう

がもてる

職 場
しょくば

が担保
たんぽ

できる 環 境
かんきょう

を 考
かんが

えることが 必 要
ひつよう

である。  

○理由  

 高 齢 者
こうれいしゃ

関 係
かんけい

の 事 業 所
じぎょうしょ

や施設
しせつ

の増加
ぞうか

と 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

の 事 業
じぎょう

の再分化
さいぶんか

によ

る福祉
ふくし

従 事 者
じゅうじしゃ

（ 特
とく

に介護
かいご

福祉士
ふ く し し

）の 需 要
じゅよう

が 大 幅
おおはば

に増加
ぞうか

したため、 必 要
ひつよう

な

供 給
きょうきゅう

ができない 現 状
げんじょう

があるなかで、きつい 労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

を課
か

せられ、

将 来
しょうらい

に希望
きぼう

がもてない 職 場
しょくば

という意識
いしき

から、福祉
ふくし

従 事 者
じゅうじしゃ

を希望
きぼう

する 学 生
がくせい

の絶 対 数
ぜったいすう

が尐
すく

なくなっている。事
じ

業 者 側
ぎょうしゃがわ

からみても、介護
かいご

福祉士
ふ く し し

や社 会
しゃかい

福祉士
ふ く し し

等
とう

といった 有
ゆう

資格者
しかくしゃ

確保
かくほ

による加算
かさん

を得
え

ようとするために、ますます

採 用
さいよう

内 定
ないてい

時期
じ き

が早
はや

まってきていることや、制度
せいど

の見
み

直
なお

しに 一 貫 性
いっかんせい

がなく、

繰
く

り 返
かえ

されることで、施設
しせつ

経 営
けいえい

の見
み

通
とお

しが不透明
ふとうめい

であることから、よりよ

い採 用
さいよう

条 件
じょうけん

が提示
ていじ

できない 状 況
じょうきょう

がある。  

 

【 山 本
やまもと

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

団 体
だんたい

に育 成
いくせい

させること、さらに障 害 者
しょうがいしゃ

団 体
だんたい

を主 体
しゅたい

とすべき  

○理由
りゆう

 

 すでに長 年
ながねん

の経 験
けいけん

をつんだ 人 材
じんざい

がそろっているから  

 



49 

 

【渡井
わたい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 盲
もう

ろう者
しゃ

向
む

け通 訳
つうやく

・介 助 員
かいじょいん

養 成
ようせい

講座
こうざ

の予算
よさん

の増 額
ぞうがく

と拡 充
かくじゅう

。  

○理由
りゆう

 

 盲
もう

ろう者
しゃ

向
む

けの通 訳
つうやく

・介 助
かいじょ

技 術
ぎじゅつ

は広範囲
こうはんい

にわたっているが、講座
こうざ

の実施
じっし

時間数
じかんすう

と指導者
しどうしゃ

の不足
ふそく

があるから。  
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論 点
ろんてん

H-2-3) 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の質
しつ

・ 量
りょう

を適 切
てきせつ

な 水 準
すいじゅん

に 保
たも

つには、支援
しえん

職 員
しょくいん

の 賃 金
ちんぎん

その他
た

の 労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

が 他
ほか

の分野
ぶんや

と 比
くら

べて 遜 色
そんしょく

のない 水 準
すいじゅん

に 保
たも

たれる 必 要
ひつよう

があるが、そのために 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

で規定
きてい

できる

事項
じこう

、その他
た

の法
ほう

制度
せいど

で規定
きてい

すべき事項
じこう

があるかどうか？  

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 平 成
へいせい

２１ 年
ねん

１０ 月
がつ

サービス
さ ー び す

提 供 分
ていきょうぶん

から、 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援
しえん

対 策
たいさく

臨時
りんじ

特 例
とくれい

交付
こうふ

金
きん

による、福祉
ふくし

・介護
かいご

人 材
じんざい

の 処 遇
しょぐう

改 善
かいぜん

事 業
じぎょう

を実施
じっし

し、 職 員
しょくいん

の

処 遇
しょぐう

改 善
かいぜん

に取
と

り組
く

む事 業
じぎょう

者
しゃ

への補助
ほじょ

を 行
おこな

っているが、当 該
とうがい

補助
ほじょ

金
きん

は平 成
へいせい

２３年度
ねんど

末
まつ

までの 事 業
じぎょう

であり、長 期 的
ちょうきてき

かつ安 定
あんてい

した制度
せいど

となるよう 報 酬
ほうしゅう

全 体
ぜんたい

の引
ひ

き上
あ

げと 入 所
にゅうしょ

から在 宅
ざいたく

にシフト
し ふ と

できる 報 酬
ほうしゅう

基 準
きじゅん

、財 源
ざいげん

構 成
こうせい

の

抜
ばつ

本 的
ほんてき

見直
みなお

しが必 要
ひつよう

。  

○理由
りゆう

 

 職 員
しょくいん

の処 遇
しょぐう

改 善
かいぜん

は、人 材
じんざい

の確保
かくほ

定 着
ていちゃく

を図
はか

る上
うえ

で 重 要
じゅうよう

であり、当 面
とうめん

は時限的
じげんてき

措置
そ ち

としても、本 来
ほんらい

は、恒 久 的
こうきゅうてき

な制度
せいど

としての 報 酬
ほうしゅう

の改 善
かいぜん

によ

って実施
じっし

されるべきものである。 報 酬
ほうしゅう

を 改 定
かいてい

すれば、 事 業
じぎょう

者
しゃ

も 長 期 的
ちょうきてき

展 望
てんぼう

に立
た

ってより 安 定
あんてい

した経 営
けいえい

が可能
かのう

になる。  

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】  

○結論  

 支援
しえん

体 制
たいせい

の 拡 充
かくじゅう

、 マンパワー
ま ん ぱ わ ー

確保
かくほ

は 重 要
じゅうよう

課題
かだい

で あ る 。 そ の た め に

サービス
さ ー び す

報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

の引
ひ

き上
あ

げによる 事 業
じぎょう

の安定度
あんていど

の 向 上
こうじょう

。また 常 勤
じょうきん

換 算
かんさん

方 式
ほうしき

は廃止
はいし

し、 真
しん

に 常 勤
じょうきん

職
しょく

が 複 数
ふくすう

稼働
かどう

出来る
で き る

ようにする。 複 数
ふくすう

常 勤
じょうきん

職 員
しょくいん

の配置
はいち

を 最 低
さいてい

基 準
きじゅん

とすべきである。そして支援者
しえんしゃ

の 専 門 性
せんもんせい

の

維持
い じ

・向 上
こうじょう

のための 研 修
けんしゅう

参加
さんか

の規定
きてい

の確保
かくほ

実 現
じつげん

、研 修
けんしゅう

参加
さんか

ができる現場
げんば

体 制
たいせい

の整備
せいび

が必 要
ひつよう

である  

○理由  

 マンパワー
ま ん ぱ わ ー

の 充 実
じゅうじつ

はすべての支援
しえん

活 動
かつどう

の基本
きほん

である。また 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

においては 緊 急
きんきゅう

に 対 応
たいおう

することや 労 働
ろうどう

時間外
じかんがい

での活 動
かつどう

もあり、その体 制
たいせい
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の手
て

厚
あつ

さを一 層
いっそう

増
ま

す 必 要
ひつよう

も感
かん

じる。こうした 必 要
ひつよう

な支援
しえん

の 水 準
すいじゅん

を維持
い じ

す

るには支援者
しえんしゃ

の 生 活
せいかつ

安 定
あんてい

と 専 門 性
せんもんせい

が 求
もと

められる。 今
いま

、 多
おお

くの辞
や

めていく

職 員
しょくいん

は 、 低 賃 金
ていちんぎん

と 燃
も

え 尽
つ

き 症 候 群
しょうこうぐん

に よ る も の が 多
おお

い よ う に 思
おも

う 。

継 続 的
けいぞくてき

に業 務
ぎょうむ

に就
つ

く 条 件
じょうけん

の不備
ふ び

不足
ふそく

があまりにも目
め

立
だ

つ。  

 

【 石 橋
いしばし

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 賃 金
ちんぎん

そ の 他
た

の 労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

が 他
ほか

の 分野
ぶんや

と 比
くら

べ て 遜 色
そんしょく

が な い よ う に 報 酬
ほうしゅう

体 系
たいけい

を含
ふく

めて見直
みなお

されれば、障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

、その他
た

の 法
ほう

制度
せいど

で規定
きてい

す

る事項
じこう

はないと考
かんが

える。  

 

【 氏
うじ

田
た

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 社 会
しゃかい

福祉
ふくし

従 事 者
じゅうじしゃ

の 給 与 表
きゅうよひょう

を 作 成
さくせい

する 必 要
ひつよう

があると 考
かんが

える。 一 定
いってい

の

賃 金
ちんぎん

水 準
すいじゅん

が必 要
ひつよう

である。国家
こっか

公務員
こうむいん

以 上
いじょう

のレベルのものとし、支援
しえん

職 員
しょくいん

の

社 会 的
しゃかいてき

地位
ち い

をきちんと 保 障
ほしょう

すべきである。また、常 勤
じょうきん

換 算
かんさん

という考
かんが

え方
かた

は、

単価
たんか

設 定
せってい

の低
ひく

さとあいまって、支援
しえん

の 質
しつ

を低
てい

下
か

させる 原 因
げんいん

となっていると

考
かんが

える。 専 門
せんもん

職
しょく

としての位置
い ち

づけで、ベースは 常 勤 数
じょうきんすう

で 対 応
たいおう

すべきであ

る。また、ケアホームの夜勤
やきん

については、ケアホームの 宿 泊
しゅくはく

が宿 直
しゅくちょく

扱
あつか

いで

よしとされ、夜勤
やきん

扱
あつか

いとされていない 現 状
げんじょう

があるので、夜勤
やきん

勤務
きんむ

職 員
しょくいん

であ

ることを 新 法
しんぽう

において 明 確
めいかく

に設 定
せってい

し、仕事
しごと

に見合
み あ

った報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

の設 定
せってい

を組
く

むことが 必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう

 

 自立
じりつ

支援法
しえんほう

になり、介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

と 同
おな

じく支援者数
しえんしゃかず

を常 勤
じょうきん

換 算
かんさん

という 考
かんが

え方
かた

を導 入
どうにゅう

した。このことが、支援者
しえんしゃ

に 非 常 勤
ひじょうきん

職 員
しょくいん

を多
おお

くし、支援
しえん

の質
しつ

を

低
てい

下
か

させた 原 因
げんいん

となっている。 職 員
しょくいん

を 専 門
せんもん

職
しょく

として 位置
い ち

づけることが

最 低 限
さいていげん

必 要
ひつよう

だと考
かんが

える。  
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【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

において、 直 接
ちょくせつ

労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

に 係
かかわ

る事項
じこう

を規定
きてい

することは 困 難
こんなん

と思
おも

われるが、法 律
ほうりつ

か政
せい

省 令
しょうれい

等
とう

になるか 判 断
はんだん

できないが、一 般
いっぱん

労 働 者
ろうどうしゃ

に

準
じゅん

ずる 労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

の 確保
かくほ

と 職 場
しょくば

環 境
かんきょう

の 整備
せいび

などを規定
きてい

し、 定期的
ていきてき

な 経 営
けいえい

実 態
じったい

調 査
ちょうさ

において、労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

や職 場
しょくば

定 着
ていちゃく

の実 態
じったい

などを把握
はあく

することなど

が考
かんが

えられる。  

 

【 大 濱
おおはま

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

▼ 支援
しえん

職 員
しょくいん

の 賃 金
ちんぎん

そ の 他
た

の 労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

を 他
ほか

の 分野
ぶんや

と 比
くら

べ て 遜 色
そんしょく

の な い

水 準
すいじゅん

に 保
たも

つためには、 支援
しえん

職 員
しょくいん

の 給 与
きゅうよ

水 準
すいじゅん

が４５０～５００ 万 円
まんえん

の

年 収
ねんしゅう

になるような、単価
たんか

水 準
すいじゅん

を確保
かくほ

すべき。  

 但
ただ

し、予算
よさん

不足
ぶそく

と言
い

うことで、 支 給 量
しきゅうりょう

が足
た

りないと言
い

う事態
じたい

が 生
しょう

じな

いように、市 町 村
しちょうそん

財 政
ざいせい

に過度
か ど

な負担
ふたん

が掛
か

からないような 財 政
ざいせい

調 整
ちょうせい

の仕組
しくみ

が必 要
ひつよう

。  

▼煩 雑
はんざつ

な事務
じ む

の軽 減
けいげん

。  

▼ただし、 前 提
ぜんてい

条 件
じょうけん

として、すべての 障 害 者
しょうがいしゃ

に 必 要
ひつよう

な 支 給 量
しきゅうりょう

が 確 実
かくじつ

に

決 定
けってい

されることが最 重 要
さいじゅうよう

。単価
たんか

の問 題
もんだい

は２番目
ばんめ

である。  

 たとえば、２４時間
じかん

介護
かいご

などの 支 給 量
しきゅうりょう

が 全 国
ぜんこく

１８００市
し

町 村
ちょうそん

で 問 題
もんだい

解 決
かいけつ

されることが（命
いのち

にかかわるために）最 優 先
さいゆうせん

だが、その 上
うえ

で、労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

が 他
ほか

の分野
ぶんや

と 比
くら

べて 遜 色
そんしょく

のない 水 準
すいじゅん

に 保
たも

たれるように、 法 律
ほうりつ

に 何
なん

らかの規定
きてい

を入
い

れるのが良
よ

い。ただし、その規定
きてい

があることで、将 来
しょうらい

、予算
よさん

不足
ぶそく

が起
お

きたときに、「単価
たんか

は高
たか

く保 障
ほしょう

されるが支 給 量
しきゅうりょう

が足
た

りない」とい

う事態
じたい

が生
しょう

じないように、支 給 量
しきゅうりょう

の確保
かくほ

と４５０～５００ 万
まん

の年 収
ねんしゅう

（単価
たんか

水 準
すいじゅん

）の両 立
りょうりつ

を確保
かくほ

すべきことを規定
きてい

に盛
も

り込
こ

むべき。その 際
さい

、支 給 量
しきゅうりょう

の確保
かくほ

が最 優 先
さいゆうせん

であることをはっきり明記
めいき

するべき。  

○理由
りゆう

 

▼報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

が低
ひく

いために、職 場
しょくば

の労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

が充 分
じゅうぶん

でないと同時
どうじ

に、煩 雑
はんざつ

な

事務
じ む

を処理
しょり

する事務
じ む

職
しょく

の確保
かくほ

に 収 入
しゅうにゅう

を 充 当
じゅうとう

する 現 状
げんじょう

では、支援
しえん

職 員
しょくいん

に
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充 分
じゅうぶん

な給 与
きゅうよ

を充 当
じゅうとう

できない。  

 予算
よさん

不足
ぶそく

が起
お

きたときに、支 給
しきゅう

抑 制
よくせい

が起
お

きないように、その予算
よさん

を全 員
ぜんいん

で分
わ

かち合
あ

いながら 次
つぎ

なる予算
よさん

確保
かくほ

について 全 員
ぜんいん

で 運 動
うんどう

していく制度
せいど

に

することが 必 要
ひつよう

。  

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 職 員
しょくいん

の 賃 金
ちんぎん

、 労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

を、 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の 中
なか

で規定
きてい

することはむずかし

い。別途
べっと

、福祉
ふくし

人 材
じんざい

確保
かくほ

の法
ほう

制度
せいど

を設
もう

けて欲
ほ

しい。  

 

【 柏 女
かしわめ

委員
いいん

】  

○結論  

 子ども
こ ど も

・ 子育て
こ そ だ て

新システム
し ん し す て む

基本
きほん

制度
せいど

案
あん

要 綱
ようこう

に 基づき
も と づ き

、 も し も 保育士
ほ い く し

と

幼稚園
ようちえん

教 諭
きょうゆ

の「一元化
いちげんか

」が図られる
は か ら れ る

こととなった場合
ばあい

には、別途
べっと

、障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

等
とう

を 行 う
おこなう

専 門
せんもん

職
しょく

の制度化
せ い ど か

が 必 要
ひつよう

とされる。また、児童
じどう

と 成 人
せいじん

に対する
た い す る

支援
しえん

の切れ目
き れ め

をなくすため、介護
かいご

福祉士
ふ く し し

、保育士
ほ い く し

、幼稚園
ようちえん

教 諭
きょうゆ

、特 別
とくべつ

支援
しえん

学 校
がっこう

教 諭
きょうゆ

の養 成
ようせい

カリキュラム
か り き ゅ ら む

の整 合 性
せいごうせい

について 検 討
けんとう

する必 要
ひつよう

がある。  

○理由  

 保育士
ほ い く し

資格
しかく

と幼稚園
ようちえん

教 諭
きょうゆ

免 許
めんきょ

が 就 学 前
しゅうがくぜん

を 対 象
たいしょう

とする保育
ほいく

専 門
せんもん

職
しょく

と

し て 統 合
とうごう

さ れ れ ば 、 就 学 後
しゅうがくご

の ケアワーク
け あ わ ー く

を 行 う
おこなう

新た
あらた

な 福祉
ふくし

専 門
せんもん

職
しょく

の

制度化
せ い ど か

が必 要
ひつよう

とされるため。また、現 在
げんざい

は、保育士
ほ い く し

、幼稚園
ようちえん

教 諭
きょうゆ

、特 別
とくべつ

支援
しえん

学 校
がっこう

教 員
きょういん

、介護
かいご

福祉士
ふ く し し

が主
しゅ

として 障 害 児 者
しょうがいじしゃ

の支援
しえん

を行って
おこなって

いるが、それ

ぞれの養 成
ようせい

が障 害 児 者
しょうがいじしゃ

支援
しえん

において整合化
せいごうか

されていないという課題
かだい

がある。 

 

【 河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 各地域
かくちいき

で配置
はいち

されるべき 人 数
にんずう

（数値
すうち

）を明記
めいき

し、義務的
ぎ む て き

経費
けいひ

として予算
よさん

計 上
けいじょう

すべきである。  

 それだけの 法 的
ほうてき

強 制
きょうせい

力
りょく

がもてるのかが疑問
ぎもん

だが。  

○理由
りゆう
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 自立
じりつ

支援
しえん

法
ほう

の精 神
せいしん

つまり福祉
ふくし

予算
よさん

の削 減
さくげん

、介護
かいご

保険
ほけん

との一体化
いったいか

、障 害 者
しょうがいしゃ

特 性
とくせい

の無視
む し

と 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

の 誤
あやま

りなどを 根 本
こんぽん

から見直
みなお

すこと。 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

に関
かん

する国
くに

の責務
せきむ

を明 確
めいかく

化
か 

し、財 源
ざいげん

として 消 費
しょうひ

税
ぜい

などを充
あ 

てることを

明記
めいき

する。 大
おお

きな政府
せいふ

として公務員
こうむいん

の 職 務
しょくむ

を 公 共
こうきょう

サービスの 提 供
ていきょう

者
しゃ

と

定義
ていぎ

する。  

 

【 齋 藤
さいとう

委員
いいん

】  

○結論  

 支援
しえん

職 員
しょくいん

の 賃 金
ちんぎん

及
およ

び 労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

の 水 準
すいじゅん

は 前 項
ぜんこう

のような 人 材
じんざい

確保
かくほ

のため

に重 要
じゅうよう

であるが、それがあればサービスの 質 量
しつりょう

の適 切
てきせつ

な水 準
すいじゅん

が保
たも

てるとい

うものではない。  

 

【佐野
さ の

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスに 従 事
じゅうじ

する 労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

は、 他
ほか

の 労 働
ろうどう

分野
ぶんや

との 均 衡
きんこう

や

専 門
せんもん

職 種
しょくしゅ

の性 格
せいかく

を加味
か み

した 水 準
すいじゅん

を最 低
さいてい

基 準
きじゅん

とすべきである。  

○理由
りゆう

 

 コミュニケーション支援
しえん

事 業
じぎょう

においては、 一 般
いっぱん

労 働
ろうどう

分野
ぶんや

のパート 賃 金
ちんぎん

程度
ていど

のところから、情 報
じょうほう

保 障
ほしょう

支援
しえん

としてふさわしい 時 給
じきゅう

が 設 定
せってい

されるとこ

ろまで地域間
ちいきかん

格差
かくさ

が 著
いちじる

しい。  

 

【田中
たなか

（正
まさ

）委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

の改 善
かいぜん

。地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

の個別
こべつ

給付化
きゅうふか

の検 討
けんとう

。  

○理由
りゆう

 

 人 材
じんざい

確保
かくほ

と支援
しえん

の 質
しつ

の向 上
こうじょう

のために 適 正
てきせい

な報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

の 設 定
せってい

が 必 要
ひつよう

であ

る が 、 障 害
しょうがい

分野
ぶんや

で は 適 切
てきせつ

な モデル
も で る

事 業
じぎょう

に よ る 適 正
てきせい

報 酬
ほうしゅう

構 造
こうぞう

の 議論
ぎろん

が

不 十 分
ふじゅうぶん

なため。  

 地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

と個別
こべつ

給 付
きゅうふ

のあり 方
かた

については 全 体
ぜんたい

を 上
うえ

から見渡
みわた

し

ての議論
ぎろん

が必 要
ひつよう

である。特
とく

に目
め

の障 害
しょうがい

の方
かた

の移動
いどう

支援
しえん

（同 行
どうこう

援護
えんご

）の個別
こべつ
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給付化
きゅうふか

は急
いそ

いで解 決
かいけつ

すべき課題
かだい

である。  

 

【 中 西
なかにし

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 国家
こっか

公務員
こうむいん

の 給 与 表
きゅうよおもて

に 基
もと

づいて 給 料
きゅうりょう

が支払
しはら

われるような 水 準
すいじゅん

に 保
たも

つべきである。  

○理由
りゆう

 

 まず 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の 中
なか

で 給 与
きゅうよ

は国家
こっか

公務員
こうむいん

の 給 与
きゅうよ

水 準
すいじゅん

に 準
じゅん

ずるという

項 目
こうもく

を 設
もう

け、 介 助
かいじょ

サービス
さ ー び す

の 省 令
しょうれい

等
とう

で 明 確
めいかく

にこのサービス
さ ー び す

にもとづく

職 員
しょくいん

の給 与
きゅうよ

は国家
こっか

公務員
こうむいん

の給 与
きゅうよ

に 準
じゅん

ずると明記
めいき

すべきである。  

 

【 中 原
なかはら

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 支援
しえん

員
いん

の 定 着
ていちゃく

と 質
しつ

・ 量
りょう

を適 切
てきせつ

な 水 準
すいじゅん

に保つ
たも  

には、次のようなことが

必 要
ひつよう

となる。  

 ・ 職 員
しょくいん

の配置
はいち

基
き

準
じゅん

を上げる
あ   

。  

 ・一 定
いってい

の給 与
きゅうよ

水 準
すいじゅん

が確保
かくほ

される仕組み
し く  

を作る
つく  

。  

 例えば
た と   

、国家
こっか

公務員
こうむいん

の 俸 給 表
ほうきゅうひょう

を参
さん

考
こう

に、業 務
ぎょうむ

内 容
ないよう

に応じた
お う   

給 与
きゅうよ

体 系
たいけい

にするなど、 一 定
いってい

水 準
すいじゅん

の 賃 金
ちんぎん

が 保 障
ほしょう

されるような仕組み
し く  

を 導 入
どうにゅう

すると

ともに、 報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

の引き上げ
ひ  あ  

を行 う
おこな 

こと。  

○理由
りゆう

 

 福祉
ふくし

現場
げんば

では 労 働
ろうどう

法
ほう

規
き

を 遵 守
じゅんしゅ

するために、尐ない
す く な い

職 員
しょくいん

配置
はいち

基
き

準
じゅん

のな

かで過度
か ど

な労 働
ろうどう

を強いられて
し    

いるため。  

 

【奈良崎
な ら ざ き

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 福祉
ふくし

サービスについては、福祉
ふくし

が考
かんが

えてほしいです。労 働
ろうどう

分野
ぶんや

については、

労 働
ろうどう

の中
ちゅう

で考
かんが

えてほしいです。  

○理由
りゆう

 

 労 働
ろうどう

はサービスでは。一
ひと

つも私
わたし

が考
かんが

えることがないから。  
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【 西 滝
にしたき

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

①  常 勤
じょうきん

換 算
かんさん

により、パ
ぱ

－
ー

ト
と

や臨時
りんじ

職 員
しょくいん

が増
ふ

えている。常 勤
じょうきん

換 算
かんさん

方 式
ほうしき

を

見直
みなお

し、正規
せいき

職 員
しょくいん

で 専 門 性
せんもんせい

の 高
たか

い 職 員
しょくいん

が雇用
こよう

できるような 報 酬
ほうしゅう

体 系
たいけい

に

すべきである。  

 また、上 記
じょうき

と関 連
かんれん

して、パ
ぱ

－
ー

ト
と

や臨時
りんじ

職 員
しょくいん

だけでの常 勤
じょうきん

換 算
かんさん

職
しょく

員 数
いんずう

に

ついて、例
たと

えば、正規
せいき

職 員
しょくいん

の 30%を超
こ

えてはならない 等
とう

の規定
きてい

を設
もう

けるべ

きである。  

②  看護師
か ん ご し

や Ｏ Ｔ
おーてぃー

・ Ｐ Ｔ
ぴーてぃー

、栄養士
えいようし

等
とう

の専 門
せんもん

職
しょく

の配置
はいち

基 準
きじゅん

を見直
みなお

し、配置
はいち

できる 報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

の引
ひ

き上
あ

げを 行
おこ

なうこと。配置
はいち

すれば加算
かさん

をするという

加算
かさん

方 式
ほうしき

を見直
みなお

し、事 業
じぎょう

によって配置
はいち

すべき 専 門
せんもん

職
しょく

の職 種
しょくしゅ

・人 数
にんずう

の基 準
きじゅん

を明記
めいき

し、配置
はいち

を義務付
ぎ む づ

けるべきである。  

③労 働
ろうどう

基 準 法
きじゅんほう

第
だい

１条
じょう

に則
のっと

った処 遇
しょぐう

を明記
めいき

し、順 守
じゅんしゅ

されるしくみが 必 要
ひつよう

で

ある。  

○理由
りゆう

 

①  利用者
りようしゃ

の 実 態
じったい

や支援
しえん

のニ
に

－
ー

ズ
ず

を 考
かんが

えると、看護師
か ん ご し

や Ｏ Ｔ
おーてぃー

・ Ｐ Ｔ
ぴーてぃー

、

栄養士
えいようし

等
とう

の 専 門
せんもん

職
しょく

が 必 要
ひつよう

であっても、 報 酬
ほうしゅう

が 低
ひく

く 最 終 的
さいしゅうてき

に配置
はいち

できな

い。また、 専 門
せんもん

職
しょく

を長 期 間
ちょうきかん

安 定
あんてい

して雇用
こよう

する必 要
ひつよう

がある。  

②  重 度
じゅうど

・高齢化
こうれいか

が 進
すす

む中
なか

で、専 門
せんもん

職
しょく

の配置
はいち

は必須
ひっす

条 件
じょうけん

である。  

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 職 員
しょくいん

が出 産
しゅっさん

や育児
いくじ

・介護
かいご

などで 休 暇
きゅうか

制度
せいど

を取
と

っても身分
みぶん

保 障
ほしょう

が続
つづ

くよう

に、小規模
しょうきぼ

事 業 所
じぎょうしょ

などへのフォローの仕組
し く

みを自治体
じ ち た い

等
とう

で 保 障
ほしょう

する仕組
し く

み

を設 定
せってい

できないか。  

○理由
りゆう

 

 小規模
しょうきぼ

事 業 所
じぎょうしょ

では、 出 産
しゅっさん

や育児
いくじ

・介護
かいご

休 暇
きゅうか

などが 実 質
じっしつ

取
と

れずに 退 職
たいしょく

す

る等
とう

あり、複 数
ふくすう

事 業 所
じぎょうしょ

による 共 同
きょうどう

対 応
たいおう

の手立
て だ

てなどを自治体
じ ち た い

がバックアッ

プするべきである。福祉
ふくし

保育
ほいく

労 働 者
ろうどうしゃ

として 労 働
ろうどう

法規
ほうき

を適 用
てきよう

できる雇用
こよう

形 態
けいたい
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にするべきである。  

 

【広田
ひろた

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 いらない。  

○理由
りゆう

 

 コンシューマ
こ ん し ゅ ー ま

ーのためのサービス法
さ ー び す ほ う

だから。  

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

では、まず福祉
ふくし

労 働
ろうどう

とは 何
なに

かから始まっ
は じ ま っ

て、その

役 割
やくわり

や特 別
とくべつ

の専 門 性
せんもんせい

を明らかに
あ き ら か に

して、抜 本 的
ばっぽんてき

な制度
せいど

改 正
かいせい

に言 及 す
げんきゅうす

べきで

ある。 当 然
とうぜん

、 障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

の 水 準
すいじゅん

を担保
たんぽ

しながら、 公 的
こうてき

責 任
せきにん

を

明らかに
あ き ら か に

して、ナショナルミニマムとしての福祉
ふくし

制度
せいど

が構 築
こうちく

できるようにす

べきである。特に
とくに

報 酬
ほうしゅう

問 題
もんだい

について 改 善
かいぜん

をはかる 必 要
ひつよう

があるが、そのこ

とが 直 接
ちょくせつ

当事者
とうじしゃ

負担
ふたん

、利 用 料
りようりょう

の値上げ
ね あ げ

にならないような仕組み
し く み

を作る
つくる

べき

である。  

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

を再 生
さいせい

するためには、支 援 職
しえんしょく

員
いん

の労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

の改 善
かいぜん

を抜き
ぬ き

に考えられ
かんがえられ

ない。  

 逼 迫
ひっぱく

し て い る 現 状
げんじょう

の 打開
だかい

を は か る た め に 、 最 優 先
さいゆうせん

の 課題
かだい

と し て 、

取り組む
と り く む

べきである。  

 

【 藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

において、 報 酬
ほうしゅう

を月 額
げつがく

払い
ばらい

として、設備
せつび

や 人 員
じんいん

配置
はいち

の最 低
さいてい

基 準
きじゅん

を定める
さ だ め る

べきである。 職 員
しょくいん

の 常 勤
じょうきん

換 算
かんさん

方 式
ほうしき

を禁止
きんし

すべきである。  

 報 酬
ほうしゅう

基 準
きじゅん

は支援
しえん

職 員
しょくいん

の 十 分
じゅうぶん

な賃 金
ちんぎん

を確保
かくほ

できる 水 準
すいじゅん

とする。  

○理由
りゆう

 

 現 在
げんざい

の支援
しえん

職 員
しょくいん

は 低 賃 金
ていちんぎん

・ 長 時 間
ちょうじかん

の 過 重
かじゅう

労 働
ろうどう

を 強いられる
し い ら れ る

上
うえ

に、
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非正規化
ひ せ い き か

が進 行
しんこう

しており、 労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

は劣 悪
れつあく

である。  

 常 勤
じょうきん

換 算
かんさん

方 式
ほうしき

をとったことで、短時間
たんじかん

労 働
ろうどう

や 契 約 制
けいやくせい

が 導 入
どうにゅう

され、

職 員 間
しょくいんあいだ

のコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

が困 難
こんなん

になり、サービス
さ ー び す

低下
ていか

、人 材
じんざい

育 成
いくせい

の

困難さ
こんなんさ

につながっている。  

 論 点
ろんてん

D
Ｄ

-
－

5
５

-
－

5
５

参 照
さんしょう

 

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】  

○結論  

 報 酬
ほうしゅう

の基 準
きじゅん

を国家
こっか

公務員
こうむいん

等
など

に準じる
じゅんじる

と定める
さ だ め る

．  

○理由  

 障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

の仕事
しごと

は営利
えいり

を 目 的
もくてき

にする 職 業
しょくぎょう

ではなく， 本 来
ほんらい

ならば

公 的
こうてき

な 事 業
じぎょう

と し て 展 開
てんかい

す る べ き で あ る ． し か し ， 多く
おおく

が 民 間
みんかん

団 体
だんたい

に

安上がり
や す あ が り

に委ねられて
ゆ だ ね ら れ て

いる．障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

の性 質
せいしつ

を考える
かんがえる

と公務員
こうむいん

に準じる
じゅんじる

報 酬
ほうしゅう

とする 必 要
ひつよう

がある．  

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】  

○結論  

 新 た
あら  

な支援
しえん

体 系
たいけい

や 類 型
るいけい

ごとの支援
しえん

内 容
ないよう

の議論
ぎろん

とあわせて、 人 員
じんいん

基 準
きじゅん

を

始 め
はじ  

とする 諸 基 準
しょきじゅん

を 根 拠
こんきょ

ある（支援
しえん

の必要度
ひつようど

を 適
てき

切
せつ

に 反 映
はんえい

した）ものと

し、それに見合う
み あ  

報 酬
ほうしゅう

体 系
たいけい

とする。また、キャリアパス
き ゃ り あ ぱ す

の仕組み
し く  

を 導 入
どうにゅう

したことにともない、それに見合う
み あ  

今後
こんご

の 報 酬
ほうしゅう

改 定
かいてい

を 確 実
かくじつ

に 行 う
おこな  

必 要
ひつよう

がある。  

○理由  

 障 害
しょうがい

特 性
とくせい

等
とう

に 応じた
おう   

支援
しえん

の 必 要 性
ひつようせい

を 反 映
はんえい

し た 人 員
じんいん

基 準
きじゅん

等
とう

と し 、

報 酬 上
ほうしゅうじょう

の評 価
ひょうか

を適 切
てきせつ

に 行 う
おこな  

必 要
ひつよう

がある。また、福祉
ふくし

・介護
かいご

人 材
じんざい

の処 遇
しょぐう

改 善
かいぜん

を 着 実
ちゃくじつ

に 図 る
はか  

こ と の で き る 報 酬
ほうしゅう

水 準
すいじゅん

を 維持
い じ

す る べ き で あ る と

考 え る
かんが    

ため。  
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【 光 増
みつます

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 先
ま

ず、障 害
しょうがい

福祉
ふくし

に係
かかわ

る職 員
しょくいん

の労 働
ろうどう

実 態
じったい

の調 査
ちょうさ

が必 要
ひつよう

。賃 金
ちんぎん

、労 働
ろうどう

時間
じかん

、

退 職
たいしょく

金
きん

、有 給
ゆうきゅう

取 得 率
しゅとくりつ

、勤 続
きんぞく

年 数
ねんすう

、退 職 理 由 等 々
たいしょくりゆうとうとう

。  

 報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

改 正
かいせい

をされているが、 末 端
まったん

の支援
しえん

職 員
しょくいん

にまで 届
とど

いていない。

社 会
しゃかい

福祉
ふくし

法 人
ほうじん

会 計
かいけい

について、 一 定
いってい

の人件費
じんけんひ

支 出
ししゅつ

となる指針
ししん

を 設 定
せってい

すべき

ではないか。  

○理由
りゆう

 

 劣 悪
れつあく

状 況
じょうきょう

を、 人 材
じんざい

不足
ふそく

と騒
さわ

ぐだけでは 対 策
たいさく

は取
と

れない。 根 源
こんげん

の問 題
もんだい

を

探
さぐ

る必 要
ひつよう

あり。  

 報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

改 正
かいせい

をされても、法 人
ほうじん

・事 業 所
じぎょうしょ

会 計
かいけい

の弾 力 的
だんりょくてき

な裁 量
さいりょう

にまかさ

れており、ある意味
い み

では活 発
かっぱつ

な事 業
じぎょう

活 動
かつどう

を可能
かのう

にしたが、一 方
いっぽう

で目的化
もくてきか

し

た財 源
ざいげん

措置
そ ち

が、必
かなら

ずしも意
い

とした執 行
しっこう

がされているとはいえない。  

 

【宮田
みやた

委員
いいん

】  

○結論  

 施設
しせつ

におけるＯＪＴなどの 研 修
けんしゅう

体 制
たいせい

を義務化
ぎ む か

するとともに、支援
しえん

職 員
しょくいん

の 経 歴
けいれき

や資格
しかく

等
など

に 対して
た い し て

「 給 与
きゅうよ

加算
かさん

」する 給 付
きゅうふ

体 系
たいけい

が 必 要
ひつよう

。加えて
く わ え て

、

医 療 型
いりょうがた

施設
しせつ

を除く
のぞく

福祉型
ふくしがた

施設
しせつ

にも理学
りがく

・ 作 業
さぎょう

療 法 士
りょうほうし

や言語
げんご

聴 覚 士
ちょうかくし

などを

配置
はいち

できる配置
はいち

基 準
きじゅん

の 改 定
かいてい

や「 専 門
せんもん

職
しょく

加算
かさん

」の 設 定
せってい

などが 検 討
けんとう

される

必 要
ひつよう

がある。  

○理由  

 ＯＪＴなど施設
しせつ

による 職 員
しょくいん

の資質
ししつ

向 上
こうじょう

のための 努 力
どりょく

や 各 種
かくしゅ

専 門
せんもん

職
しょく

の配置
はいち

は、 現 在
げんざい

のところ施設
しせつ

の 収 入
しゅうにゅう

にはつながらず、サービスの 質
しつ

の

向 上
こうじょう

への 努 力
どりょく

には 施 設 間
しせつあいだ

格差
かくさ

が大きい
お お き い

。この 点
てん

を、制度的
せいどてき

に補てん
ほ て ん

する

必 要
ひつよう

がある。  

 

【 森
もり

委員
いいん

】  

○結論  

 報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

のあり 方
かた

、報
ほう

酬
しゅう

払
ばら

い方
ほう

式
しき

の見直し
み な お し

、正 職 員
せいしょくいん

の換算化
かんさんか

方 式
ほうしき

の
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廃止
はいし

（ 原 則
げんそく

正規
せいき

職 員
しょくいん

として 採 用
さいよう

）、 初 任 給
しょにんきゅう

の 基 準
きじゅん

額
がく

の 設 定
せってい

を規定
きてい

し、

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の質
しつ

・ 量
りょう

を適 切
てきせつ

な 水 準
すいじゅん

に保
たも

つべきである。  

○理由  

 支援
しえん

職 員
しょくいん

の 賃
ちん

金
ぎん

その他
た

の 労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

が他
た

の分野
ぶんや

と 比
くら

べて 水
すい

準
じゅん

が 低
ひく

い

こと。現 在
げんざい

、国
くに

から事
じ

業 者
ぎょうしゃ

に 対
たい

して 要
よう

求
きゅう

される事項
じこう

は、サービス
さ ー び す

の 質
しつ

・

量
りょう

を適 切
てきせつ

な 水 準
すいじゅん

に保
たも

とうとすることと 相
あい

反
はん

することが 多
おお

く、 逆
ぎゃく

に現場
げんば

の不満
ふまん

につながる結果
けっか

となっている。個々
こ こ

の利用者
りようしゃ

のニーズ
に ー ず

に応
こた

えられるサ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

の 提 供
ていきょう

をいかに確保
かくほ

するかといったことに取
と

り組
く

む 上
うえ

でも、現場
げんば

の

状 況
じょうきょう

をしかり把握
はあく

し、規定
きてい

すべき事項
じこう

を 考
かんが

えるべきである。  

 

【 山 本
やまもと

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 出来高払
できだかばら

いではなく、月 給
げっきゅう

として最 低
さいてい

賃 金
ちんぎん

を保 証
ほしょう

する体 制
たいせい

、および各 種
かくしゅ

保険
ほけん

を労 働 者
ろうどうしゃ

として 保 障
ほしょう

できる 体 制
たいせい

が 必 要
ひつよう

。  

○理由
りゆう

 

 出来高払
できだかばら

いでは 労 働 者
ろうどうしゃ

は安 定
あんてい

した生 活
せいかつ

が保 障
ほしょう

されないから  

 

【渡井
わたい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 盲
もう

ろう者
しゃ

向
む

け通 訳
つうやく

・介 助
かいじょ

謝 金
しゃきん

の最 低
さいてい

単価
たんか

を指定
してい

する。  

○理由
りゆう

 

 盲
もう

ろう 者
しゃ

向
む

け 通 訳
つうやく

・ 介 助
かいじょ

の仕事
しごと

はコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

と移動
いどう

の支援
しえん

を

同時
どうじ

に行
おこな

っているにもかかわらず、ガイドヘルパー
が い ど へ る ぱ ー

や手話
しゅわ

通 訳
つうやく

の謝 金
しゃきん

と 同
どう

レベルかそれよりも 低
ひく

く設 定
せってい

している地域
ちいき

があるから。  
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＜ 項 目
こうもく

H-3 その他
た

＞  

論 点
ろんてん

H-3-1) 「分野
ぶんや

H
えいち

 報 酬
ほうしゅう

や人 材
じんざい

確保
かくほ

等
とう

」についてのその他
た

の論 点
ろんてん

及
およ

び

意見
いけん

 

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

での住
す

まいの受
う

け 皿
ざら

としてグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

やケアホーム
け あ ほ ー む

の 供 給
きょうきゅう

が進
すす

むよう 報 酬
ほうしゅう

基 準
きじゅん

の大 幅
おおはば

な引
ひ

き上
あ

げが必 要
ひつよう

。  

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】  

○結論  

 新
あたら

しい 法
ほう

律
りつ

の内 容
ないよう

が良
よ

くても実 行
じっこう

する人
ひと

や事 業 所
じぎょうしょ

が無
な

ければ 話
はなし

にな

らない。 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の 質
しつ

・ 量
りょう

を適 切
てきせつ

な 水 準
すいじゅん

に保
たも

つには 報 酬
ほうしゅう

の

裏
うら

付け＝マンパワー
ま ん ぱ わ ー

の確保
かくほ

である。  

○理由  

 新
あたら

しい 法
ほう

律
りつ

を作る
つくる

のは短期間
たんきかん

でできるだろうが、 人
ひと

づくりや 地域
ちいき

の

環 境
かんきょう

整備
せいび

はそうはいかない。しっかりとしたビジョン
び じ ょ ん

や財 政
ざいせい

投 入
とうにゅう

を軸
じく

と

した 構
かま

えや具体的
ぐたいてき

対 応
たいおう

が必 要
ひつよう

である。特
とく

に 先 述
せんじゅつ

の社 会 的
しゃかいてき

事 業
じぎょう

インフラ
い ん ふ ら

の

量
りょう

・質
しつ

両 側 面
りょうそくめん

からの整備
せいび

は急
いそ

がれる。  

 

【 氏
うじ

田
た

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 支援
しえん

職 員
しょくいん

の 質
しつ

を 高
たか

めることが 重 要
じゅうよう

な課題
かだい

となっており、 人 材
じんざい

確保
かくほ

を 失
しつ

業 者
ぎょうしゃ

の福祉
ふくし

分野
ぶんや

への 導 入
どうにゅう

という安易
あんい

な 方 法
ほうほう

で行
おこな

うべきではない。他
ほか

に行
ゆ

き

場
ば

がないから福祉
ふくし

分野
ぶんや

へということではますます支援
しえん

職 員
しょくいん

の 質
しつ

の低下
ていか

を 招
まね

くことになる。支援
しえん

職 員
しょくいん

のモチベーションを 含
ふく

めた、教 育
きょういく

・育 成
いくせい

体 制
たいせい

の整備
せいび

が必 要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

である。また 質
しつ

の高
たか

い支援
しえん

を確保
かくほ

するためには、標 準 化
ひょうじゅんか

され

た専 門 性
せんもんせい

の担保
たんぽ

は不可欠
ふ か け つ

であり、今後
こんご

、心理
しんり

など関 連
かんれん

する 専 門
せんもん

職
しょく

の資格化
し か く か

なども視野
し や

に入
はい

れ検 討
けんとう

する必 要
ひつよう

がある。  

 一 定 水 準
いっていすいじゅん

の 賃 金
ちんぎん

を 将 来
しょうらい

にわたって 安 定
あんてい

して得
え

られる公務員
こうむいん

制度
せいど

と良
よ

い
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人 材
じんざい

を 残
のこ

そうとする 民 間
みんかん

経 営
けいえい

の仕組
し く

みを取
と

り入
い

れた仕組
し く

みにすることに

より、福祉
ふくし

を志
こころざ

す人
ひと

が増
ふ

えて、そのような 人 材
じんざい

がある程度
ていど

の時間
じかん

を使
つか

って 育
そだ

っていける 環 境
かんきょう

であること、 事
こと

業 者
ぎょうしゃ

がそのような 人 材
じんざい

に 対
たい

して質
しつ

を 重 視
じゅうし

した指導
しどう

ができる余裕
よゆう

を持
も

てるような制度
せいど

である 必 要
ひつよう

がある。  

○理由
りゆう

 

 世界
せかい

保健
ほけん

機構
きこう

(WHO)が 2001年
ねん

に 定
さだ

めた 国 際
こくさい

生 活
せいかつ

機能
きのう

分 類
ぶんるい

（ ICF）が 示
しめ

す

ように、世界
せかい

の支援
しえん

は、さまざまな 専 門
せんもん

職 種
しょくしゅ

が連 携
れんけい

しながら 障 害
しょうがい

のある人
ひと

たちの「 生 活
せいかつ

を支援
しえん

する」という 方 向
ほうこう

に向
む

かっている。特
とく

に発 達
はったつ

障 害
しょうがい

のあ

る人
ひと

への質
しつ

の高
たか

い支援
しえん

の提 供
ていきょう

のためには、 医 療 的
いりょうてき

な診 断
しんだん

（ diagnosis）だ

けでなく、 生 活
せいかつ

機能
きのう

モデルに 基
もと

づいて課題
かだい

を把握
はあく

し、その 人
ひと

ならではの

個別的
こべつてき

な目 標
もくひょう

を設 定
せってい

する必 要
ひつよう

がある。目 標
もくひょう

の設 定
せってい

、実 現
じつげん

にあたり、障 害
しょうがい

のある 人
ひと

への質
しつ

の高
たか

い支援
しえん

を確保
かくほ

するためには、心理
しんり

専 門
せんもん

職
しょく

などの関 連
かんれん

す

る専 門
せんもん

職
しょく

を含
ふく

めたチームによるアセスメントが 必 要
ひつよう

であり、標 準 化
ひょうじゅんか

された

専 門 性
せんもんせい

の担保
たんぽ

が不可欠
ふ か け つ

であると考
かんが

える。  

 

【 大 濱
おおはま

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

▼ 障 害 者
しょうがいしゃ

の場合
ばあい

は 社 会
しゃかい

参加
さんか

しているため 計 画
けいかく

が変
か

わるのが普通
ふつう

なので、

事 業 所
じぎょうしょ

の事務量
じむりょう

を減
へ

らすために、介護
かいご

保険
ほけん

を 丸 写
まるうつ

しにした仕組
し く

みである

居 宅
きょたく

介護
かいご

計 画
けいかく

や 重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

計 画
けいかく

は廃
はい

止
し

すべき。  

▼事 業 所
じぎょうしょ

の事務量
じむりょう

を減
へ

らすために、請 求
せいきゅう

ソフト 等
とう

は国
くに

が高度
こうど

なものを用意
ようい

して配
くば

るべき。  

▼ 重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

の 長 時 間
ちょうじかん

利用者
りようしゃ

の死亡
しぼう

や 入 院
にゅういん

などで、 突 然
とつぜん

に 常 勤
じょうきん

介護
かいご

職 員
しょくいん

の職
しょく

がなくなった場合
ばあい

、介護
かいご

職 員
しょくいん

の数ヶ月分
すうかげつぶん

の給 与
きゅうよ

が保 障
ほしょう

されるよ

うな損 害
そんがい

保険
ほけん

を国
くに

で作
つく

るなど、 公 的
こうてき

な保 障
ほしょう

制度
せいど

を導 入
どうにゅう

すべき。  

○理由
りゆう

 

▼重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

の場合
ばあい

は、非 常 勤
ひじょうきん

職 員
しょくいん

では介護
かいご

の質
しつ

が低下
ていか

するため、重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

の 状 況
じょうきょう

を 充 分
じゅうぶん

に把握
はあく

したベテラン 常 勤
じょうきん

職 員
しょくいん

が 従 事
じゅうじ

することが

必 要
ひつよう

。このため、特 定
とくてい

の人 材
じんざい

が安 定 的
あんていてき

に長 期 間
ちょうきかん

に渡
わた

って 従 事
じゅうじ

し続
つづ

ける

ことが 通 常
つうじょう

である。そのためには、一時的
いちじてき

な入 院 後
にゅういんご

、同
おな

じ特 定
とくてい

の介護者
かいごしゃ
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から介護
かいご

が受
う

けられるようにしておく 必 要
ひつよう

がある。 従
したが

って、一時
いちじ

入 院
にゅういん

の

場合
ばあい

は、 退 院
たいいん

に 備
そな

えて数ヶ月
すうかげつ

待
ま

ってもらうしかない。このような場合
ばあい

の

保 障
ほしょう

制度
せいど

が必 要
ひつよう

。  

長 時 間
ちょうじかん

利用者
りようしゃ

が死亡
しぼう

した場合
ばあい

にも、 同 様
どうよう

の期間
きかん

の保 障
ほしょう

が 必 要
ひつよう

。  

 

【 北 浦
きたうら

委員
いいん

】  

○結論  

 人 材
じんざい

の確保
かくほ

には、賃 金
ちんぎん

等
など

の労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

が一 定
いってい

水 準
すいじゅん

以 上
いじょう

に確保
かくほ

されると

共
とも

に、研 修
けんしゅう

等
など

による 能 力
のうりょく

向 上
こうじょう

や、人 間 性
にんげんせい

を高める
た か   

ことのできる 魅 力
みりょく

あ

る 職 場
しょくば

であることが 必 要
ひつよう

である。そのためには、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

に 適 切
てきせつ

なサービ

ス 報 酬
ほうしゅう

額
がく

が支 給
しきゅう

される 必 要
ひつよう

があり、また、その 財 源
ざいげん

（予算枠
よさんわく

）の確保
かくほ

が図
はか

られなければならない。  

○理由  

 人 材
じんざい

確保
かくほ

のためには、 一 定
いってい

水 準
すいじゅん

の 賃 金
ちんぎん

保 障
ほしょう

や、自己
じ こ

を高める
た か め る

研 修
けんしゅう

の

機会
きかい

の確保
かくほ

等
など

により、 魅 力
みりょく

ある 職 場
しょくば

とすることが 必 要
ひつよう

であるが、 現 在
げんざい

の

報 酬
ほうしゅう

額
がく

では 困 難
こんなん

であり、 適 切
てきせつ

な 報 酬
ほうしゅう

額
がく

が事
じ

業 者
ぎょうしゃ

に支
し

払
はら

われるような

配
はい

慮
りょ

が望
のぞ

まれる。  

 

【倉田
くらた

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 家族
かぞく

に認められて
み と     

いる 医 療 的
いりょうてき

ケアを「医
い

行為
こうい

」ではなく「 生 活
せいかつ

支援
しえん

行為
こうい

」

に位置づけ
い ち   

、 適 切
てきせつ

な指導
しどう

や管理
かんり

の 下
もと

、 障 害 者
しょうがいしゃ

と日頃
ひごろ

から身近に
み ぢ か  

接して
せ っ   

い

るヘルパーや施設
しせつ

の介護
かいご

職 員
しょくいん

、地域
ちいき

の 学 校
がっこう

の講師
こうし

にも実施
じっし

できるよう、

要 件
ようけん

を緩和
かんわ

すべきである。  

○理由
りゆう

 

 現 在
げんざい

、 医 療 的
いりょうてき

ケ ア は 、 原 則 的
げんそくてき

に は 医 療
いりょう

職
しょく

と 当事者
とうじしゃ

の 家族
かぞく

に し か

認められて
み と     

いないため、医 療 的
いりょうてき

ケアを実施
じっし

できる 人 材
じんざい

の絶 対 数
ぜったいすう

が不足
ふそく

して

いる。結果
けっか

、 医 療 的
いりょうてき

ケアに 対 応
たいおう

できる 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス基盤
きばん

が整備
せいび

でき

ず、家族
かぞく

の過 重
かじゅう

な介護
かいご

負担
ふたん

はきわめて 深 刻
しんこく

な問 題
もんだい

となっている。現 在 国
げんざいくに

の

検 討 会
けんとうかい

で議論
ぎろん

されている「たんの 吸 引
きゅういん

等
など

の試行
しこう

事 業
じぎょう

案
あん

」では、実施
じっし

可能
かのう

な
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行為
こうい

の範囲
はんい

が狭く
せま  

、講義
こうぎ

や 実 習
じっしゅう

が多大
ただい

で、人 材
じんざい

確保
かくほ

にあまりにも時間
じかん

がか

かりすぎるため、課題
かだい

解 決
かいけつ

のためには、 一 刻
いっこく

も早く
はや  

規制
きせい

緩和
かんわ

を実施
じっし

し、

医 療 的
いりょうてき

ケア
  

ができる 人 材
じんざい

を 早 急
さっきゅう

に確保
かくほ

すべきである。  

 

【 近 藤
こんどう

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 大 学 生
だいがくせい

に 対
たい

し、 在 学
ざいがく

中
ちゅう

の 1 年
いちねん

間
かん

を福祉
ふくし

等
とう

における 労 働
ろうどう

奉仕
ほうし

（ 高 卒
こうそつ

初 任 給
しょにんきゅう

程度
ていど

で処 遇
しょぐう

）の義務
ぎ む

化
か 

を検 討
けんとう

してはどうか。  

 さらに、ニート、フリーター 等
とう

への福祉
ふくし

職
しょく

をめざすための 研 修
けんしゅう

制度
せいど

の

検 討
けんとう

、高 齢
こうれい

者
しゃ

の 力
ちから

を活 用
かつよう

の検 討
けんとう

、 外 国 人
がいこくじん

の 力
ちから

の更
さら

なる 活 用
かつよう

の検 討
けんとう

が

必 要
ひつよう

ではないか。  

○理由
りゆう

 

 急 速
きゅうそく

な高 齢
こうれい

化
か 

の 進 展
しんてん

、人 口
じんこう

減 尐
げんしょう

の中
なか

、福祉
ふくし

・介護
かいご

のための 人 材
じんざい

確保
かくほ

はますます 困 難
こんなん

になることが予測
よそく

されている。限
かぎ

られた 人 材
じんざい

の有 効
ゆうこう

活 用
かつよう

を

図
はか

るため 方 策
ほうさく

になるものと 考
かんが

えられる。  

 

【 中 西
なかにし

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 介護
かいご

保険
ほけん

スタート
す た ー と

時
じ

において福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

に国家
こっか

の 財 源
ざいげん

が 大
おお

きく振
ふ

り向
む

けられるので、その意味
い み

での 就 職
しゅうしょく

希望者
きぼうしゃ

が増加
ぞうか

した時期
じ き

があった。しか

し 現 在
げんざい

は福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

は 劣
おと

った 職 業
しょくぎょう

という位置
い ち

づけが 社 会
しゃかい

に 蔓 延
まんえん

し、

大 学
だいがく

の福祉
ふくし

コース
こ ー す

の閉鎖
へいさ

が続
つづ

いており、卒 業 者
そつぎょうしゃ

で福祉
ふくし

に進
すす

む者
もの

も１、２ 割
わり

に 激
げき

減
げん

してしまった。国家
こっか

政 策
せいさく

の 中
なか

で福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

を、雇用
こよう

を目指
め ざ

す 3

大 事 業
だいじぎょう

の 一
ひと

つとして 明 確
めいかく

に位置
い ち

づけ、 潤 沢
じゅんたく

な 財 源
ざいげん

の 配 分
はいぶん

をＯＥＣＤの

財 源
ざいげん

配 分
はいぶん

を参 考
さんこう

として、まずＯＥＣＤ平均値
へいきんち

まで持
も

ち上
あ

げるべきであり、

障 害 者
しょうがいしゃ

予算
よさん

は 6倍
ばい

に持
も

ち上
あ

げるべきである。  

 

【 中 原
なかはら

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 事務
じ む

の負担
ふたん

軽 減
けいげん

が課題
かだい

である。  
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○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援
しえん

法
ほう

の施行
しこう

以前
いぜん

に比 べ
くら  

、事務
じ む

員
いん

の請
せい

求
きゅう

事務
じ む

ばかりでなく

支援
しえん

員
いん

の事務
じ む

量
りょう

が 極 端
きょくたん

に増えて
ふ   

いる。事務
じ む

の簡素
かんそ

化
か

のためには、 本 体
ほんたい

報 酬
ほうしゅう

に 含
ふく

めることが可能
かのう

な加算
かさん

は 報 酬
ほうしゅう

のなかで 評 価
ひょうか

することや、事務
じ む

職 員
しょくいん

の配置
はいち

基
き

準
じゅん

を設ける
もう   

、サービス
さ ー び す

体 系
たいけい

の簡素
かんそ

化
か

などが 必 要
ひつよう

であると

考
かんが

える。  

 

【奈良崎
な ら ざ き

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 福祉
ふくし

の給 料
きゅうりょう

がかなり 尐
すく

ないために福祉
ふくし

の仕事
しごと

をやる 人
ひと

がいない。  

○理由
りゆう

 

 ぜひ補助
ほじょ

金
きん

を出
だ

してほしいです。そして、もっと福祉
ふくし

の人
ひと

たちが増
ふ

えてほ

しいです。  

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 研 鑽
けんさん

機会
きかい

の 保 障
ほしょう

および機関
きかん

や 法 人 外
ほうじんがい

の地
ち

域 内
いきない

に事例
じれい

や 実 践
じっせん

へのアドバ

イザーを設置
せっち

するなど、 研 鑽
けんさん

の仕組
し く

みの 構 築
こうちく

が必 要
ひつよう

。  

○理由
りゆう

 

 福祉
ふくし

労 働
ろうどう

における 報 酬
ほうしゅう

の 改 善
かいぜん

は 当 然
とうぜん

望
のぞ

まれるが、小規模
しょうきぼ

事 業 所
じぎょうしょ

では、

人 間
にんげん

関 係
かんけい

の問 題
もんだい

が 生
しょう

じることなどが雇用
こよう

継 続
けいぞく

のネックとなることもある。

人 間
にんげん

関 係
かんけい

のトラブルの 要 因
よういん

は、支援
しえん

や 実 践
じっせん

のあり 方
かた

を 巡
めぐ

ることも 多
おお

い。

もちろん 労 働 者
ろうどうしゃ

の 人 間
にんげん

関 係
かんけい

の 問 題
もんだい

は 提 供
ていきょう

サービスにも 影 響
えいきょう

するので、

研 鑽
けんさん

の機会
きかい

が豊富
ほうふ

にあることや 保 障
ほしょう

されていることが 重 要
じゅうよう

と 考
かんが

えられる。 

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 この分野
ぶんや

の事 業 所
じぎょうしょ

報 酬
ほうしゅう

の支払い
し は ら い

については、 新 法
しんぽう

の制 定
せいてい

を待たず
ま た ず

に、

日払い
ひ ば ら い

方 式
ほうしき

を廃止
はいし

し、早 急
さっきゅう

に原 則
げんそく

月払い
つきばらい

に戻す
もどす

べきである。部会
ぶかい

としては

討議
とうぎ

して、 緊 急
きんきゅう

要 望 書
ようぼうしょ

として 特 別
とくべつ

に 要 請
ようせい

する必 要
ひつよう

がある。  
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○理由
りゆう

 

 いま、社 会
しゃかい

全 体
ぜんたい

をおおっている 貧 困
ひんこん

と格差
かくさ

の広がり
ひ ろ が り

の中
なか

で、この分野
ぶんや

の

改 善
かいぜん

に 早 急
さっきゅう

に手
て 

を付けて
つ け て

いくことが 必 要
ひつよう

である。このまま放置
ほうち

しているこ

とは、さらに大きな
お お き な

犠牲
ぎせい

と損 失
そんしつ

を生み
う み

かねない 情 勢
じょうせい

であり、非 常
ひじょう

に危機
き き

感
かん

がある。  

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】  

○結論  

 障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

の仕事
しごと

は 定 型
ていけい

業 務
ぎょうむ

ではなく，常に
つねに

判 断
はんだん

が求められる
も と め ら れ る

仕事
しごと

で

ある．その 性 質 上
せいしつじょう

，ある 一 定
いってい

の養 成
ようせい

期間
きかん

は必 要
ひつよう

であり，大 学
だいがく

など専 門
せんもん

機関
きかん

と 障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

の 現場
げんば

が 有機的
ゆうきてき

な 連 携
れんけい

を 行 い
おこない

， 働きながら
は たらき なが ら

研 鑽
けんさん

で き る

仕組み
し く み

が必 要
ひつよう

である．  

 

【 光 増
みつます

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 常 勤
じょうきん

換 算
かんさん

をやめるべきで、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
とう

に 関
かん

しては 定 員
ていいん

に 基
もと

づく

傾 斜
けいしゃ

報 酬
ほうしゅう

制度
せいど

にしてはどうか  

○理由
りゆう

 

 常 勤
じょうきん

換 算
かんさん

で、援 助 者
えんじょしゃ

のパート化
ぱ ー と か

が進
すす

み、雇用
こよう

が不安定
ふあんてい

になっている。長 続
ながつづ

きしないので、援 助
えんじょ

を教
おし

える立場
たちば

の人
ひと

が 育
そだ

たず、援 助
えんじょ

の継 続
けいぞく

が危
あや

うくなっ

ている。 特
とく

に 障 害
しょうがい

の 重
おも

い 人
ひと

や 援 助
えんじょ

の 難
むずか

しい 人
ひと

達
たち

の 生 活
せいかつ

の 継 続
けいぞく

が 困 難
こんなん

。

安 全 面
あんぜんめん

の配 慮
はいりょ

、防 災
ぼうさい

対 応
たいおう

など、 非 日 常
ひにちじょう

の対 応
たいおう

が継 続
けいぞく

しない。  

 一人
ひとり

いくらの 報 酬
ほうしゅう

では、人 数
にんずう

を増
ふ

やすほど、収 入
しゅうにゅう

が多
おお

くなり、運 営 的
うんえいてき

に

は楽
らく

になるため、大規模化
だ い き ぼ か

が進
すす

んでいく。これは 障 害
しょうがい

のある 人
ひと

にとっては、

生 活
せいかつ

しにくい状 況
じょうきょう

となる。  

 

【渡井
わたい

委員
いいん

】  

○ 結 論
けつろん

 

 盲
もう

ろう者
しゃ

向
む

け通 訳
つうやく

・介 助 員
かいじょいん

派遣
はけん

事 業
じぎょう

のコーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

の身分
みぶん

保 障
ほしょう

。  

○理由
りゆう

 



67 

 

 コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

がいなければ 盲
もう

ろう 者
しゃ

向
む

け 通 訳
つうやく

・ 介 助 員
かいじょいん

派遣
はけん

事 業
じぎょう

の

運 営
うんえい

ができないはずだが、それを 担
にな

う人件費
じんけんひ

や事務
じ む

経費
けいひ

の 保 障
ほしょう

がない、ま

たはされていない地域
ちいき

もあるから。  

 


